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えています。これらを順序立ててお話をしたいと思
います。
もちろん、申し上げることが、私の印象に留まる

ものであってはなりません。様々な事実によって裏
付けられる必要があります。その根拠についてもお
示しできるように努めます。
２つ目の柱である「児童福祉法等令和４年改正の

趣旨と概要」と３つ目の柱とした「実事例から考え
る」には、１つ目の柱で申し上げることの根拠や実
例を示すという位置づけもあります。１つ目の柱で
述べる改革の方向性と法改正が目指したこととが一
致しているかどうか。３つ目の柱で取り上げる実事
例の内容とこれへの展開を踏まえても、１つ目の柱
で述べたことや改革の方向性が適切かどうかという
ことをご一緒に吟味して頂きたいと願います。
そして、これらの全体を受けて、最後の柱である

「統括支援員に期待すること」についてお話しさせ
て頂き、全体のまとめとしたいと思います。
注：この原稿では、当日の内容に一部加筆修正を

行っています。さらに、一部の図表を、最新のもの
に入れ替えました。また、文末注を設け、不足する
内容を補うことを行っています。

Ⅱ　日本における児童虐待対応の施策の歴史と現状

まずは、図表１をご覧ください。

文字ばかりで恐縮ですが、時間幅を考慮して情報
量を確保する目的で、平成になって以降の出来事等
を箇条書きにしたものを用意しました。
日本社会は、30数年前から児童虐待に本格的に取

り組むようになりました。
1990（平成２）年から児童虐待に関する公式統計

を取り始めました。これと同じ頃から、少子化が本
格的に意識されるようになりました。児童虐待は、
1990年代になって、活発に報道されるようになり、
虐待死が頻繁に発生していることや、その内容が深
刻なものであることが伝えられました。個々の事件
が詳しく取り上げられるようになり、児童虐待をこ
れまでと同じ対応のままで行くわけにはいかないと
いう機運が高まりました。
このとき、最初に取り組まれたことは、児童相談

所（以下、児相）を叱咤し、激励することでした。
児相がきちんと動くように、その前提として国民が
発見して児相に通告するように。児相は、それを先
延べせずに、速やかに対応するように、漏らさない
ようにとされました。国民への啓発と児相への叱咤
激励。これが1990年代の主な取り組みだったと言っ
て良いと思います。問題を見過ごさないという意味
では意義がありました。しかし、社会のあり方が変
化する中で、子どもと家庭を取り巻く環境が大きく
変化する時代にあったにも関わらず、これを前提と
する対策をとるという方向には向わなかったという

図表１　日本における児童虐待対応施策の歴史

筆者作成
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点では、課題があるものでした。
報道が悲惨な事件を積極的に取り上げたことは正

しいことでしたが、国民の関心を集めやすい、児童
虐待の悲惨さと加害者である保護者の悪質さと行政
の不適切な対応、これをつなげる文脈で報ずること
が続き、これが基本的なスタイル、「かわいそうな
子ども」「ひどい保護者」「動かない行政」の３つの
要素が重なる事例を取り上げ、人々の怒りを喚起し、
行政を正すことで、社会に働きかけている、正義を
行っていると自ら信じ、人々にこれを信じ込ませる
構造を作り上げてしまったことは不幸でした。i

このような運動を受けて、2000（平成12）年に、
議員立法によって、「児童虐待の防止等に関する法
律」が成立しました。成果として、それまで曖昧で
あった児童虐待の法律上の定義が定められたことが
挙げられます。ii

その後、すなわち児童虐待に特化した法律が成立
して後まもなく、既に児相だけでは対処しきれない、
持ちこたえられないことが意識されました。これは
現在の動きと共通しています。そこで、地域の事情
をよく知って、地域において人々の福祉を支えてい
る市町村に責任を持ってもらって、しっかり取り組
んでもらおうとなり、それを実現する法改正が行わ
れました。これが、児童福祉法と児童虐待防止法の
2004（平成16）年改正です。
この時に市町村が、児童相談についても対応する

こととなり、要保護児童や児童虐待の第一義的な対
応につなげる窓口として位置づけられました。また、
市町村だけでは、子どもたちに対して十分な対応が
とれるはずはない、地域にある様々な機関や人々に
参加してもらってネットワークを作って対応すると
され、それまでは補助事業で進められて来たものに
要保護児童対策地域協議会という名称を与えて法定
化しました。
ただし、残念ながら、この時実際には、市町村の

体制の強化は、ほとんど前進しませんでした。その
ために十分な効果を上げることが出来なかったと
言って良いでしょう。いやむしろ、市町村の数が、
平成の大合併によって、大幅に減った時期に重なっ
たこともあって、体制が強化されるどころか後退し

た面すらあったのではないでしょうか。iii

さらには、この後再び児相への一極集中を求める
声が再燃します。通告を活発にしてもらおう、その
ために、児相への連絡は全国共通とし、且つ、３桁
の電話番号をあてる（189。イチハヤク）ことになり、
その後この電話には料金がかからないようにしまし
た。専門機関であり一時保護や施設入所の機能と権
限を持つ児相と地域で親子を支える市町村がそれぞ
れ役割を果たして協力することが必要です。そのこ
とを言い続けながら、事実上児相への一極集中主義
が蘇ってしまったのです。そして、悲しい事件が発
生する度に、児相は何をやっているのだ、ミスばか
りしている、毅然と対応すべきだ、児童虐待を見逃
してはならないと叫ぶことが続けられました。
この時期には、暴力を直接受けなくとも保護者間

に暴力がある場合やきょうだいが暴力を受けるのを
目撃すれば深刻な影響があると意識され、心理的虐
待の定義の見直しや保護者以外のものの暴力を保護
者が止めさせないことがネグレクトにあたるとされ
ました。これはとても大事なことで大きな前進でし
たが、マイナスの面がなかったとはいえません。止
められないことがDVの被害者でもある保護者の個
人責任の問題ととらえられてしまう構造を生んだか
らです。
さて、そのときではなく、それから何年も経った

時点で警察が自らの体制整備を行い、これらの事案
へ積極的に対応することにしました。これにより児
相への通告が急激に増えました。この流れは現在も
続いています。そして、これに連動させるかたちで、
児童福祉司等の計画的な増員が行われました。残念
ながらここでも、市町村の体制強化は取り残されま
した。
平成28年の法改正で、市町村に、子ども家庭総合

支援拠点を置くことにはなるのですが、名称からイ
メージされる内容とは程遠く、要綱で示された業務
を果たせるだけの職員配置ではなかったために、増
え続ける警察から児童相談所への通告と児童相談所
がこれに対応するために協力するという市町村とい
う位置づけがすすみ、要保護児童対策地域協議会の
あり方の変化も同時におこり（実質的に未確立だっ
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た）、市町村の「ミニ児相化」が進みました。
このような流れが頂点に達したのが、令和元年の

児童福祉法と児童虐待防止法等の改正だったと言っ
て良いでしょう。令和元年改正やそれ以前になされ
た改正でも、令和４年改正によって本格化する重要
な内容の萌芽にあたるもの、具体的には子どもが自
分に関わる措置等に関して意見を表明することを保
証することや包括的な支援の必要性に関わる考え方
が、令和元年改正の付帯決議に盛り込まれるかたち

で入って来ました。しかし、これが実質を持つよう
になるのは、令和４年の法改正まで待たなければな
らなかったように思います。この時点では、児相に
毅然とした対応を求める。しかも、その毅然とした
対応を担う仕組みの中に市町村を組み込んでしまう
という構造だったというのが実体だったと言って良
いでしょう。
図表２は、令和元年の法改正の概要をまとめた国

資料です。詳しく見ることはしませんが、簡単には

図表2　児童福祉法等の一部を改正する法律（令和元年）の概要

厚生労働省資料
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見ておきましょう。とにかく当事者と現場に対して
厳しいことを求める内容が目につきます。「保護者
との関係を意識しているから対応が遅れる。当事者
への気遣いによってすべきことができていない。こ
れを解消するために介入を担当する人と支援を担当
する人は分ける必要がある。」とする介入と支援の
分離が言われました。私はこの改正時の衆議院の審
議に参考人として呼んでいただいて、そこで意見を
述べる機会を頂きましたが、この時も、幾つもの悲
しい事件が相次いで発生し、注目されていましたの
で、このような内容が求められたことはやむをえな
かったかも知れません。しかし、児童虐待は、非常
に多様なもので、注目される事例に加え、これらと
は様相が異なるさまざまな事例もあるのです。残念
ながら常に事件が起き続けている。事実に基づけば、
起きている様々な事例の全体を踏まえて、対応を前
進させなければならないのに、特定の事例に焦点を
合わせて危機を叫んで、特定の方向へ政策や対応の
かたちが誘導されることには問題がある。弊害が生
じることは明らかです。
そのような観点に立って、私は参考人としての意

見を申し上げました。しかし、この時に成立した改
正法で進められたものは、あくまでも毅然とした対
応を進めるといった方向のもので、多様な視点や当
事者が抱える困難に着目した内容で実現したものは

わずかで、表立ったものとはなりませんでした。
この辺のことを感覚的、感情的に言うだけで終え

ることは適当ではありません。これが事実かどうか
は、この時代に改正された法律の個々の条文を読ん
で確かめてみる必要があります。例えば、児童虐待
防止法の第11条です。図表３をご覧ください。
表現が複雑なので、よく読まなければ理解できま

せんが、第７項に一時保護や立入調査、そうした対
応を担当した人ではない人に保護者への支援（条文
上は「指導」）を行わせるようにと書かれています。
これが令和元年改正で追加されました
第１項は、児童虐待の再発を防止するために、児

童福祉司による指導を適切に行うように努力せよと
いう条文ですが、ここに、社会福祉学やソーシャル
ワークの理論を大切にしなさいということは一切書
かれることがなく、医学的知見又は心理学的知見に
基づく指導を行うように努めなければならないと書
かれました。これは、令和元年改正で追加された内
容です。
ソーシャルワークは、学際的なもので、特に実践

においては様々な専門知や方法を取り入れることを
前提とします。私の理解では、児童福祉司は、子ど
も家庭福祉を司るソーシャルワーカーで、児童福祉
司による指導とは、ソーシャルワークそのものだと
思いますが、加えられた条文にはソーシャルワーク

図表３　令和元年の法改正が反映された条文例
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理論や社会福祉学の知見という言葉はなく、医学
的・心理学的な知見に基づく指導に努めるようにと
だけ書き込まれたのです。
この条文にこのような表現が入った背景には、こ

の改正が目指されたことの端緒となった東京都目黒
区の５歳女児死亡事例への対応で、香川県で関わっ
ていた医師の知見が見落とされたために事件が防げ
なかったという見解があり、これに加えて、法案提
出直前に千葉県野田市で発生した小４女児の死亡事
件においても、一時保護された後の引き取りの判断
において、当該女児を診察した医師の所見が活かさ
れなかったという指摘があったことが影響したもの
と考えられます。これらの事件でも、その他の事件
でも医学的な知見や心理学的な知見が見落とされた
という指摘がなされ、これと同時に、ソーシャルワー
カーの専門性への疑問や否定が繰り返し言われ、こ
れらが報道され、賛同する意見が力を持って共有さ
れたことによる結果だと考えられます。
他は令和元年の改正ではなく、平成19年に改正さ

れた（平成19年法律第73号「児童虐待の防止等に関
する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」平
成20年４月１日に施行）による内容となりますが、
第５項を見ると、保護者は児相による指導を受け入
れなければならないと明記され、それを受け入れな
いようなことがあれば、都道府県は、子どもを保護
者から引き離して一時保護をしなさい、施設入所を
勧めなさい、同意が得られなければ家庭裁判所への
承認を求めるなどをして強制力が働く措置をとりな
さいとされました。
これらが必要な事例があるのは当然です。このた

め、これらの措置については、この条文が出来る前
から、児童福祉法に明記されていました。しかし、
この時、これらを改めて児童虐待防止法に明記した。
これは何故か。それは、「児童虐待を行った」保護
者と「措置を行う」児相、都道府県に対して、「忘
れるな」「覚えておけ」「こうするんだぞ」と注意喚
起をすることが必要だと判断されたのだと考えま
す。私は、このような規定が必要な事例や状況があ
ることは理解しつつも、私自身は、人や組織を威嚇
する効果、そこに表されることになったこの国の児

童虐待対応の根底を流れる価値観（特に人間観や社
会観、社会福祉に対する不信）、人々や組織、特に
業務を担う職員の意識にもたらす負の効果（自己評
価の低下、自尊心の欠如、思考の停止、力に頼る傾
向の強化、当事者を支配することに問題を感じなく
なることなど）の方が格段に大きいと考えます。iv

そこには当事者自身の意思とか、あるいは支援者
と当事者との信頼関係の醸成とか、支援を担う機関
や職員への専門性への敬意といったものは、全く感
じられません。そういったものは全然出てこない。
児童虐待をした親、児童虐待を防止する立場にあり
ながらすべき仕事をしていないものへの断罪と指
導。だから徹底が必要だという認識と価値観が貫か
れていると感じます。
このような法改正が進められて来たのですから、

現場の対応はそれを受けたものになるのが必定で、
そこに一定の偏りが生ずるのが当然でしょう。
図表４・図表５をご覧ください。（ここでは研修

当日の資料ではなく福祉行政報告例に基づき筆者が
新たに作成した令和５年度の統計資料を掲載しま
す。なお、令和３年度、令和４年度も同様の傾向と
なっています。）これは令和５年度の経路別受付件
数を表すものです。市町村と児相両方の数値を載せ
ています。これを見ると、いろいろなことが感じら
れると思います。もう皆さんはよくご存じのことで、
先にも述べたことですが、児相への通告の半数
（50％）以上が警察からの通告となっています。

一方の市町村ですが、こちらでも、どこからの通
告が多いかを確認しておくことが必要です。市町村
の統計においても、際立って多いところがあります。
市町村の対応件数の統計が、あまり取り上げられな
いようになってきているのではないでしょうか。見
ておきましょう。市町村に通告される件数が一番多
く際立っているのは、児相からのものです。
これについては、平成28年の児童福祉法の改正（施

行平成29年４月１日）で、児相から市町村への事案
送致が創設された（児童福祉法第26条第１項３号）
ので、そのために増加したのではないかと捉えられ
がちです。しかし、これは、一定の影響はあるにせ
よ主要な要因とは言えないようです。v
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これの多くは、児相から市町村への照会や協力依
頼です。児相に通告が入る、児相は、その子どもや
家族の基本情報を押さえる必要がある。そのために
はまずは所管する市町村に住民基本台帳を見てもら
う必要がある。併せて市町村がどのように関わった
のか、児童福祉だけではなく市町村は市民生活のあ
らゆることに関わっているため関係各課の取り扱い
についても知りたいとなる。さらに、児相が行う面
接や対応に協力して欲しい、立ち会ってもらいたい、
一緒に動いて欲しい、面接室を貸して欲しい、そう
いった細々としたことを含めて多くの求めが、児相

から市町村に入ります。これらの少なくない事例が、
市町村統計に計上される。その件数が多くを占める
ものと思われます。先に述べた市町村において児相
と警察に協力する業務の割合が高くなっているとし
た構造そのものです。
児相の統計で、児相への通告のうち、警察の次に

多いのが近隣知人からのものです。従来から、地域
の人々からの相談や通告は、身近な相談窓口である
市町村へ入るものと考えられてきました。そして、
これは市町村でやりましょう、その上で専門的な知
見を要するものは児相でやりましょうという理解で
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図表５　令和５年度児童虐待相談経路別対応件数　市町村（全国）

図表４　令和５年度児童虐待相談経路別対応件数　児童相談所（全国）

福祉行政報告例に基づき筆者作成
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あったと思います。しかし、近年は近隣知人からの
通告や相談は、市町村ではなく、児相に直接入るこ
との方が多いようです。それが実態です。かねて想
定された役割分担ではなくなっています。これは児
相への虐待対応ダイヤル「189」が導入され無料化
されたことと無関係ではないでしょう。当事者家族
や親戚からも入る。児相にそういった内容の通告や
相談が直接入って来る。さらにはLINE相談も児相
に入ります。児相に入ったこれらの事例への対応を
児相だけで行うことはできません。市町村の力を借
りなければいけない。このため、児相から市町村に
連絡が入る。
何度も同じことを言うことになってしまいますが、

実際に市町村に勤めてみると、市町村の仕事のかな
り多くの部分が、これで、こんなにも多いのだとい
うことを身にしみて感じました。それは決して悪い
ことではなく、両方が力を合わせてやらなければな
らないことも理解できます。しかし、これに占める
割合があまりにも多くなってしまっているので、そ
の他の、市町村が、自ら行動をおこし地域の人々の
福祉のために必要なことをする、地域の親子を支え
るという仕事が実質上行い難くなっています。しつ
こくなりますが、市町村には、児相からだけではなく、
警察からも頻繁に照会や協力要請が入ります。警察
は要保護児童対策地域協議会の構成員です。とても

大切な機関です。協議会のメンバーである警察から
照会があれば、市町村は、当然に、これに応じます。vi

その結果として、地域できめ細かい福祉的な支援、
子ども家庭福祉と母子保健、福祉と保育や教育とが
力を合わせて行うべき支援、庁内の生活保護や障害
者福祉と協働すべき支援、住民生活のあらゆる部門
に関係する市町村の他の部署と連携が期待される支
援。たとえば、このような支援の具体例を挙げると、
暮らしに様々な不安定要素が重なり合う特定妊婦へ
の支援があります。このような事例への支援が極め
て重要であるにも関わらず、ここまでに記してきた
ような業務が膨大になるなかで、それらに押されて、
結果として果たすことが、困難になっていると感じ
ざるをえません。そして、このような傾向の先に何
が待っているかといえば、支援を適切に行うための
プロセスである情報共有やこのための仕組みである
要保護児童対策地域協議会が、「手段」ではなく、
それ自体が目的化してしまうということが起こって
しまうのです。
本来の目的である子どもと家族の幸せ（福祉）が

後ろに退いてしまう、空洞化や目的と手段の逆転が
起こってしまうということです。（図表６）
児相はどうでしょうか。児相には、大切な業務が

たくさんあります。これらを果たさなければなりま
せん。令和元年の法改正は、そのような性質のもの

図表６　児童相談所と市町村の現場で起こっていること
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が数多く盛り込まれたものでした。これはそのとお
りです。速やかな安全確認、毅然とした対応、躊躇
なき一時保護の実施が一層強く求められるようにな
りました。しかし、このために、ともすれば、即時
対応はするものの、十分な調査をすることなく、い
わゆる「現認」をして、「注意喚起」をして対応を
終えるということが頻発するようになってしまいま
した。これは、どこの地域でもほぼ共通して見られ
る副作用だと思います。
また、警察署から児相への身柄付通告が増え、児

相がそれを受け入れないということがほとんどない
状況となりました。これ自体が悪いわけではなく、
児相の感度が鈍い場合には不作為を防ぐ効果があり
ます。しかし、こればかりとなってしまうところに
まで進めば、児相が一時保護を実施する機関である
ことが有名無実化viiしますし、児童福祉司から経験
を積み上げる機会を奪ってしまいます。児相が自ら
関わりながら、子どもと家族の利益を考え、計画的
にタイミングを図って進めるというような実践力が
失われてしまうことが起こりえます。このような悪
循環のもとでは、不作為を防止するどころか新たな
不作為が生じてしまうのです。viii

児相の対応の動きは、全体とすれば速くなったと
思います。特に、それと判る外傷があって、子ども
が保護者から暴力を受けたと訴え、家に帰りたくな
いと言っている、或いは、子どもが保護者から性的
虐待を受けたと言っている、このような場合は、と
ても速く動きます。
しかし、いわゆる「現認」をして、国が定めたフ

ローチャートに照らして緊急保護までは必要がない
と判断されると、「虐待防止指導」ないし「注意喚起」
と呼ばれる行政指導を行って、そこで直接関わるこ
とを終えてしまうのが常です。
残念ながら、極めてリスクが高いとされる要素が

そろっていても、一通りの指導をしたというかたち
ができれば、子どもや保護者の生活歴や今の暮らし
についての調査が不十分でも、できるだけ短期に終
結しようとします。ただし、不安が残る状況は否定
できないので、「地域で対応して欲しい」と言って、
「児相は、後方支援をする」と宣言します。ただし、

ここでいう「後方支援が、終結して連絡待ち」と言
う意味でありながら、市町村や関係機関の方は、「続
けて関わってくれているものと思っていた」という
こととなります。これでは、互いに何もしないとい
う状態が出来てしまう。このかたちは、死亡事例の
検証報告書にしばしば見られます。
児相は、一時保護中や施設入所中、或いは、その

ような事態となるおそれのある事例をいつも抱えて
います。その多くが、子どもにとって不安で、保護
者にとっては納得できないという案件です。そのよ
うな案件の動きが何時あるかわからない。だから、
そうでない事例は、できるだけ短期で終結しておき
たいと考える。保護に絡む子どもと家族とのやりと
りは相当に厳しいものであることから、児相の仕事
の仕方がそれに応じるものになってしまうのはわか
ります。その主張ややりとりをするときの気迫や圧
は市町村を黙らせます。このような構造のもとで、
市町村は、児相の影響を受けて、ミニ児相化します。
市町村もまた調査なしの安全確認と注意喚起が主な
仕事になって行く。特定妊婦・ネグレクト・保護に
至らない外傷、こういったケースが積み上がる。実
際には、このような事例の数が対応ができる量をは
るかに超えてしまっている。これが現在の市町村の
姿ではないでしょうか。
このような状況であるため、ニーズの把握、当事

者の強みへの着目、同意と参加に基づく支援という
ものが、児相において、また、住民に身近な市町村
においても消失しかけています。これがどれほど深
刻なものか。私は、このことに強い危機感を抱きます。
児相の児童虐待相談の対応件数は、今も増え続け

ています。件数は単年度で20万件を超えました。児
相も市町村も、これらに対して必死に頑張っていま
す。しかし、残念ながら必ずしも良い方向には向かっ
ていない。児童虐待において最も深刻な結果として、
死亡事例の発生があります。残念ながら死亡事例の
数は減っていない。通告される件数は多くなり。対
応件数が増え続けてきた。対応をずっと強化し続け
て来たはずです。しかし、死亡事例の数さえ減らす
ことができていない。これらを何とかしなければな
らない。これらのことを本気に考えて、今までとは
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違う方向を目指そうとした。さらに、そのための体
制の強化を図ろうとした。それが令和４年の児童福
祉法等の改正です。私は、令和４年児童福祉法等の
改正を、そのように捉えています。やっと始まった、
やっているという演出ではなく、本気で取り組もう
とすることが始まった。期待する、どきどきする、
そういった中身だと考えます。
これが、何故できたのか。このようなパラダイム

変換は、やろうとしてもできるものではない。普通
では成し得ない。やはり何か特別な事情があったか
ら、進められたのだろうと考えます。

世界を、そして日本を、新型コロナが襲いました。
これは、本当に厳しく苦しい経験で、マイナスの影
響が甚だ大きいことであり、しかも、この脅威が完
全に去ったとは言えないものです。しかし、この新
型コロナウイルスの流行を経験することがなけれ
ば、私たちの暮らしの実態を、真に理解することが
できなかった。コロナ禍があって世の中がどうなっ
ているか、私たちに起こっていることがどうゆうこ
となのか、私たちは、そのようなことを、私たちが
本来考えなければならないことを本気で考えること
ができるようになったのだと思います。（図表７）

Ⅲ　児童福祉法等令和４年改正の趣旨と概要
　
先に述べた令和元年の児童福祉法等の改正の内容

が施行されたのは令和２年４月１日でした。その直
前に、新型コロナウイルスの流行が、世界、そして
日本を襲いました。令和元年12月に中国の武漢で発
見された新型コロナ感染症は瞬く間に世界に拡がり
ました。日本で初めての感染者が発見されたのが令
和２年１月でした。この感染症は、ただ拡がるとい
うだけではなく、未知のウイルスであったことから、
どうしたら良いかわからないという混乱と死ぬかも
知れないという恐怖が拡がり行動制限や感染拡大防
止のための対策がとられました。ix

話を戻します。令和元年の改正法には多くの付帯
決議が付き、引き続きの議論がすぐに始まりました。
法改正前の緊急対策、総合対策は、令和元年の法改
正によって裏付けられ、児相の職員増と児相の設置
促進（人口50万人に１カ所）が進められることにな
りましたが、令和元年改正まででは十分でなかった
市町村の体制整備と対応力の向上、社会的養護にお
いて残された課題、子どもの意見表明権の保証、保
育も含めた子ども家庭福祉分野でどうすればソー
シャルワーカーの力量を上げられるかといった議論
が本格化しました。
令和元年改正前の議論に引き続いて、私も、この

議論が行われた社会保障審議会児童部会と社会的養
育専門委員会、委員会の下に置かれたワーキンググ

図表７　新型コロナパンデミックが世の中の現実を明らかにしたこと
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ループのメンバーとして参加しました。議論が一時
新型コロナの流行のために中断しましたが、会議の
持ち方を対面からWEBに切り替えて継続されまし
た。月に１回どころではなく月に２回以上のペース、
しかも１回３時間のかなり激しい議論が行われ、平
行線のままだったところもありますが、合意された
部分、本当にご苦労されたのは山縣文治座長や当時
の厚生労働省の方々で、また、自治体と関係団体、
政治やソーシャルワーク人材を育てる養成校の団体
も巻き込んだ議論や調整が行われ、令和４（2022）
年の通常国会に、法案が厚生労働省所管の政府提出
案として提出されたのでした。
私自身は、冒頭で申し上げたように令和４年３月

末で大学の専任教員を辞して、同年４月１日から、
基礎自治体の会計年度任用職員になり、今年（令和
６年）３月末日までの２年間勤務させて頂きました。
当時（この講義の２年１か月前）の段階では、新型
コロナウイルスの流行は、まだ収束したという状況
ではなく、感染症法上の扱いが第５類に移行された
のも昨年のことですから、２年前は、まだ、職員全
員が常時マスク着用で、窓口で対応している常勤職
員が交代で食料配布に行っているという状況で
した。
家庭訪問には相当気を使いましたし、家族、特に

子どもたちと一緒に、親子が同時に感染して外に出
られないような状況もありました。一方で、窓口に
来られる方や電話での問い合わせの内容には、生活
の行き詰まりや給付金に関するものも多くありまし
た。そういった生活上の問題がたくさんあって初め
て、改正法が成立することになったのだなと思いま
す。先にも述べたように、実際には、20年以上前と
なっていた今世紀はじめには日本社会が大きく変わ
り、格差が拡がっていたにもかかわらず、意識も政
策上の手当も基本的には変わっていなかった。しか
し、この時にはじめて、生活上の様々なニーズがあ
るにも関わらず必要な支援が届いていないという実
態がはっきりし、その認識が拡がり、実質を伴う支
援を届けなければならないことが合意され、法改正
を後押ししたのだと思います。パンデミックが、何
かがあれば直ぐに生活が行き詰まってしまう人々が

増え広がっていることを、ニーズがある人々、特に
子どもと子育て世代に、どうしても必要なものさえ
失われている実態が広くあること、それが増え拡っ
ていることを映し出したのです。
新型コロナ禍は、世の中には現実を支えるリアル

な仕事が必要なのに軽んじられていることも見える
ようにしました、人材不足が深刻化しているため外
国人の存在なくして社会が成り立たないということ
も見えるようにしました。社会福祉に携わる私たち
も、エッセンシャルワーカーなのだと意識するよう
になりました。そして、子どもたちが置かれている
状況がとりわけ厳しいこと。不登校、自殺、貧困、
虐待、孤立、ヤングケアラー、精神疾患、発達障害、
トー横キッズ、市販薬依存。こういった問題は、本
人の逸脱という面だけで語ることなどできない。こ
のような問題が、こんなにもあり、深刻さが増して
いる、これらにきちんと対応しなければいけないこ
とが、はっきりと意識されるようになりました。そ
れが必要だという方向に舵が切られるためには、コ
ロナ禍を契機とした問題の顕在化が不可欠だったの
だと思います。x

それまでも、児童虐待に適切に対応するためには、
本当はこういったことを全部意識した上でやらなけ
ればならなかったはずです。それなのに、申し上げ
て来た経過から、本当に必要なことが隠されたまま、
早く駆けつけて、現認して、注意喚起して終わると
いうパターン化した対応で凌いで来た、それでよし
として来てしまった。これを終わりにして、多様な
児童虐待の実像を踏まえて、確実に関わる、地域で
包括的な支援を当事者に届ける必要がある。虐待そ
のものを許さないのは当然とした上で、状況を変え
るためには、抱えている複数の課題に、ちゃんと取
り組まなければならない。注意喚起では表から見え
なくなるだけで、実際の問題は消えていない。だか
ら、安全確認ができた、やるべきことはしたとされ
る事例で虐待死が起こる。複雑に絡み合っている
様々な課題を構造的に理解して、リスク回避は当然
しなければいけないけれども、その人が何とかしよ
う、自分たちも幸福になりたい、そういった当事者
の意欲とかストレングスも含めて強化する。活用可
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能な具体的な支援を組み合わせて支援する、そう
いったことが必要だということです。
このためには、ただの情報共有では足りない。複

数の機関が、異なる専門性、それぞれの知見を持ち
寄って、多角的に分析して、起きていることや当事
者とその暮らしを総合的にアセスメントする、そし
て、総合的に支える必要がある。特に母子保健と児
童福祉が力を合わせなければならない。
子どもと家族を守るためには、確実に子どもを保

護するといったことが必要である。ただし、それは
毅然とするとか、そういうことだけではない。支援
と介入を分離するということではない。むしろ、パ
ラレルに、両方が交差するようにして、二つをかみ
合うようにして総合的な関わりを進めなければ意味
がない。そうでなければ虐待死を防ぐことはでき
ない。
法改正は、立法事実があって為されるものです。

こういう状況がある、こういう事実があるから法改
正が必要だということです。どういう事実かという
と、困難を抱える子どもが増え、子育てに困難を抱
える家庭が増え広がっている。にもかかわらず、必
要な支援が子どもたちと子育て家庭に届いていな
い。支援を必要とする子どもと家庭に届くようにす
る必要がある。やり方を変えなければならない。改
革が必要だったと意識されたのです。
改革の方向は、当事者のニーズを把握し、当事者

の意思・意向を尊重しながら、包括的な支援を計画
し、納得を得て、その内容を書面にして手渡し、実
行するというやり方とするということでした。これ
が児童福祉法第10条第１項第４項、サポートプラン
を作成し、計画的に包括的な支援を実行すること、
これを市町村が行うべき業務として義務化されま
した。
今日のこの講義のタイトルもそうですが、こども

家庭センター、或いは統括支援員が注目されがちで
すが、市町村の義務となったサポートプランの作成
こそが重要で、それを裏付ける組織としてのこども
家庭センターであり、そのために配置される職員が
統括支援員であるという理解に立っています。
少なくとも、こども家庭センターの設置は努力義

務ですが、サポートプランは、令和６年４月１日の
時点で、既に、行わなければならないこと、すなわ
ち義務となっています。
確かに支援を届けるための体制整備が必要で、子

ども家庭福祉と母子保健が一体的に取り組むことが
必要で、こども家庭センターだけでは足りないので、
地域の機関と連携して取り組む必要がある。同時に、
現物給付であるさまざまなサービスが必要、子育て
に困難を抱えた家庭とその子どもが実際に利用でき
るホームヘルプなどが必要、従来からあるものでも、
実際には使えないということがないようにする、
ショートステイなど、従来からあったものも含めて
家庭支援事業と言う名称をつけて明確に位置づけ、
それらを使っていただく。なかなか受け取ってもら
えない場合でも利用勧奨をする。あるいは市町村が
措置をする。これらは強制ではありませんが、強く
勧めて、市町村の責任を大きくした仕組みで提供し
ていく。実際に使えるサービスを増やしていく。こ
れらを、先に述べたような立法事実があるので、市
町村において実施して行くことにしたのです。
残念ながら令和４年６月に改正法が成立した時点

での報道は、このような目的や中身を十分理解して
いるとは言いがたい内容でした。今日のスライド資
料には入れませんでしたが、法律が成立した直後の
新聞やテレビの報道内容の記録を保存しておきまし
たが、それらを見ると、社会的養護の年齢の上限を
なくす、一時保護開始に司法審査を導入する、この
２つを取り上げているものが多く、市町村が包括的
な支援を実施するという内容の記事はほとんどあり
ませんでした。法改正の趣旨がきちんと理解されな
い、少なくとも、そこに焦点を合わせた報道がほと
んど無かったことは間違いありません。その後の２
年間に、改正のまん中にあった内容に焦点を合わせ
る努力が積み重ねられ、施行準備のための自治体向
けの説明会が何度も行われました。その内容を理解
するためにも、改正の趣旨を綴った資料を改めて見
ておきたいと思います。
読み上げます。改正の趣旨。「児童虐待の相談対

応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこ
れまで以上に顕在化している状況を踏まえ、子育て
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世代に対する包括的な支援のための体制強化を行
う。」と記されています。
国において、本当にやりたかったことを進めると

いうことをおっしゃっていた方があったことを記憶
しています。この目的のために、上の欄に列挙され
たことを行うとする改正が行われました。これらの
ほとんどが、令和６年４月１日に施行されたのです。
そして、その中心にあるのがサポートプランの作成
であり、支援体制の核を作る、そこにきちんとした
人材を置くことにしたのがこども家庭センターであ
り、サービスを整えて使えるようにしたのが、家庭
支援事業等の創設と拡充だと言えると思います。
条文の一部を見ておきます。（この稿では、図表

は省略します。法令検索サイトなどを活用して、現
行の条文を直接確認してください。）市町村の業務
について見ます。追加されたところは、法第10条第
１項第４号です。
市町村はこの法律の施行に関し、次に掲げる業務

を行わなければならない。「児童及び妊産婦の福祉
に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要

とすると認められる要支援児童等その他の者に対し
て、これらの者に対する支援の種類及び内容その他
の内閣府令で定める事項を記載した計画の作成その
他の包括的かつ計画的な支援を行うこと」とされま
した。ここで、ここにいう、内閣府令で定める事項
とは何かということですが、支援の種類や内容も大
事ですが、内閣府令で定める事項の内、私が最も着
目したいと思うのが、当事者の意向とされたことで
す。これは、令和５年11月14日に内閣府令第77号と
して示されたもので、サポートプランには、当事者
が抱える課題や提供される支援の種類の他に、そこ
に当事者の「意向」を書き込むとされたのです。（児
童福祉法施行規則第１条の39の２）
繰り返しになりますが、サポートプランの作成は

義務です。こども家庭センターは業務を行うために
組織されるものです。設置の努力義務があります。
こども家庭センターは、「次に掲げる業務を行うこ
とにより、児童および妊産婦の福祉に関する包括的
な支援を行うことを目的とする施設とする」とされ
ています。こども家庭センターだけではできないの

図表８　児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第66号）の概要

こども家庭庁資料
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で、さまざまな地域の子育て相談機関と密接に連携
を図るとする。それはどういうものかは法第10条の
３に示されています。従来からある保育所とか認定
こども園とか子育て支援拠点とか、これらに地域子
育て相談機関となっていただいて、力を合わせて連
携をしながら、当事者のニーズに基づいて、当事者
の意向を尊重した上でこのプランを立てて提供して
いくことにした。注意喚起をして終わりではない。
監視ではない。ちゃんとその人の話を聞く。同意に
基づいてプランを描き、そのプランを「手交する」、
手渡すということです。そのようにして支援を行っ

ていく。これはこれまでの進め方を換えて行くとい
うことで、まさに大転換だと思います。
この転換を実現することは、生やさしいことでは

ありませんが、法令に業務として「行わなければな
らない」と明示されているものですから、しなくて
も良いというものではありません。ここをしっかり
捉えておく。しかも、実際に当事者が利用できるサー
ビスがなければ、実質的に応援することができない
ので、新設された事業や拡充された事業を始めるこ
とが求められているのです。

ここで、サポートプランがどういうものかを理解
するために、わかりやすく説明されている資料があ
るので見ておきましょう。こども家庭庁が業務を開
始して以来、さまざまな審議会が開かれていますけ
れども、その一つで、虐待防止対策課の河村課長さ
んが、サポートプランについての考え方を説明して
いる発言が議事録に記され公開されているので確認
しておきましょう。４行目から読んで行きます。
「９ページ、サポートプランの作成に係るところ

ですけれども、まず、矢羽根の１点目ですが、サポー
トプランの作成に当たっては、家庭のリスクに着目
するだけでなく、対象者の声を丁寧に聴き取るプロ
セスの中で、ニーズにより深く入っていって、御家
庭との間でこどもの最善の利益という同じ目標に向
かっていく協働関係（パートナーシップ）を形成す
るという姿勢で臨むということですとか。そういっ
た意味で、サポートプランというのは、支援対象の
御家庭と一緒に信頼関係をつくって、共同作業とし

図表９　サポートプランについての考え方（スライド21）

出典　こども家庭庁HP
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図表10　家庭支援事業の利用勧奨・措置について

こども家庭庁作成資料及び法律の条文

て支援を展開していくためのツールであるという考
え方を記載しております。」と明確に述べておられ
ます。このことを意識するということが大事で、そ
れがなければ、母子保健と子ども家庭福祉が手をつ
なぐだけでは、立法事実に対応するために行われた
法改正に沿って、この時代に地域で暮らす子どもと

家族、子育て家庭への支援を適切には行うことはで
きないと思います。
なお、先ほど申し上げた、家庭支援事業とこれに

関わる利用勧奨と措置についても、資料を挙げてお
きましたのでご覧ください。（図表10参照）　

この後の資料、「こども家庭センターガイドライ
ンのポイント」（図表11）などについての説明は省
きます。皆さんのところには、４月はじめに、３月
末付の通知と資料が大量に届いたはずです。全体を
まとめる通知である２局長連名による「こ成第129
号」「こ支第148号」通知「児童福祉法等に一部を改
正する法律の施行について」も届いたはずです。こ
れらを作って発出する方も、これらを受け取って読
む方も極めて大変だったと思います。今日は、私と
いう人間の口から、私の考えとか捉え方を併せて述
べさせて頂いていますけれども、こども家庭庁の２
局長連名通知をはじめとするこれらの通知や資料に
は、直接あたって頂くように、お願いします。
サポートプランに関しては、プランを作成する時

に使用できる様式例が、幾つも提示されています。
これは労作で、研究事業の成果などを踏まえて作成

されたもので、子どもの年齢とか、そういったもの
も踏まえた作りになっています。しかし、それでも、
この４月の法施行を受けて、実際にサポートプラン
を作るとなると、かなり難しいのではないかと推察
します。
３月までの所属において、複数人で対応する事例

がありました。この事例では、関係が悪化して、接
触そのものが取りづらくなって来ていました。そこ
でそのような経過を率直にお伝えしたうえで、それ
でも関わりを絶たないことが必要であることをお伝
えするために、別のワーカーと私が出向くことにな
りました。何度か訪問してやっと徐々にお話ができ
るようになって、私たちが心配している内容につい
て質問をすることができるようになって、お母さん
やお父さんの思いや、起こっていることが実際のと
ころ、それらにお父さんやお母さんはどう対処して
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いるのか、お父さんやお母さんは、互いのことをど
う見ているのか。お二人は個々のお子さんのことや
相互の関係などをどう捉えているのかなどをお聞き
することができるようになりました。そのタイミン
グで、改正法の施行前ではあるが、間もなく、サポー
トプランという名前の支援計画書を作った上で、そ
れに沿って関わりを続けることが必要になると説明
して、試みの案を作成して来るので見て欲しいと伝
えました。
一方、職員が担当者として作ったものであっても、

支援は所属として行うものですから、試みの案で
あっても作る試案の様式とそこに書き込む内容の例
も作成して、グループを統括する上席と所属のみな
さんに予め見てもらうことをしました。
国が示す前に作ったものですが、その時点で国か

ら自治体に示されていた資料に、サポートプランに
書き込むべき内容には、必ず必要なことと、一定の
裁量を認める旨の記述の両方があったので、その範
囲で作成しました。様式はともかく記載例が一人歩
きをすると危険なので、課題は架空のものとして、
雰囲気がとても良かった支援グループのメンバーを
家族に見立ててつくった架空の事例と架空の課題を

作って所属内で見てもらいました。このような作業
をするといろいろなことが見えてきます。
私個人としては、後に示された国の参考様式を使

用する場合にも、サポートプランそのものは別紙と
して、お渡しするために付けるいわゆる「かがみ文」
との２つは分けた方が使いやすい、支援プランは、
作成時の案を含めて何度も見直す必要があるので、
何時のものかを分かるようにして、更新し続けなが
ら使用するようにするのが現実的かもしれないと思
いました。また、お父さんやお母さんの思いをこの
ように理解したという内容を記すことができるも
の、例えば、お父さんやお母さんが、子どもたちの
長所や課題をこのように捉えているといったことを
書き込めるようにする、それらを、確定したものと
して示すだけではなく、確かめながら複数回にわけ
て完成させて行く、そのようにしてはじめて、保護
者の意向や抱えている課題、必要な支援、実際に提
供できる支援内容等を書き込むことができるのでは
ないかと思います。
支援を行う場合には、市町村等がサービスを提供

することも当事者がサービスを受けて行くことも、
口で言うほど簡単なことではないと思います。実際

図表11　こども家庭センターガイドラインのポイント
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には色々なところで引っかかり、頓挫する。また実
際には、まだ、サービスが質量ともに足りない。た
とえ一定程度整ったとしても、当事者がそれを自分
たちの現実生活に合わせて利用することは、余程の
力がなければできないと思います。だとすれば、お
子さんの様子やご家庭の様子を、定期的な面接を通
じて、それぞれの頑張りを確認させて頂くことを中
心として、その関わりを通じて、気になること、起
こったこと、役所として確かめなければならないこ
と、そのときの連絡方法や学校に伺って直接子ども
たちから話を聞かなければならない時の手順や留意
点などについてもお聞きして、それらを分かるよう
にしておく。その中で、ご家族にとって応援になる
こと、過去に役に立ったことなどを、書き込んで行
くしかない。そのようにイメージします。
皆さんも既に工夫していると思いますが、そもそ

も、当事者の意向を、「支援を受け入れますか？受
け入れませんか？」というような平板なものとして
理解したのでは、この仕組みを導入することは失敗
に終わるだろうと思います。重要なのは、当事者が、
自分の家庭やそれを構成する一人一人・自分たちを
どう捉えているか、その上で、どうしたいのか、そ
れをお聞きして、確かにそうですね、当事者の考え
と気持ちとして分かりますとなること、事実として
も感情としても理解できますという一致があって、
それが書き起こされることが重要で、そうでなけれ
ば、当事者から、自分たちの見方や努力を踏まえず
に進めたと反発されて、「おまえらの押しつけだ」
となって終わり、うまくは行かないと予想します。

Ⅳ　実事例から考える
　
さて、ここから、３つ目の柱とした「実事例から

考える」に移ることにします。具体的には、2024年
２月に報道された２つの事例を取り上げます。この
２つの事例は、２つとも、かなり大きく、複数の新
聞などに児童虐待による死亡事例として、取り上げ
られました。
みなさんご存じのように、日本では、１年間に、

70人から80人の子どもが亡くなっています。この中

には、20人から30人もの親子心中の結果だと言われ
るものが含まれています。また、生後すぐに殺害さ
れたり遺棄されたりする事例も多いのが実情です。
しかし、にも関わらず、心中や新生児殺・遺棄の事
例が詳しく取り上げられることは、ごく希です。
人々の耳目を引くような事例だけが、事件として

取り上げられ繰り返し報道されます。しかも、その
ような事件報道は、悪質な親である、子どもがかわ
いそうだ、行政は何故救えなかったのかという流れ
で構成されて、大量に拡げられます。
このような情報拡散の影響下で、施策がすすめら

れ、実践が規定されてしまうことの危険は、既に述
べたとおりです。ただし、今日、あえて繰り返し報
道された事例を取り上げるのは、こういう事例でも、
異なった角度、見方を変えて、異なった光をあてて
みると、また違うことに気付かされる、そこからは
学ぶべきことはたくさんある。そういうことを、し
てみたいと考えたからです。
私は、すべての事例が、単一の物語で分析するこ

とは危険で、必ず複数の角度から読み解き、事実は、
異なる要素が混在する中で起こったものかも知れな
いと受け取ることにしています。ここで取り上げる
事件もそのような観点で見て行きます。
もちろん、事実を歪め、書き換えをしてはいけま

せんので、この２つの事例については、報道される
内容をコピーして保存し、必要に応じて複数の紙面
を見比べて、一致するところをまとめて時系列にま
とめるという作業を行いました。
これらの作業を通じて、私としては、この２つの

事例はいずれも、従来からの言われて来たような、
より厳しく見ろ、情報を共有せよ、毅然として踏み
込んだ対応をせよという観点だけではなく、この令
和４年の法改正の内容、むしろ丁寧に対応すること
こそが必要、当事者の目線や当事者の立場でものを
見る、リスクを発見するためにも、当事者が抱える
ニーズ全体を見る、そういったことがこの２つの事
例においても必要だと感じています。これはあくま
でも私なりの結論、結論というよりも仮説というの
が適当なものだとは思いますが。それを皆さんにお
伝えしたいと思います。
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進め方は、報道された内容と報道された内容から
推定される内容（２つは区別します）をまとめた資
料を皆さんに提示します。皆さんは、それを見て、
ご自身で考えてもらう。その上で、私の見方をお伝
えする。こういった順序で進めさせていただきます。
その際に、是非とも、次の３つの観点を念頭に置

いて考えていただくことをお願いします。３つの観
点を申し上げます。
１つ目は、子どもの発達という観点です。２つ目

は、困難を抱えた子育て中の家族として見てどうか
という観点です。３つ目の観点は、この人たち、こ
の子どもと保護者への支援のあり方としてはどう
か、ということです。
資料に基づいて事例を説明しますので、その後数

分間になってしまいますが、お示しした３つの観点
を踏まえてお考えください。

１　東京都台東区４歳女児死亡事件
事例について説明します。４歳の女の子が亡くな

りました。女児は、事件が報道される約１年前に亡
くなったので、女児以外の家族メンバーの年齢を報

道された年齢から全員１歳ずつ差し引いて図を作り
ました。亡くなった女児は一番下の子で、当時４歳
でした。そこで、上の子どもたちの年齢は、女児が
亡くなった当時９歳と７歳であったと推定しまし
た。お母さんとお父さんは当時36歳と42歳だったと
推定しました。この事件では、父母が、不凍液と思
われるものと向精神薬を女児に飲ませたために死亡
したのではないかということでした。この父母が、
父方の祖父と父方の伯母も、同様の方法で殺害した
のではないかと報道されました。これらが事実で
あったとすれば、非常に悪質で、あってはならない
事件です。これが事実であれば、証拠や自白がある
ことを前提として、厳しく精査し、法に則って厳正
に処罰することが必要です。
しかし、子ども家庭福祉の対応においてはどうで

しょうか。ともすれば、子どもを守るためには、よ
り厳しく対応する必要があり、証拠や自白がなくて
も、子どもを守るためには保護を優先させなければ
ならないという意見がありますが、私は、そのよう
なこともあるにせよ、先ずは、先にお示しした３つ
の視点、子どもの発達、困難を抱えた子育て中の家

図表12　 東京都台東区４歳女児死亡事件の概要等

筆者作成
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族、子どもと保護者への支援のあり方という視点で、
事実に照らして、検討し、分析することを欠いては
ならないと考えます。
子ども家庭福祉は、警察や検察、裁判所ではない

のですから、悪質な行為を見逃してはならないこと
は当然ですが、子どもと家族の福祉を専門とする立
場、社会福祉の専門性に基づく分析をすることを忘
れてはならないものと考えます。　

（各自検討）　
僅かな時間しかとれませんでしたが、そこまでと

します。本当は発表もしてもらいたいのですが、今
日は私から説明させていただきます。
この事件は東京都台東区で発生した事件ですが、

家族は、数年前まで千葉県流山市に住んでいました。
流山市は子育て支援がとても充実し、人口が増えて
おり、注目されています。関西で言えば明石市と同
じように、さまざまな工夫を行い、子育てがしやす
いという理由から子育て家庭が増えていると言われ
ているところです。その流山市に住んでいたとき、
心理的虐待として、またネグレクトとして通告され
たことがあったと新聞は報じています。転居時には
児童相談所間でも市と区の間でも引き継ぎもあった
とされています。転居後の詳細はわかりませんが、
台東区子ども家庭支援センターに「養育困難」とし
て相談があったとされています。その２年後に父方
の伯母（父の姉）が亡くなったと報じられていました。
母が、亡くなった女児を妊娠して、間もなく生れる
という１月に、台東区は母を特定妊婦として登録し
たそうです。何回も通告歴がある、何らかの心配が
あるということが推定されますが、特定妊婦として
特定された理由や中身の報道は見つけられませんで
した。当時、お父さんは37歳、お母さんは31歳、上
の子は５歳、第２子は３歳。生年月日はわかりませ
んので、推定になりますが、そのような構成の家族
に亡くなった女児が生れた。児相は、女児が生まれ
て間もなく、児童福祉司指導の措置を採ったという
ことです。
いろいろ気にかかる特定妊婦だった、子どもが生

れた。児相が継続して関わらなければならないとい
うことは、自然ですが、何故、何を目的として、こ

のとき児童福祉司指導の措置が採られたのかは、報
道内容からは見えませんでした。産後ですから、産
婦が不安定のなることはしばしばみられることです
が、医療機関への受診や治療などが行われたかどう
かは報道されていないと思います。そのような中で、
３月22日に女児が生後２カ月の時に、お母さんが自
宅のベランダで洋服を燃やすということが起こりま
した。これは大変なことです。特定妊婦としてフォ
ローしていた、赤ちゃんが生れた、未だ生後２カ月
である、５歳と３歳の子どもがいる。そういう中で、
お母さんがベランダで洋服を燃やすという事件が起
きました。これを受けて、警察が児相に通告、児相
が女児と上の子２人を一時保護しています。xi

３人の子どもが、同時に一時保護されました。こ
れは、子どもたちにとっても、父母にとっても、も
のすごい体験だったと思います。後に死亡する子ど
もは生後２カ月です。３人を、一緒に一時保護所で
一時保護するとは考えられません。亡くなった女児
だけは乳児院での一時保護だったものと思われま
す。里親ということもあり得ますが、この状況であ
れば通常は乳児院の可能性が高い。兄と姉も里親と
いう可能性もありますが、一時保護所の可能性が高
いだろうと思います。この時に、児相は、子どもた
ちや父母に対して、どのような内容の説明をして、
子どもや父母はどのような受け止め方をして一時保
護が行われたのでしょうか。私には経過はわかりま
せんが、おそらく一時保護はやむを得なかったとう
立場に立ちます。少なくとも、詳細がわからないの
ですから不要だったと断じることはできません。少
なくとも、伝えられている状況下で、親子５人の生
活を継続させることは、相当に心配で難しい状況
だったと推定するしかありません。
このようにして開始された一時保護は、先ずは兄

と姉、それから数ヶ月後に女児の順に解除されるこ
とになります。兄と姉の一時保護が解除になるのは
７月で、一時保護の期間は４カ月でした。女児の一
時保護は、引き取りが９月末、一時保護の期間が６
カ月だったとされています。
女児は、生後２カ月の時点で一時保護となり、生

後８カ月まで一時保護が継続されたと推測されま
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す。先刻、皆さんに、３つの視点を念頭に、起こっ
たことやなされたことを見てくださいと申し上げま
したが、生後２カ月で一時保護されて、一人だけ家
族から離れて乳児院に一時保護されて、８カ月で家
庭引き取りになるということがどういうことか、子
どもの発達の観点からは、どういうことが推測でき
るでしょうか。
生後２カ月ということは、通常であれば、まだ首

が座らない時期です。首が座らない時期に親子分離
がなされて、半年間保護された。生後８カ月という
のはどういう時期でしょうか。生後８カ月は、多く
の場合、最も人見知りが激しく出る時期ではないで
しょうか。しかも、体重は保護の開始時と引き取り
時では大きく変わり、身長も伸び、動きは全く違っ
ているはずです。首が据わらず、寝返りもしない状
態から、お座りをすることは当然、ハイハイをして
活発に移動する状態へと変化していたことでしょ
う。一時保護開始時と、引き取り時期の子どもの状
態とでは全然違います。更には、ずっと離れていた
親のことを忘れていてもおかしくありません。人見
知りが激しく出る時期です。きょうだいたちとも暮
らしは別でした。
家庭引き取りは、子どもにも、保護者にも、家族

全体にとって、大変であったことが想像に難くあり
ません。懐かない、言うことを聞かない、預けてい
る間にこの子は変わってしまった。そのような受け
止め方があってもおかしくないどころか、他の数多
の事例で、しばしば見られることです。
向精神薬を飲ませていたということですが、その

薬がどういうものであったか分かりません。医師の処
方が無いのに向精神薬を飲ませることであった場合
には、それがとても危険なことだと思います。薬を殺
害目的で与えたという他にも、なかなか懐かず、行動
が落ち着かなかったため、落ち着かせる意図で与え
たということ自体はありえることだなとは思います。
このようなことを述べると、保護者の行為を正当

化するのかという批判を受けることが予想されま
す。しかし、そうではなく、悪質で悪意を持って行っ
たという視点だけでは見えてこないということ、家
庭引き取りの判断が甘かった、家庭引き取りの時期

が早かった、見守りの感度が鈍かったということに
繋がるストーリーだけでは見えて来ないものがある
ということです。この事例に限らず、一時保護を行
う際に、或いは一時保護の期間について、家庭引き
取りをする判断において、家庭引き取り後に行うべ
き包括的な支援において忘れてはならないことを、
悪質なとんでもない人だということが強調される見
方とは別の視点でも見ること、そもそも非常に不安
定なお母さんが、何らかの行動に出たときに、生後
２カ月で親子分離しなければならず、その分離が
数ヶ月に及ぶ場合に考えなければならないこと、再
統合の後に必要な支援を届けるということとはどの
ようなことなのか、当事者がそのとき、どのような
困難を抱えやすいか、そういうことを考えることは
忘れてはならないということ言いたいのです。
この事例では、女児の家庭引き取りを認める条件

とし入所させた保育所を、早い時期に退所し、別の
保育所に移り、その後も転園を繰り返していたと伝
えられています。これについても、保護者を悪質な
人間として見るだけならば、見逃さないように、尻
尾をつかむようにして追いかけろという発想しか出
来なくなってしまいます。これに対して、記して来
たような経過をたどった人として捉えた時には、保
育所との関係が上手く構築できず、子どもとの生活
も辛かったが、保育所へ預けることだけは続けざる
を得なかった可能性があること等が見えてきて、は
じめて、どういう支援が必要かという思い巡らしが
はじまります。そのようなことも考えなければ、結
果として、支援から漏れてしまう子ども、保護者、
家族が増えてしまい、どのように声をかけ、どのよ
うに関わりを持ったら良いのかが分からなくなって
しまう、結果として関与をためらう支援者が増えて
しまうのではないかと考えます。そのため、このよ
うな問いかけを行っているのだと受け取っていただ
きたいと願います。

２　青森県八戸市５歳女児死亡事件
もう一つの事例を見ていきましょう。八戸市で同

じ頃に、５歳の子どもが亡くなったことが報道され
ました。八戸市は青森県で２番目に人口が多く、新
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幹線も停車する都市です。この子は、ずっとここに
住んでいたわけではありませんでした。児童相談所
には、２回の通告があったのですが、初回の通告は
引っ越して間もなくだったようです。児相に通告が
あって、児相が関わろうとしたのですが、会えたの
は同居男性の方のお母さんだけでした。なかなか会
えない状況が続きました。その後、親族から警察に
110番通報があったのをうけて、やっと面接ができ
たようです。児相も気を付けて対応したようで、お
母さん、同居男性、亡くなった５歳の子どもとも個
別に面接をしたように思われます。これらを受けて、
要保護児童対策地域協議会で関係機関と情報共有を
することを経て、児相の会議で児相の対応の終結が
決定されました。この事例の発生時にも、従来どお
りの指摘がありましたが、ここでは、先ほどと同じ
３つの観点から見た場合には、この事例がどう見え
るかを考えて見たいと思います。今回も短い時間で
すが、先ずは、皆さんで考えてみてください。

（各自検討）　
今日の中心テーマは、統括支援員に期待するもの

です。統括支援員は管理者ではあると同時にスー
パーバイザーという位置づけで、子ども家庭福祉と
母子保健の両方の知見を有する者を基本とするとの
ことです。とても高いものが求められており、正直
なところ、私は実際には相当無理があると思います。
これを満たす方は、そうはいないでしょう。ベテラ
ン保健師が子ども家庭福祉を担当する部署の係長や
課長職に任じられている例はあるにせよ、実際には、
母子保健が専門か、子ども家庭福祉が専門かであり、
その上で、他方のこともある程度分かるということ
であって、現実的には、どちらか一方の知見をきち
んと身につけていることが大事だと思います。その
上で、異なる専門性を持つ人の知見を尊重出来る方
であることが大切だと思います。
両方ともスーパーなんてことはあり得ない。自分

の見方をきちんと持っているけれども自分が得意と
する見方だけではなくて、異なる専門性、異なる知
見も尊重できるかということこそが大事なのではな
いでしょうか。
先に挙げた事例を見ても、とんでもないひどい人

という見方も必要かもしれませんが、それとは異な
る視点も持つということが大切です。特に、市町村
にこども家庭センターを置き、市町村でこの仕事に
携わる場合に、市町村がまずすべきことは、住民基
本台帳をきちんと確認することだと思います。そし
て、そこに記されている内容に照らして、表面に現
れた出来事の背景には、どういったものが隠されて
いる可能性があるか。とんでもない人というストー
リーの他に、一生懸命に生きて来たとしても厳しい
ことが次々に起こって対処しなければならなかった
人かもしれない、いずれにしても、考えられるニー
ズにはどうゆうものがあるかという目で見て行く、
当事者がそれを語るとは限らないし、感じとれてい
るかどうかもわからないという目できちんと見る、
この子どもにとってどうしたらいいのか、善悪で捉
えることより優先すべきことがある、この子やこの
ご家族にとって何が大事なのかという問いかけがで
きるかどうかが大切だと思います。
当事者の利益をいつも頭に置く。当事者の利益を

最大限にしようという観点、姿勢を持っている。そ
ういう観点できちんと、客観的に、具体的に、事実
を押さえて、考えを深めることができる。まとめ役
の統括支援員が、自ら考えようとしないようであれ
ば、担当者や組織が、そのような観点でものを見る
ことは無くなるでしょう。
統括支援員の下で働く担当者に、そういう観点を

持ってもらう、そういう組織を作って行くためには、
統括支援員がそう考える、「そこはどう？」と聞ける、
そういう考え方を引き出せるかどうかです。それこ
そがキーになるのではないでしょうか。
それは、担当者を責めるということではありませ

ん。担当者は一生懸命にやっていても、いえ、一生
懸命にやっているからこそ見落とすことがありま
す。別なことに囚われて、当事者の利益、幸せ、福
祉をおろそかにしてしまうことは希なことではあり
ません。
今日の講義でずっと言って来ているように、この

国の実践者たちは、かなり長い間、かなり偏った見
方を強いられ続けてきました。そうしないと個人も組
織も叩かれるということが続いて来ました。取り上げ
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た青森県の事例でも、事件の発生が公になった直後
に記者会見が開かれましたが、報道関係者からの質
問の多くは、対応に漏れが無かったか、やるべきこ
とやったのかで、それも、今日私が申し上げて来た、
社会福祉やソーシャルワークの基本からの観点から
ではなく、国通知に沿ってやっていたか、識者が言っ
て来た情報共有や役割分担や関係機関との連携とい
うことを表面的に取り上げて、検証がされていない
段階であるにも関わらず、責任を追及するかのよう
なものであったように、私には感じられました。

注�：この事例では、令和６年12月に、実母に刑事裁

判の判決が言い渡された。また、その３ヶ月後の

令和７年３月に青森県が設置した検証委員会の報

告書が公表された。筆者は、この講義とは別に、

令和６年度に複数回の研修会で、この事例につい

て検討した。その一つについても、研修報告を記

す機会が与えられた。これは、主催者が発行する

機関誌（同所のHPで全文が閲覧可）に掲載されて

いる。これを踏まえ、本報告では内容の一部を省

略した。「国際文化研修　第127号」2025年７月

pp16-21 （ https ://www. j iam. jp/ journa l/

backnumber.html ）を参照願いたい。

Ⅴ　統括支援員に期待すること
　
統括支援員に期待することを申し上げて終わらせ

ていただきます。既に、前節で申し上げたのですが、
強調として、今一度申し上げます。
子ども家庭福祉と母子保健の両方の専門性を兼ね

備えていることは難しい。できれば、どちらかの知
見と経験を持っていて、その上で、異なる専門性を
尊重できることが望ましいと思います。
もう一つは、俯瞰した観点を持ち、本質的なもの

を捉える力があること。基本情報を押さえた上で、
それをどう捉えたらいいのか、どのようなニーズが
あるのかを考えられること。子どもはどのように暮
らしているか、お父さんやお母さんはどんな人か。
これらのことに立ち返ってケースを捉えられる。そ
ういったことを見失わない。一番大切なことから目
を離さない、当事者の利益に立ってどうすべきなの

かを常に問い続けられる。その姿勢を貫くことがで
きる、これらを大事にできる。そうすることによっ
て、こども家庭センターがそういった組織になって
いく。当事者を大切にしていくことが、こども家庭
センターの全体で共有される、そのためのキーパー
ソン、それが統括支援員だと思います。
これを実務的に推進する上で、特に大切なのが合

同会議をはじめとするケース会議の場ではないかと
思います。担当者の説明をまずは聞いて、その後に
的確に質問する。特に担当者自身がどうしたいのか
が聞かれることがとても大事だと思います。
会議の時に管理者が自分の考えを適切に述べるこ

とは、実際にはかなり難しい。時折、トップがはじ
めに対応内容についての自分の考えを言ってしまう
例に出会います。何が起こっているか、当事者がど
ういう方なのか、そのような議論が無い段階で、す
なわち、扱うべき問題の内容も、当事者像も明らか
でない段階で、どうするかを管理者が口にしてしま
う。そのような会議が少なくないのではないでしょ
うか。管理者が自分の考えを先に言ってしまえば担
当者の意見は出て来ません。このようなことが続い
ていれば、その機関の物の見方は平板なものになり
ます。
組織の上に立つ人が、それに準ずる立場にいる人

たちが何を話題にするか、何を質問するか、問題の
内容を確かめようとするか、当事者像をつかもうと
するか。これらのことについて担当者の意見を聞こ
うとするか。異なる専門性を持つ人、言いたいこと
はあるのだけれどあまり発言しない人、気にかかる
ことはあるのだけれど言い出しにくそうな人に意見
を振るかどうか。そのような会議の場所で行われる
細々とした振る舞いが、会議を育て、組織を成長さ
せるのではないでしょうか。発言したときにそれが
否定されない。足りないにしても、それが活かされる。
管理者が、担当者の意見を聞いた上で、自分の意

見をちょうどいいタイミングで簡潔に述べてくれ
る。会議の決定が、担当者の意見も含めて、事実に
基づいて行われる。その上で、対応が組織の決定と
なる、そして誠実に実行される。
方針が決定したとしても、実行が上手く運ぶとは

■ 研修講演より ■

22



かぎりません。実行することには、別な難しさがあ
ります。組織に、これへの応援がある。
いつも優しいというわけにはいきません。厳しい

ことを言わなければならないこともあります。好ま
しくないことが隠されることや印象操作、ミスもあ
る。一方で理想ばかりを言っているのでは疲弊して
しまいます。メンバーへの信頼と思いやり、当事者
にもたらす影響が大きい故の厳しさ、これらのバラ
ンスをとることはとても難しいことだと思います。
私自身は、これが上手にできる者ではありませんで
した。私は、オンの時は厳しいやりとりや議論があ
るのが当然で、それを言わない組織は、生ぬるい、
長い目で見ると成長しないし、危険だという考えが
根底にあります。どちらかというと厳しい方で、周
囲を疲弊させてしまうタイプです。ですから、私は、
トップに立つのではなく、セカンドポジションか、
こうゆう人間であるということを前提として、適当
な位置、適当な立場を与えて頂けることがありがた
い。少なくとも、サポートしてくれる適当な存在な
しにトップを務めることはできません。
組織や管理者が、ここでは統括支援員が、担当者

に対してどのように接するかということが、職員が
当事者にどのように関わるかに影響を与えます。
スーパービジョンは、当事者に提供する支援の質を
保障するための仕組みです。担当者は、所属する組
織を代表して当事者と関わっている。担当者が行う
関わりの質を向上させるためには、ケースを担当す
る職員と統括支援員との間にどのような関わりがあ
るかが決定的に影響します。一人の人間が、全方位
的に、すべてを上手くできるはずはないので、自分
の持ち味や身につけている力を大事にし、その上で、
異なる専門性も大事にし、担当者を大切にして行き
たいと思います。
ここまで、お話してきたことをまとめたものが、

図表13です。この下から３行目に「契約」と書いた
ことと、その下に※を付けて記したことを説明しま
す。ここでいう契約とは、どういうことかというと、
これはスーパーバイザーである方に頑張ってもらう
にしても、担当者がそっぽを向いていたのでは成り
立たないということを言うためのものです。

担当者にとって、スーパーバイザーの存在が足り
ないと感じられること、そういうことはしばしばあ
ることです。担当者の方が年長である、或いは実戦
経験が豊富だと言うことも良くあります。
しかし、それでも、ここで行われるスーパービジョ

ンは、実践の質を担保するための仕組みであり、整
えなければならない体制として置かれているもので
すから、スーパーバイジーには、スーパーバイザー
のことをスーパーバイザーとして、仕組みの構造と
自分の立場を踏まえて、受ける義務と権利の両面か
ら、受けいれて貰う必要があるということです。
この前提は、スーパーバイザーがそこに胡座（あ

ぐら）をかくためのものではありませんが、組織全
体で共有しておくべきものだと思います。どんなに
優秀で経験豊富な方だとしても、何人もの職員対し
て、良質なスーパービジョンを常に提供できるはず
はありません。たとえ力量が相当に高いとしても、
得意不得意、バイジーとの相性などもあるのが普通
です。私もかつて、スーパービジョンを、個人と個
人の対話のようなものだとだけ理解していたため、
上手く行かないことや自分の限界ばかりに目が行っ
て自信が持てないでいました。しかし、あえて言え
ば、誰かが補ってくれることによって足りないとこ
ろが良い方向に作用することだってある、そのよう
にして良いチームになることだってあるのが現場で
す、ある時からそのように考えられるようになりま
した。少なくとも、自分を責めて悪循環に陥ること
がないようにして、自分にできるところでやって行

図表13　統括支援員に期待するもの（スライド39）

筆者作成
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くことが大事だと思います。
もう一つ、経験に基づき、申し上げたいことがあ

ります。基礎自治体における職員の評価は、県職員
でいたときの記憶に残る職員評価とは、違うものだ
と、２年間の市役所勤務で気付かされました。大都
市においては、また違うでしょうし、人口１万人未
満の自治体でも少し事情が異なってくるとは思いま
すが、２年間だけであっても働かせてもらった印象
では、職員それぞれが互いに互いのことを良く知っ
ていることがほとんどであることに間違いはありま
せん。職員が、或いは上司が、過去にどの部署にい
たのか、どんな仕事をしていたのか、どのくらい仕
事ができるのか、どのような評価があるのか、それ
らのことを良く知っている。これは、都道府県の場
合とかなり違うと思いました。評判と実際が一致し
ないことがあるにしても、評判と実際に体験するも
のが一致している場合、そしてそれが良いことの場
合、これは揺るぎないものになります。エース級の
人材だとみられていて、実際に接しても評判どおり
で、人柄も良い、そのような統括支援員であれば、
庁内連携の多くのことがとても円滑に進んで行く、
そのような統括支援員のチームにいる職員は、日々
仕事のしやすさを体験することでしょう。
いくら高い専門性が求められるとしても、外部人

材、例えば都道府県児相でやって来た人を、こども
家庭センターに迎え入れて、偏りが強い近年までの
児童虐待対応をそのまま、こども家庭センターで行
うようなことでは、上手く行くはずはないと私には思
われます。児相経験者の厚い経験の良い部分を提供
してもらうことには意味があります。しかし、それ
だけではなく、市町村で様々なかたちで、市民のた
めに働いて来た、市民の暮らしを守って来た、その
経験を生かせる方、できるならば、その自治体のエー
ス級の人材を迎え入れて、必要な専門的な知見や技
術は、それに続く将来を担うポジションにいる方に
補ってもらうという形の方が現実的で、効果的なの
ではないかと私には思えます。これは、２年間身を
置かせて頂いたときの、チームがそのようなあり方
であったことに影響を受けた個人的な意見です。
いずれにしても、今までの児童虐待のあり方を、

そのままにして、地域で暮らす子どもや子育て家庭
に、彼らが必要とする包括的な支援を届けることは
現実的ではないと考えます。この領域のこの仕事で、
仕事ができるということは、人間味と誠実さがない
ことには、実現しないものだと考えます。ポストに
着いたからできるというものではないし、さらにポ
ストを笠に着て威張っていれば、人は離れて行きま
す。どちらにしても、背伸びをするよりも、自分ら
しくあった上で、誠実に務めるしかない。しかし、
志を持つ職員は、それを見ていて、時には愚痴や不
満を述べたとしても、応援し、ついて来てくれるも
のだと思います。
この新しい体制やこれまでとは異なる方向性をか

たちにした児童福祉法等の改正は、述べましたとお
り、コロナ禍を経て芽生えた希望の光です。その核
にある組織がこども家庭センターであり、サポート
プランを当事者とともに明らかにして課題に取り組
むというやり方だと思います。
改革とは、本来のところに帰る、本来のものを取

り戻すということだそうです。この改革は決して容
易のものではないと思われますが、どうしても実現
しなければならないものです。
ぜひとも皆さんがそれぞれに自分らしく取り組ん

でいただいて、こども家庭センターが地域の子ども
と家族にとって身近な頼りになる支援機関となれる
ように力を尽くしていただきたいと思います。これ
で終わらせていただきます。
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図表14　児童虐待のこれまでの対応とこれからの対応

筆者作成

＜文末注＞
i　 �1990年代初頭には、バブル経済が崩壊し、「日本の失われた‥年」と言われる時代が始まった。社会福祉においては、日本

社会の高齢化に対応し、主な担い手を都道府県から市町村に移して、新たな社会保険制度である介護保険制度を準備し、サー
ビスの提供方式、社会資源の開発、人材の育成を同時に進めた。この時期には、ソーシャルワークの医学モデルから生活モ
デルへの転換も目指された。しかし、子ども家庭福祉、とりわけ、児童虐待対応においては、この流れから外れ、新自由主
義の浸透と歩調を合わせて、復古主義的な家族観や子育て観をも取り込んで、子どもの養育における保護者責任を強調し、
医療モデルや夜警国家モデルによる「指導」と「治療」を重視する方向に進んで行ってしまったと言えるのではないか。

ii　 �2000年は、児童虐待防止法が成立した年であると同時に、介護保険制度がスタートした年でもある。私は、当時、重度の身体
障害を持つ方のリハビリテーションセンターに勤務すると同時に、県社会福祉士会の推薦を受けて短期間ではあったものの地
域の介護認定審査会の委員を務めた。2001年の４月の人事異動で児童相談所に戻り、地域の関係機関との調整や児童虐待の
危機介入を専門に担うポジションに着いた。この時の他の社会福祉領域での勤務年数はわずか３年間ではあったものの、その
前と後での様々な変化を肌で感じた。そこには正の感覚もあれば負と感じるものもあった。児童虐待の定義が明確にされたこ
とは正と感じられたが、あらたに成立・施行された児童虐待防止法の多くの内容が、通読した場合でも、個々の条文を読ん
だ場合でも、これが社会福祉領域の政策や実践について定めた法なのかと感じられるものであったことは負と思われた。

iii　�2000年代初頭がどのような時代だったかを意識しておかなければならない。2000年前後の数年間で、いわゆる専業主婦家庭
と共働き家庭の数の逆転が起こった。以降は共働き家庭が上回ることが続き、両者の差がずっと広がり続けている。また、
この時期に、正規労働者の減少と非正規労働者の増加が著しくなり、「格差社会」が本格化し、「ワーキングプア」の存在が
広く認知されるようになった。このような社会全体の変化の中で、或いはこれに対応するために、さらには相互に関係しあっ
て、自治体を取り巻く状況が大きく変化した。今では、耳にすることがほとんど無くなっているが、当時は道州制の導入な
ど都道府県の見直しも話題になっていた。他方、市町村については、単に話題に上るということを遙かに超えた大きな変化
が起こった。地方分権を進めるためには、その受け皿となる市町村の体力の向上が不可欠であるとされ、市町村合併を促進
するために「市町村の合併の特例に関する法律」が平成11（1999）年に改正され、国による手厚い財政措置が講じられた。
この優遇措置の期限である2006（平成18）年３月には、法改正前の時点で全国3,232であった市町村が1,821にまで減少し、
改正法を引き継いで制定された「市町村の合併等の特例に関する法律」2004（平成16）年による特例措置の期限とされた
2010（平成22）年には、1,727となった。この時期に高齢者の地域生活を支えるため総合相談窓口として中学校区に１カ所
を目安として整備が進められていったのが地域包括支援センターであった。このセンターは、主任ケアマネージャー１（介
護）・保健師１（保健医療）・社会福祉士１（社会福祉士）を常勤で置くこととされた。これに対して、平成28年の児童福祉法
等の改正で創設された子ども家庭総合支援拠点では、設置される場合でも市町村に１カ所とすることがほとんどで、設置そ
のものが見送られることが少なくなかった。その理由は、「２名の職員を常時配置することは難しい」等であった。このため、
１名は非常勤でも可とされた。

注�：この図は、この講義を行うことを通じて、また、これに加えて同じ年度に機会を与えられた
複数回の実践者等との対話を通じて明確になったものを、2024年８月にまとめたものである。
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iv　�このように記すことによって実務上の強制性がどのように増すものかは法律家の知見に委ねたい。参考：藤田香織・横田光
平「児虐法第11条　〈趣旨〉〈主な改正経過〉【解説】」『実務児童福祉法・児童虐待防止法』pp684-688。2020年12月。

  　�なお、この時の法改正の概要や運用上の留意事項等は、当時発出された都道府県知事他宛厚生労働省雇用均等・児童家庭局
長通知「『児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律』の施行について」に記されているので参
照されたい。https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv25/

v　�令和５年度に全国の児相で行われた措置としての市町村送致は17,953件である。これは児童虐待相談のみではなく児相のす
べて相談種別の総件数585,934件の内数である。仮にすべてが、児童虐待相談であった場合でも、令和５年度の市町村におけ
る児童虐待相談の対応件数が165,108件であり、その内の46,641件が、児相を経路として受付けされて対応された件数である
ことからすれば、最大でも38.5％であって６割を超える別の形での受付けがあることは明らかである。なお、児相による市
町村送致の件数は、自治体間のばらつきが大きく、全国の児童相談所で1,000件を超えるのは、東京都児相5,999件、大阪府
児相1,860件、愛知県名古屋市児相1,046件だけである。（追記：2025年10月に政令市設置のA児童相談所を訪問した。この時
に疑問点について伺った。公開されている令和７年度業務概要‥令和６年度実績によれば、①市町村送致（政令市であるた
め区に対して行う）は、すべて児童虐待相談である。②年間約500件で児童虐待相談の対応全体の２割弱にあたる。③これ
は前年比200件以上の増である。④すべて心理的虐待である。⑤住民票に記載されている事項等の確認は、児相で直接行う
ことが可能。とのことだった。）

vi　�児童相談所や警察署からの児童虐待事例に関する照会は、市町村にとって、決して「軽いもの」ではない。しかし一方で、
照会や問い合わせが入る時点では、その深刻度も、全体状況も詳細には分からないことがほとんどである。照会は、両機関
の組織目的と照会の目的に沿って必要な事項を聞き取り、今後の対応を判断するためのものであるから、個々の照会毎に何
故必要か、照会事項が不可欠のものなのかについての詳しい事情説明を求めることが難しいのは当然である。言い換えれば、
「通告があった」或いは「通報があった」、「児童虐待（ないしその疑い）がある」「署員が臨場した。今後児童相談所に通告
予定である」「通告があったので速やかに緊急受理会議にかける」という内容が伝えられて、これに引き続き、確かめたい
こと、例えば、住所、家族構成と続柄、生年月日、転入日、子どもたちの所属（学校、幼稚園、保育所等）、そこから見え
る子どもや保護者の状況、関係各課所での取り扱いの有無とその内容、当該自治体の子ども家庭福祉担当における取り扱い
の有無、最も新しい「現認」の日時と内容等についての問い合わせ等があれば、これに応じざるを得ない。照会を受ける側
の市町村が、これに応じないことや何かしらの疑問を差し述べることは事実上不可能である。当然のことではあるが、これ
らの照会に応じるためには、最新の状況を再度調べる必要があることがほとんどであり、これらのために行ったすべての行
動を記録に残し、速やかに回答し、そのこともまた記録に残す。１件の照会に対応することでも、例外なくそれ相応の仕事
量となる。人員を必要とし多くの時間を要することは当然である。

vii　�令和４年の児童福祉法改正によって創設された裁判所による一時保護開始時の審査・一時保護状の発行（令和７年６月１日
施行）が、どのように機能するか、影響を与えるか、当事者の利益のために活用しうるかなどのすべてが注目される。

viii　�一例として、医師による判断に任せることに傾いて、社会福祉の機関としての、自ら判断することを放棄してしまう例があ
る。明らかに、児童相談所が自ら一時保護の要否を判断しなければならない状況であるのにもかかわらず、それを行うこと
なく、保護者に対して、「一時保護所での保護は難しい」と伝えた上で、保護者に医療機関への受診を勧め、医学的な治療
の必要性が乏しいにもかかわらず、親子分離のための入院を医師に相談することを勧めるといった例である。

ix　�日本で初めての感染者が発見されたのは令和２（2020）年１月であった。その年の２月末には３月から小・中・高校で一斉
休校をすることが決定された。同年４月にはマスクが不足する状況から布製マスクの全戸配布が決定された。同年夏に予定
されていた東京オリンピックは翌年に延期された。

x　�しかし、３年が経った今、世界でも国内でも、これらのことが見失われ、あからさまな分断をあおることや外国人差別を行
うことなどが拡がっている。私たちは、事実から目を背けやすく、抱く危機感を刺激されることによって取り込まれやすい。
その時には、心地良いコトバになびいてしまう。新型コロナが流行する最中でさえ、この稿に記した動きとは正反対の動き
があった。子どもが放置されて命を失う例が後を絶たないという理由で、子どもを一人で通学させること、同留守番をさせ
ること、同公園で遊ばせることのすべてを「児童虐待」として禁止すると解される条例の改正案が県議会の委員会で可決さ
れるといったことがあった。これは、今日の講義を行うわずか半年前、令和５（2023）年10月のことで可決されれば施行は
令和６年４月１日が予定されていた。（埼玉県議会HP 2025年９月20日閲覧参照）。幸い、報道とこれを受けて拡がった市民
運動等によって、本会議で可決されるには至らなかった。この改正案では、このような状態にある子どもを発見した県民は、
児相に通告することが義務づけられていた。この条例案が成立していれば、市民生活が破壊されると同時に、児童虐待に対
応する児相や市町村の現場も崩壊していたことだろう。令和４年の法改正の意義を意識しないこと、無視すること、忘れ去っ
てしまうこと、後戻りすること。これらのことは、容易に起こりうることである。

xi　�筆者は、てっきり、外部通報によって、警察沙汰になって、身柄付き通告がされて、それを受けて児相が一時保護をしたと
いう勝手な思い込みをしてしまった。しかし、事実がどうであったのかの詳細はわからない。第三者から通報されて警察沙
汰になったものとは限らず、父や母から119番通報があったという可能性やいずれかの経路で警察が把握することになった
上で、警察から児相への通告も身柄付き通告ではなく、書面や「口頭通告」で行われた可能性もありえる。父や母が、児相
に子どもたちの保護を求めたということも無いわけではない。児相が主導して一時保護になったとしても、父母が一時保護
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に同意したのか、不同意だったのか。また、火をつけて子どもが一時保護されるということと平行して、母親がこのことを
契機として、医療を受けたのかどうか、以前から医療に繋がっていたのか、それとも繋がっていなかったのか。受診する、
入院となる、受診して治療に繋がる・繋がらない、治療は続けたが変化が無かったのか、変化が有ったのかについては、報
道からではわからなかった。※2025年１月に公表された都の死亡事例検証報告書には、母親が衣服を燃やしたという記述は
なく、一時保護の契機となったと思われる警察からの通告は「面前DV」とのみ記されている。

＜参考文等＞　　‥原則として、本文及び文末中に記したものは除く

１　�児童相談所運営指針　最終改正（令和７年７月22日現在）令和７年３月31日
　　�https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fdf4848a-9194-4b7c-b228-1b7ed4847d58/

d9ec041e/20250402_policies_jidougyakutai_hourei-tsuuchi_192.pdf
２　�市町村こども家庭センター運営のガイドライン　令和６年３月30日　こども家庭庁成育局長・同支援局長通知 　
　　�https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/�

487a437d/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_25.pdf
３　�厚生労働省　ホーム・ページ　https://www.mhlw.go.jp/index.html　
４　�こども家庭庁　ホーム・ページ　https://www.cfa.go.jp/top
５　�e-Gov 法令検索　https://laws.e-gov.go.jp/
６　�e-Stat 政府統計の総合窓口  https://www.e-stat.go.jp/
７　�総務省市町村合併資料集　https://www.soumu.go.jp/gapei/gapei.html
８　�宮島清・山縣文治編「ひと目でわかる　保育者・ソーシャルワーカーのための子ども家庭福祉データブック2025」中央法規

出版　2024年12月
９　�宮島清・澁谷昌史・岩沢靖編著『最新社会福祉士養成講座３児童・家庭福祉』改訂第２版　中央法規出版　2025年１月
10　�宮島清「第６章児童虐待」山縣文治・新保幸男編『社会福祉学習双書５児童・家庭福祉』全国社会福祉協議会 改訂第４版　
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ね。ですから、組織の考えというよりも自分の考え
を優先する傾向があると思います。かつ業務委託モ
デルなので、初めから一人前の専門家として扱われ
ます。同時に、何かあったら責任は自分が取る必要
があります。具体的には、皆さんの中にも入られて
る方がいらっしゃるかもしれませんが、たとえば私
は臨床心理士会に保険がありますが、その中で一番
高額なものに入ってます。つまり、何か訴えられた
りした時に、裁判費用のための保険金が下りるやつ
ですね。というのも、私を誰も守ってくれないから
です。訴えられたら自分が出廷しないといけないし、
費用も自分で負担しなければならない。だから、そ
ういう保険にも入っておかないと、安心して仕事も
できません。もちろん研修や研鑽も職場でやっても
らえることはないので、外部で、しかも補助のお金
とかもなく、自分のお金で出ます。しかしだからこ
そ、良くも悪くも自分の好きなものだけに出られる。
それに対比されるものとして、会社員モデルとい

うものを想定しました。こちらは雇われている人の
ことです。ですから、自分の考えよりも組織の考え
が優先されることが多いだろうと思います。メリッ
トは、やはり会社に時間をかけて育ててもらうこと
ができるというのがありますし、何かあったら責任
は集団でというか、上が取ることになっているので、
育ててもらいやすいということかなと思います。外
部研修も会社持ちだったり、むしろ勤務にカウント
されるというようなこともあるかと思います。
ざっくり言うと、一番の違いは、職人モデルは「個」

とか「私＝プライベート」を大事にする。会社員モ
デルは「集団」とか「公＝パブリック」を大事にす
るという点です。ですから、当然ときに両者は衝突
するわけです。大事にしてるものが違うというか、
むしろ真逆と言ってもいいぐらいです。ただ本当は、
両者は心理職における成分であり、割合です。つま
り、この人は職人、この人は会社員ということでは
なくて、この人は職人何割、会社員何割みたいな割
合の話です。ただ今回のテーマは専門性についてな
ので、話をわかりやすくするために、職人の心理職、
会社員の心理職がいる、という体で話を進めます。
私は基本的に職人モデルを生きてきた心理士です

が、今日はその私が何を考えてるかをお話しするこ
とで、職人が何を考えているかの一例を知っていた
だき、再度心理職の専門性というものを考えていた
だければいいかなと思います。
ただし、当然のことですが、私は職人モデルが心

理職としてあるべきだというふうに言いたいわけで
はないことは明言しておきます。みなさんは大学教
育をいろいろなところで受けてきていると思うの
で、すべての方が力動的なものに親和性があるとも
思っていませんので、あくまで一例として聞いても
らえればと思います。

２　（戯画化された）「職人」の考える心理職
職人がどういうことを考えているかということ、

あえて強調して、戯画化して言ってみますが、何よ
りも個が大事、だから「適応」とか「調整」とかは
すべからくよくないことで、自分の主張をすること
こそが善である。そういう感じかと思います。これ
は自分自身についてもそうだし、クライアントにも
それがいいはずだと考えているということですね。
だから、社会から存在を否認されている「弱者」に
寄り添うのが自分の仕事であると考えがちです。た
とえば児相領域でいうと、基本的に子どもの味方を
し、親や社会は大体悪だとか敵に見えている。
また、心理職は専門家としてその主体的判断を尊

重されてしかるべきだというのが職人の考えですが、
それに付随するものとして、専門家の質を保証する
ために研鑽を怠らないことは当然であると思ってい
ます。家庭よりも仕事や訓練を優先するのは当然で、
それがわからないような家族なんか要らないんだと
（笑）。 本当、いつの時代？という感じですが。昭和、
平成初期、ですかね。今聞いてくださっているみな
さんのうち、どれだけの人に伝わるのかわかりませ
んが、「24時間働けますか」のCMの世界ですよね。
いい仕事をして、クライアントの人生が充実する

ことこそが報酬であって、金のためにやっていると
思われたくない、むしろ金銭的見返りを求めるのは
悪だ、と。
こういうのが、戯画化された「職人」の考える心

理職です。
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３　公務員グループLINE
一方の行政職のことを考えるためにこの話をする

んですが、私は東畑開人さんと「ありふれた臨床」
研究会というのを主催しています。参加者も多くて
400人以上います。
私も東畑さんもあんまり組織で仕事をしてきてい

ない人で、心理職のつながりがなかなかないという
のもあって、何とか参加者をつなげたいなと思って
グループLINEを作りました。発信する人もいるの
ですが、もちろん読んでいるだけの人もいます。と
いうかそういう人の方が多いです。全体のLINEと
は別にサブグループLINEがあって、全体グループ
LINEは私が管理してるんですが、サブグループ
LINEは皆さんに好きに自由にやってくださいとい
う形にしています。そうしたところ、いろいろなサ
ブグループができたのです。
挙げてみると、「学生相談のありふれた臨床」、「あ

りふれた臨床教育」、「単科精神科病院のありふれた
臨床」、「発表仲間募集・開催報告」、「人員増に向け
ての情報共有」、「ありふれた不登校支援の臨床」、「郊
外心理職グループ」といった感じです。で、ここに
「ありふれた公務員支援職の臨床」というグループ
があるんですね。そこに私は入っていません。私は
公務員ではないですし、私が入っていない方がいい
と思っているからです。入っていないので中で何が
行われているかは知りませんが、すごい盛り上がっ
ているようです。
列挙して何を言いたいのかというと、公務員はや

はりすごい特殊なのだな、ということです。見返し
てもらいたいのですが、学生相談とか臨床教育とか
単科精神病院とかというのは領域でくくられてるわ
けで、勤務形態でくくられてはいないですよね。で
も公務員、というのは勤務形態です。だから逆に、「あ
りふれたフリーランス心理職」とかいったグループ
があってもいいのかもしれません。でも、そこには
また別の問題があって、やはりそういうフリーラン
スを選ぶ人は群れることが下手だから仲間を作れな
いというのがありがちで、実際そういうグループ
LINEは誕生していませんね（笑）。

４　公務員の大変さと魅力
なので、あえて「公務員」というところでグルー

ピングする必然性というのは、数年前まで私はあま
りわかっていませんでした。でも、研究会をやるよ
うになって公務員の人の話を聞いたり、公務員の人
に発表してもらう時に、その特有の大変さというの
を少しは理解できたと思います。
いちいち何か申請して、いちいち決裁をもらわな

ければいけないとか、ようやく許可をもらえたと
思ったらもう一個上がありましたとか。私は基本的
にフリーで働いていて、今日は「こども・思春期メ
ンタルクリニック」の部屋からこの講義もしている
んですが、それも許されるし、たとえばここでケー
ス発表をしたかったら、クライアント及び家族から
同意を取り、かつ院長にいいですかと言って、もう
それでできるわけです。全然違うんだなと思います。
クリニックのケースであればもう少し複雑ですが、
自費のケースであれば、もう完全にただ部屋を借り
ているだけみたいな形になっています。全部自分で
責任を負わなきゃいけないわけですけど、よくも悪
くも私が勝手にやっていい状況になってるわけで
す。それと公務員は全然違うと、本当にひしひしと
この数年感じているわけです。
公務員の人に聞いてみると、やはり魅力は安定し

ていることだと言われます。私の同期で公務員に
なった人も、やはりそういうことを言っていました。
心理職になって何々をしたいから公務員になりたい
というよりも、公務員になりたいというほうが動機
として大きいという事態はどうも稀なことではない
んだな、ということを知っていくわけです。そして
それは別に悪いことではないと思うんですね。

５　「非常勤かけもち」というスタイル
一方、安定とは真逆の「非常勤かけもち」という

働き方は、よさげに言うとフリーランスということ
になるのですが、もっと皮肉っぽい言い方をすると、
ちょっと給料のいいフリーターですよね。いろいろ
な言い方があります。自営業という言い方もありま
すね。私はなにかの書類に書かなきゃいけない時は、
大体自営業と書いています。
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現実には、安定が欲しいから本当は常勤職や公務
員になりたいのに、なれなくて非常勤をやっている
という人のほうが多いのかもしれないと思います。
でも私はずっと好きで非常勤かけもちでやっていま
す。なぜかというと、安定よりも自由とか自己決定
権が欲しいと思っているからです。職人モデルなん
ですね。
これはやはり私のオリエンテーションが精神分析

で、精神分析というのがプライベートプラクティス
を重視するものであるということにも関係している
と思います。精神分析は資格も、勉強して試験に受
かって得るというモデルではなく、自分が訓練セラ
ピーを受け、スーパービジョンを受け、セミナーを
受け、そういった規定の訓練を積んで認定されると
いうモデルです。それから、もちろん私個人の性格
も影響していると思います。縛られるのが嫌だとい
うのがめちゃくちゃある、ということですが。
しかし、このスタイルには、セットでいろいろな意

味で保証がないということがくっついてくるわけで
す。たとえば私が今日このビルを出て、いきなり車
が突っ込んできて骨折して出勤できなくなりました
となると、もうその期間の私の収入はなくなるわけで
す。それが自営業という話ですからね。だから、こ
れはこれでもちろん私は収入保障の保険をかけてい
ます。この働き方にやはり職人な感じ、自分の腕で
食ってるぜ、というような変なプライドがあった、い
や今もあることは否めません。ただ何度も繰り返し
ますけど、これは別にこっちが偉いとかいう話じゃ
なくて、単に私がこれが好きだというだけです。
ただ、近年公認心理師資格ができてかなり情勢が

変わってきましたが、皆さんがいつ大学院教育を受
けたかによっても全然違うと思うのですが、臨床心
理士資格ができた1990年前後は、職人モデルの方が
かなり優勢であったのは事実だと思います。心理士
というのはそういうふうにあるべき

4 4

だという空気が
すごく強かったわけです。まるで見てきたかのよう
に言っていますが、私は1985年生まれなので、文献
的にそうだった、上の人から話を聞くとそうだった
というだけのことですが。
もうひとつ重要なのは、臨床心理士資格ができて

職人モデルが強かった時代と現在とでは、とにかく
日本の経済状況が全然違うということです。当時は
働けば何とでもなるでしょうというような時代だっ
たと思います。といっても、後述するように、本当
は95年ぐらいから日本は落ちてきているので、それ
は幻想だったのかもしれないんですが。90年前後は
いわゆるバブルの時期で、日本が強かった時代です。
その頃に作られた理屈で今の心理職を語ろうとする
と、かなり齟齬が生まれるということです。
とはいえ、私はまだその日本が強かった頃に構築

されたモデルで令和の今を生きようとしているわけ
で、そのサンプルとして、そういう人はこんなこと
を考えているのか、ということを知ってもらいたく
て今日話しているということです。

６　「職人」、語る
ということで「職人」が何を考えているのか語り

ますが、両者はあくまで成分です。職人成分が強め
の心理職もいれば、会社員成分が強めの心理職もい
るというのが現実です。しかし、話をわかりやすく
するために、職人心理職と会社員心理職がいるとい
う構造にして進めます。
両者はなかなかわかりあえないと思います。昨今、

職場内で後進や部下を指導するのは難しいですよ
ね。すぐハラスメントと言われかねないからです。
だからこそ、皆さんと直接上下関係のない私が、「職
人」として大切にしている専門性について口うるさ
く語ってみようと思うのです。この設定であれば、
私はみなさんの職務には関係のない人なので、聞き
流してもいいわけです。でも、これを聞き流せない
状況、つまり上司と部下の関係とかで行えば、たし
かにハラスメントになりかねないので、こういう設
定でこの話をするのがいいかなと思いました。話を
聞いて、一部だけでも「ふうん」と思ってもらった
ら、両者の相互理解が深まるのではないかと思った
のです。皆さんが職人寄りなのか会社員寄りなのか
はわからないのですが。
今回、皆さんがどういう立場の人なのかと主催者

に尋ねたら、指導者層だということでした。だから
どこまで噛み合うかわからないのですが、職人割合
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が強い人からすると、これから話すことは「そうだ
よね」としか思わないかもしれませんし、会社員割
合が強い人からすると、「わかりません」となるか
もしれません。大体年長の人の場合が多いと思いま
すが、みなさん、過去に「あの人なんだったのかな」
みたいに思っている、とてもやる気のある人がいた
かもしれません。そういう人が何を考えてるのかが
わかると、後進の育成とかにも役立つのではないか
と思って、職人側からの話をさせてもらえればと
思っています。

７　「職人」と「会社員」
先ほど戯画化した形で話したように、職人は自分

の仕事にプライドを持っています。大体はクライアン
ト、特にいわゆる弱者の脆弱な自己を保護し、主体
化を目指すことを仕事だと思っていますので、難し
い事態ほど燃えてきます。意見の衝突も日常茶飯事
です。結果を出すためには、ときには時間外労働も
厭わないのはもちろんのこと、研修・研鑽を時間外
に自分の金で行うのは当然のことだと思っています。
逆に会社員はどうか。仕事はただの食い扶持で

あって、別にそこにアイデンティティを賭けていま
せんし、言われたことをやるだけで、自分が主体的
に判断をしたくないし、責任は負いたくない。だか
ら、なるべく自分の勤務中に面倒なことは起こって
ほしくない。時間外労働なんてもってのほか、だか
ら自分の金で研修するなんてあり得ない。
こういう職人タイプと会社員タイプがいるとし

て、職人が会社員を見て思うのは、「この仕事をな
めてるのか？」「専門職なんだからもっと自発的に
勉強してよ」とか、「君は好きでこの仕事を選んで
るんじゃないの？　だったらもっと研鑽してよ」と
かいったことでしょうか。あとは、「クライアント
や要支援者の悪口ばかり言っていて、なんでこの仕
事に就いたのか、もっと別の仕事があるんじゃない
の？」とかいったことでしょう。
逆に、会社員が職人に思うことは、「この人すご

いごりごり言ってくるけど、ワークライフバランス
とか知らないのかな、いつの時代の話をしてるんだ
ろう？」とか、「この給料でそれだけコミットを求

めてくるとか、頭の中どうなってるんだろう？」と
かでしょう。それから、これは極めてクリティカル
ですが、「クライアントのためにといっているけれ
ど、この人、自己満足のためにやっているのでは？」
と思ったりもするわけです。

８　私の中の「職人」と「会社員」
誤解しないでいただきたいことは、今の話はすべ

て、私の中の職人部分が会社員部分に言っているこ
と、会社員部分が職人部分に言っている話であって、
事実から何かを創作したという話ではありません。
私が勝手に作った話です。
若い頃、私はこの職人対会社員の比率が100：０

ぐらいでした。とても職人寄りだったわけです。で
も、結婚して、子どもも生まれて、そして年も取り、
だいぶその割合に変化が生じてきました。平たく言
えば、職人モデルで生きてきて、それがかっこいい
と思ってきたけれども、やはり安定も欲しいですし、
プライベートの時間も欲しいと思うようになってき
た、ということです。これは主に子どもの問題が大
きいかもしれません。別に自分と妻だけだったら最
悪なんとでもなると思いますが、子どもがいると、
いきなり働けなくなるとかは困ってしまいますし、
やはり子どもと遊ぶ時間が欲しいなと思うように
なってしまうわけです。そうすると、クライアント
をいつでも最優先にすることはできません。基本的
には家族優先だし、本当にこれはっていう時だけ
ちょっと家族に我慢してもらって、クライアントを
優先するというのが今の私です。
具体的には、出産の立ち会いのために私は前もっ

て１週間の休みを取ったんですが、予定どおり生ま
れなかったのですね。さすがにもう陣痛促進剤を使っ
て産まないとまずい、ということになって、もう１
日休めば立ち会えることはわかっていました。悩む
わけです。どうしようかと。その頃はまだ職人部分
が強かったのですごく悩んだのですが、友だちに相
談したら、「それは絶対に休むべきだ」と言われてそ
うしました。休んでよかったと今は思っています。
それから、単科精神科病院で働いてる時に、A-T

スプリットという概念がありますけど――Aがアド
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ミニストレーターで管理医、Tがセラピストで心理
療法を行う人ですね。外的、現実的なことは管理医
がやってくれて、心理療法はセラピストが行うとい
うモデルがあるのですが、これを心理士同士で行っ
ていたことがありました。私は管理「医」ではない
けれど、非常勤なのにAの役割を担っていて、その
患者は入院治療中だったんですが、夜間に病棟から
電話がかかってきて指示を仰がれる、というような
ことをやっていました。今にして思うとそれはどう
なのかなとも思いますが、当時の自分はすごくいい
仕事をしている、と思ってやっていました。今なら
やらないかと考えると、やらないほうがいいかとい
うとそういうことはないのですが、単にやれないな
と思います。無理ですね。
最近で言うと、希死念慮が強くてどうしても今日

会わなければいけないという時には、SCで勤務時
間を超えても今日はさすがにしょうがないと思って
残ったりします。でも逆に言えばそれぐらいです。
基本、定時で帰ります。昔の職人の私だったら、病
棟では勤務時間という概念がないのかな？という感
じでやっていたのですが、そういうところも変わっ
てきています。
この私の変化の背景には、最近は世の中的に、よ

くも悪くも「大人も辛いんだ」ということを言える
ようになった、大人も痩せ我慢をしなくなったとい
うことがあると思いますが、それもあって、仕事よ
りもプライベート優先でしょうとふつうに言えるよ
うになってきている、という時代の変化もあると思
います。

Ⅲ　「心理職の専門性」を考える

１　あらためて、「心理職の専門性」とは？
ここまでお話ししてきたように、職人モデルを基

礎として臨床心理士及び心理職の専門性が考えられ
てきたと思いますが、あらためて「心理職の専門性」
という今日のお題を考えてみると、そもそも「心理
職」という語からイメージする像には多様なものが
あると思うのです。
医療で働いてる心理職の考える専門性、教育で働

いてる心理職の考える専門性、産業で働いてる心理
職の考える専門性、そして児相で働いてる心理職の
考える専門性、というのはそれぞれ全然違うと思い
ます。これが事実なのです。でも、今までの心理臨
床学においては、そういう多様性が無視されてきた
と思います。現場ごとの特色を無視して、「心理職
たるものこうあるべし」と提示されてきた。それが
公認心理師教育によってかなり変わってきている、
というのが私の目に見える心理業界の全体像です。
だから、「心理職の専門性」をちゃんと考えると

なると、そもそも最大公約数があるのか？という話
になるわけです。いろんな場所で仕事をしていて、
おのおの全然やっていることが違います。求められ
ることも領域によって違うわけです。一応ここでは、
「心を想定してものを見ることが心理職の専門性で
ある」としておこうと思います。でもそうすると行
動療法をオリエンテーションとしている人はどうす
るんだという自己ツッコミがすぐに思い浮かびます
が、まずはいったんそのまま話を聞いてください、
という感じにしておきます。

２　「それは心理の仕事ではない」という呪い
児相の人と話をしていると、「それって心理の仕

事じゃないよね」と言われるし、言われると堪えて
しまう、というのをよく聞きます。皆さんもこのセ
リフを一度ぐらいは聞いたことがあるのではないで
しょうか。「心理の仕事じゃない」って、じゃあ「心
理の仕事」ってなんなんだ、という問いがあるわけ
ですが、いわゆるカウンセリングとか心理療法とか
のみが「心理の仕事」だとされてきた歴史があるわ
けです。それはさっきも言ったように、時代背景が
全然違うということがあります。つまり、経済状況
が違うということ、そして、昔は「大人も辛いよ」
と表立って言えない空気があり、そういうものは裏
で、個室で、密室で、表に出ないところでやるんだ、
そしてそういったことこそが「心理の仕事」だと言
われてきたことがあると思います。
先ほど、「心を想定してものを見ることが心理職

の専門性」だと言いました。でも1990年代は、カウ
ンセリングとか心理療法とか、いわば直接的に心を
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扱うことだけが「心理の仕事」とされてきて、児相
で行われているような多くの「心未満」を扱うよう
な仕事は、心を扱っていないという意味で、「それ
は心理の仕事じゃない」と、否定的な意味を込めて
言われてきたわけです。

３　「生存の臨床」と「実存の臨床」、あるいは
　   「心を可能にする仕事」と「心を自由にする仕事」

これらのことを踏まえて、では児相の仕事はなん
なのだろうかと考えるために、ひとつ補助線を引い
てみましょう。「生存の臨床」と「実存の臨床」、あ
るいは「心を可能にする仕事」と「心を自由にする
仕事」という補助線です。
生存の臨床においては、安全の確保が最優先され

ます。そもそも心を可能にするためには安全安心が
必要であるということは、最近至るところで本当に
よく聞きます。たしかに安全安心が非常に大事であ
ることは論を俟たないわけですが、それが念仏のよ
うに何度も言われるということは、いかに安全安心
が確保されてないことが多いかを示していると考え
られます。その安全安心を確保するための仕事が、
生存の臨床です。児相はそういう仕事を、そして児
相に限らず多くの心理職はそういう仕事をしている
と思います。
そこで実際に何を行うかと言うと、子どもに対し

て直接アプローチすることももちろんですが、それ
だけではなくて関係各所との調整がメインの仕事に
なると思います。児相では別にハウジングファース
トのようなことは行っていないと思いますが――ハ
ウジングファーストって皆さん聞いたことあります
か？　ホームレス支援のあり方ですが、旧来は働け
るようになって個室が得られるモデル、つまり、最
初はグループホームのようなところをあてがって、
そこで就労できるように支援して、働けるように
なったら自分の部屋が得られるというようなモデル
だったわけですが、それをひっくり返したんですね。
働けようが働けなかろうがまず個室を与える。そう
することによって回復して働けるようになるという
考え方・実践です。このハウジングファーストの背
景には、そもそも個室というのは人権だというよう

な考えがあります。これも心を可能にする仕事なわ
けです。心を可能にするためには安全安心がなけれ
ばいけないし、個室がなければいけないし、そのた
めには本人ができない関係各所の調整をしなければ
ならない。こういう大事な仕事があるわけです。
これは私が命名したのではなくて、またしても東

畑開人氏ですが、「生存の臨床」とか「心を可能に
する仕事」というふうに概念化してはどうかと提案
したのは彼です。なぜわざわざ概念化するかという
と、これが心理職の重要な仕事であるにもかかわら
ず、「それは心理の仕事ではない」と言われてきた
からですね。私たちはそう思っていません。そう思っ
ていないというのは、もちろん「それは心理の仕事
だ」と思っているということです。ですから、心理
臨床学というものを組み替えないといけないと思っ
ています（『当事者と専門家――心理臨床学を更新
する』（山崎、2024）を参照）。そういった仕事も「心
理の仕事」であるということを明示するために、あ
えてこれを「生存の臨床」と名づけてみたわけです。
一方、それに対比されるのは「実存の臨床」で、

これが旧来「心理の仕事」と言われてきたものです
ね。それは「心理職」というより、あくまで心理職
の一部である「心理療法家」の仕事だったと思いま
す。主に開業臨床とかでやられていることですよね。
実存、つまり生きる意味だとか幸福だとかを考える。
だから「心を自由にする仕事」であると東畑さんは
言っているわけですが、これは人と人の間の調整と
かではなくて、個人の内面のAという部分とBとい
う部分とCという部分があって、これらが葛藤して
いる、それにどう折り合っていくか、というような
実践です。「生存の臨床」と対比する形で、具体的
な人同士の間の調整ではなくて、個人の中を扱うこ
とが「実存の臨床」である。そういう概念化です。
ですから、これはもう個室がある前提なわけです。
物理的な個室があった上で、心の個室について扱う
ことが実存の臨床という話ですね。
強調したいのは、「どちらも心理の仕事です」と

いうことです。どちらが偉いとか、そういうことは
全くないということです。
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４　「リスクは豊かになったが、心はどうか？」
先ほどから何度も時代の話をしてるのですが、こ

の「リスクは豊かになったが、心はどうか？」とい
うのは、東畑さんの『心はどこへ消えた？』（東畑、
2021）という本で使われていることばです。今はこ
ういう時代だと思うのです。
リスクはすごいいっぱいあるわけです。その中で

心というのはどうなっているのだろうか、これが今
問われるべきことだと思います。ちなみにこれには
元ネタがあって、河合隼雄の「物は豊かになったが、
心はどうか？」という文句です。それが言われたの
は半世紀ぐらい前の話で、当時は高度経済成長で日
本は実際どんどん豊かになっていたわけです。そう
いう時代に「心はどうか？」と河合隼雄は問いかけ
たのですが、今はそもそも物が豊かではないですよ
ね。物価がどうとか、なんとかが足りない、かんと
かが足りない、実際そうだと思います。河合隼雄の
時代は、「Japan as No.1」と言われていて、事実少
なくともNo.2で、日本は経済大国でした。でも今は
GDPもどんどん落ちて、G７に入っていてもいいで
しょうか、すみません、というような感じになって
きているわけで、もう全然違いますよね。
繰り返しますが、私は、臨床心理士ができた頃の

理論をいつまでも崇めていてもよくない、現実に
合った学問にしていかないといけない、と思ってい
ます。今話したのは、昭和中期から平成前期（河合
時代）と令和の今では、事情が全然違いますよとい
うことです。
そんな中、「実存の臨床」であるところの心理療

法は、今、社会から求められているのでしょうか。
少なくとも児相が関わるようなケースでは、心を自
由にするとか、生きる意味とか、幸福とか、そうい
う問題以前に、とにかく安全を確保しないといけな
い仕事が多いと思います。「心以前」、「心未満」の
領域の問題が山積していると思います。そういった
仕事を、「それは心理臨床ではない」としてきたの
が旧来の心理臨床学です。だから、実際に心理職が
行っている心理臨床という営みと、心理臨床学とい
う学問が乖離していたのだと私は考えています。何
度も繰り返しますが、この乖離は埋めなければなり

ません。心理臨床という営みのほうは変わらないと
いうか、すでに先に存在しているわけですから、学
問のほうを更新しなければいけないと思います。

５　信田さよ子と東畑開人
こうした現状を踏まえて心理職の専門性を考える

際、最重要人物の二人を紹介したいと思います。信
田さよ子と東畑開人です。
信田さんは、ご自身がおっしゃっているように、

ずっと心理業界の辺縁で生きてきました。しかし今
や公認心理師協会会長を務めておられます。信田さ
んは先ほどの分類でいうと「生存の臨床」の先駆者、
開拓者です。
一方、東畑さんは河合隼雄の牙城であった京大で

育ち、王道を歩んできました。そして今、心理臨床
学会を牽引している人です。分類でいうと、「実存
の臨床」を現代にアップデートし、その意義を伝え
る継承者であるというふうに思います。
信田さんは1946年生まれなので、今78歳ですね。

いまだに頭脳明晰ですごいなと思います。1970年代
から依存症・嗜癖の問題に取り組み、1970年以降の
アダルトチルドレンブームの火付け役の一人となり
ました。私設心理相談機関である原宿カウンセリン
グセンターの所長を務める一方で、多数の一般書を
お書きになっています。2000年代以降はDVの問題
にも積極的に取り組まれています。ですから、1970
年代からということは、「それは心理の仕事ではな
い」と言われてきた領域で、半世紀以上の長きにわ
たってその仕事をしてきたということです。そして
今ようやく、日の目を見ている人です。
一方、東畑さんは1983年生まれの41歳です。78歳

と41歳ですから、二人は生きてきた時代が全然違い
ます。ちなみに、私は1985年生まれなので、大体彼
と世代が同じです。彼は2019年に『居るのはつらいよ』
で大佛次郎論壇賞と紀伊國屋じんぶん大賞を取りま
した。なぜわざわざこんなことを書いてるかという
と、この人はとにかくちゃんと社会に私たちのやっ
てることを伝えようとしている、そしてそれが評価
されている、ということの証左だと思うからです。
ちなみに河合隼雄は、大佛次郎論壇賞ではなく、
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大佛次郎賞の本賞を取っています。すごいですね。
でも、私は生前の河合隼雄に接触したことがありま
せん。この後「私は信田さよ子を知らなかった」と
いう東畑さんの文章を紹介するんですが、私はむし
ろ、「私は河合隼雄を知らなかった」というレベル
で知りません。しかしあらためて、河合はちゃんと
政治的な動きもしていたし、それはそれで大事なこ
とだったんだろうなと思っています。
話が脱線しましたが、東畑さんの話に戻ります。

彼は自分のプロフィールに、「専門は臨床心理学・
精神分析・医療人類学」と書いています。医療人類
学というのは、医療分野の人類学ですね。……って
そのままですが、医療という営みを一段メタから見
ているのが医療人類学と言えばいいでしょうか。医
療にはいろんな営みがあるわけですが、心理療法も、
心理援助も、そのひとつとして捉えられます。それ
らの構造を、一段上の視点から解き明かそうとする
学問ですね。彼は、それを駆使して心理臨床と社会
との接点の構築を試みているのです。「それは心理
の仕事ではない」というところを超えて、今、実際
行われている心理臨床の営みをきちんと記述して、
学問ができるようにしていこうとしている人だ、と
いうのが私の彼の理解です。
こういった理由で、この二人が大事になってくる

と私は思っています。

６　なぜ、信田さよ子なのか
これではまだ少し説明が足りないかなと思います

ので、なぜ信田さよ子なのかについて話したいと思
います。
それは、「それは心理の仕事ではない」と言われ

てきたことこそを仕事としてきた人だからです。心
理臨床学会という学会がありますよね。そこでは自
主シンポジウムというジャンルがあり、今はオンラ
インですが、以前はもちろん現地開催でした。信田
さんが自主シンポを開催したとき、なんと参加者が
登壇者数より少なかったこともあったと聞きまし
た。そのエピソードに象徴されていますが、彼女は
――どれだけ自分から望んで外れたのか、それとも
外されたのかはわかりませんが――とにかくそうい

うメインストリームから外れた状況で、ずっと仕事
をしてきたのです。
でも実は当時から「心を可能にする仕事」、つま

り信田さんのやってきたことを求めるユーザーはい
ました。だからこそ、彼女はずっとそれなりの額の
お金をもらって開業カウンセリングルームを維持で
きてきたわけです。お金が払えない人は原宿カウン
セリングセンターにはたどりつけないわけですか
ら、そういうところまで対象を広げたら、「心を可
能にする仕事」を求めている人はいっぱいいたはず
です。マスコミも取り上げなかったし、いわゆる一
般の人の目に触れなかったかもしれませんが、当時
からそういう人はいたわけです。
信田さんが強調しているのは、1995年の阪神淡路

大震災でトラウマというワードが人口に膾炙したこ
とと、同年にDV防止法ができたことです。彼女は
この年を「被害者元年」と称しています。この辺か
らすこし潮目が変わってきたということですね。と
はいえそれ以前から、一般の人が目にしなかっただ
けで、信田さんが行ってきたような仕事を必要とす
る人はいたわけです。そういう不可視化されていた
ユーザーを、そしてそういうユーザーと仕事をして
きた援助者を可視化するという仕事を行ってきたと
いう意味において、信田さんは重要だと私は思って
います。
彼女はたくさん本を書く人ですが、それを通じて

一般市民のみならず、心理職をも啓発していると思
います。本人は、「私は開業だから、お客さんが来
ないとしょうがないから、集客のために書いてるの」
と言っていますが、私はこれは照れ隠しだろうと
思っています。
皆さんもしお読みになったことがなければ、『家

族と国家は共謀する』（信田、2021）などを是非読
んでいただければと思います。その書にまつわるこ
ととして、東畑さんが2021年に書いた「私は信田さ
よ子を知らなかった」という小文があるのですが、
そこから抜粋して読んでみます。

７　「私は信田さよ子を知らなかった」
「私が信田さよ子を知ったのは、この５、６年だ」。

■ 研修講演より ■

36



2021年でこの５、６年なので、2015年ぐらいという
ことです。10年ぐらい前ですね。「ああ、なんたる
不明。もちろん、名前は知っていたし、本にも目を
通したことはあった。だけど、私は信田さよ子を知
らなかった。彼女のことを自分とは縁遠い領域で、
縁遠いアプローチをしている人だと思っていた。い
わば、辺境の民だと思っていた。不明を通り越して、
無明である。辺境の民はこっちだったのだから。信
田さよ子は心の内側を覗き込むのではなく、心の外
側を見渡している。しかも、ものすごく巨大な社会
を視野に収めながら、その上で極小の心に焦点を当
て続けている。繊細に、そして精密に。ここには革
命がある。信田さよ子はもはや心理学を基礎理論と
していない。彼女は女性学をはじめとする社会理論
をインストールして、全く新しい認識論を作り上げ
ている。これを単なる社会理論の応用と思ってはい
けない。なぜなら、彼女が成し遂げたのは、きわめ
て個別の、具体的な現実を読み解き、そして介入で
きるほどの精度を持った新しい臨床理論であったか
らだ。……というようなことは、信田さよ子の良き
読者たちは恐らく知っていたことだと思う。だけど、
それでも私は思う。彼女は孤独だったのではないか
と。心は内面的で、心理学的である以前に、社会的
なものであり、政治的なものである。政治的な安全
が確保されて初めて、心理学的な作業に意味が宿る。
だから、臨床心理学が心の内側を見る理論だけで構
成されるならば、それそのものが暴力になってしま
う。ここに彼女は戦いを挑んでいた。それは古いも
のを破壊するためではない。癒すためだ。信田さよ
子のオルタナティブな臨床心理学は、オーソドック
スな臨床心理学にひそむ暴力に回復をもたらそうと
してきたのである。彼女は遙か昔から、私たちに向
かって語りかけていたのだ」。
先ほどの区別でいくと、「実存の臨床」側である

東畑開人から見て、「生存の臨床」がどういうふう
に見えていたかという文章だといえます。繰り返し
ますが、基本的に児相で働いてる方々は「生存の臨
床」をやっていることが多いと思いますが、人から
実際そう言われることもあるし、自分でも「これ心
理の仕事なのかな」と思ったりすることがあると思

います。でもそれは「実存の臨床」側が、臨床心理
学ワールドの中で力を持っていた側が、「それは心
理の仕事ではない」と勝手に言っていたがゆえの結
果で、実際にはそういう仕事はあったし、以前から
大事な「心理の仕事」であった、ということを私は
言いたいのです。平たく言うと、児相の仕事はめちゃ
くちゃ重要だと思っていますし、日本という国にも
とても大事だと思います。
心理職にとって大事ということもありますが、日

本という国にとって大事だと思っていますので、そ
れを「心理の仕事じゃない」などと言ってきた人た
ちに対して、私は怒っているわけです。今日、ぜひ
それは伝えたいと思っていました。

８　なぜ、東畑開人なのか
今日、ずっと東畑さんのことを話していますが、

どうして東畑開人なのかということも説明しないと
いけないでしょう。
見てくださいこのたくさんの本。これだけではあ

りません。彼は年に１冊ぐらい本を書いています。
多分、河合隼雄もそうだったのだろうと思います。

それで、なぜ東畑開人なのかというと、心理業界
の内部にはびこる長年の対立構造を超え、社会の中
に心理職を位置づけようとしているからです。先ほ
どのことで言えば「実存の臨床」と「生存の臨床」
も対立していますし、科学的な心理学と文学的な心
理学も対立していますし、とにかくこの業界はいろ
いろ対立してきています。政治的に力を持てず、国
家資格も長年できなかったし、できても薄給で、心
理職の待遇が上がらなければ優秀な人も集まらない
ので、そんなことをしていたら心理職を使う人たち、
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利用する人たちにとっても不利益なはずなのに、
ずっと内ゲバばっかりやっている。そういう心理業
界の歴史を見て、私は心から残念だと感じています。
では、東畑開人はそういった構造をどのように超

えようとしているのか。ここで医療人類学が効いて
きます。彼は、河合隼雄も、信田さよ子も、その他
多くの事象も、医療人類学的視点からフラットに再
配置しようとしています。対立構造をメタに見るこ
とで無効化しようとしているということですね。
それに加えて、受賞していることもそうですし、

メディアへの露出もそうですが、河合隼雄以来の社
会に影響力のある心理職になるのではないかと思っ
ています。もちろん信田さんも影響力があると思い
ますが、それ以上のものになるのではないかと。朝
日新聞に季評を書いたり、週刊文春や文學界で連載
しているわけですからね。
ということで、信田と東畑が重要であるというの

が私の考えなので、心理職の専門性ということを考
える上で、この二人の本はぜひ読んでいただければ
と思います。

９　専門性を言語化できないできた歴史
心理職は専門性をずっと言語化できないできてい

ます。これは私も本（山崎、2021）で書いたことで
すが、心理の資格を作るにあたって、そしてまた臨
床心理士を国家資格にしようとするにあたって、先
達は専門性をなんとか言葉にしようとあがいてきた
のですが、結果は芳しくなかったというのが、私の
見る歴史です。
たとえばこれは氏原寛先生ですが、「カウンセラー

は親のような特別扱いはしない。教師たちのように
窮屈な集団生活を通してクライアントの成長を期待
してはいない」と言っていて、だからカウンセラー
は独自の専門性があるという論の進め方をしている
のですが、このような否定形の定義は、対外的に示
すという観点からは、やはり弱いと思います。
これも氏原先生ですが、「カウンセラーの仕事は、

クライアントが病気を背負ったままでも自分なりに
納得できる生き方を見出すのに役立つこと、と考え
ている。単純に言えば、クライアントの病気よりも

人間を見る」と。これはたしかに肯定形で示してい
ますが、こういった姿勢は看護師とかソーシャル
ワーカーとかの他職種にも広く見られるものであっ
て、これもやはり心理職に特有とは言えないと思い
ます。こういう感じで、心理職の専門性というのは
なかなか言語化できないできていると思います。
こうなると、「心を扱うことが心理職の専門性な

んだ」と言いたくもなります。対外的に提示しやす
いですから。でも問題は、その表現は実際の心理職
の仕事とは合致していないわけです。ここまでお話
ししてきたように、理念が優先され、実践の実際の
評価がないがしろにされてきたということが、臨床
心理士以来の心理業界の歴史だというふうに私とし
ては考えています。

Ⅳ　「生存の臨床」から考える、心理職の専門性

１　「生存の臨床」に心理職は不要なのか
でも、心理職の専門性が「心を扱うこと」だとす

ると、「生存の臨床」はむしろ「心を可能にする」
ための仕事、心そのものを考える以前の仕事なので
「それは心理の仕事ではない」になってしまう。本
当は、「以前」は決して価値が低いわけではないのに、
心を直接的には扱ってない、扱うための前準備、下
準備をしているんだという話になってしまう。それ
はおかしい、と私は思う。となればやはり、「心理
職の専門性は心を扱うこと」というのは間違ってい
ると思います。
心理職の専門性が心を扱うことなのであれば、で

は児童相談所には、ワーカーがいればいいのかとい
うことになる。実際には、児童相談所には児童心理
司と児童福祉司の両方の職種がいます。学校には
SCとスクールソーシャルワーカーがいます。福祉
司とスクールソーシャルワーカーだけがいればいい
のかというと、たしかに生存のためには実際的な調
整のほうが優先度は高いでしょうし、それはワー
カーのほうが得意かもしれない。でも、やっぱり心
理が必要だろう、と――ここで戻ってくるのですが
――「職人」である、自分の仕事にプライドを持っ
ている私としては思うわけです。
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「生存の臨床」「実存の臨床」とか、職人と会社員
とかというのは、話をわかりやすくするための補助
線であって、実際には生存の臨床と実存の臨床も、
会社員と職人も、そんなにすっぱり分かれるもので
もないし、相反するものではありません。
「贅沢な悩み」――これは東畑さんの『文學界』
の連載タイトルです――、生きる意味とか幸福とか
いったことを扱うことを「実存の臨床」だとしてい
るわけですが、それは生存の臨床を営んでいる臨床
家とか、生存の臨床を営んでいるクライアントとか
からすると、安全安心な環境で暮らせているだけで
感謝してほしいわ、という話になってくるのかもし
れない。なので「贅沢な悩み」と名づけているわけ
ですが、「贅沢な悩み」は、それを贅沢だと自認しや
すいし、他者からもそう扱われやすいものです。心
の問題として扱われやすいということでもあります。
生存が脅かされていると、今日ずっと繰り返し

言ってきたように、安全安心ということが優先され
ますから、心のことは取りあえず措いて、まずそち
らに対応しましょうとなりやすい。それは間違って
はいませんが、生存が脅かされている中で、しかし
同時にやはり心にも目を向けようということは、非
常に難しいことです。おそらく、それこそが児童心
理司の、児相の心理職の専門性なんだと、私は思い
ます。
生存が脅かされてる時には心を後回しにする、と

いうのでは、極論すると、心っていうのは贅沢品な
のかという話になってしまいます。前提条件が整っ
て初めて扱えるものだということにすると――臨床
的にはそういうことはたしかに多いですが――、そ
こをすぱっとやってしまうと、お金がない人とか、
安全安心が保たれてない人の心は考えなくていいん
だという話になりかねません。すると、「心」は金
を払える人だけが享受できる権利なのかという話に
なってしまいます。もちろんそうではないと思いま
す。ですから、そういう心に目をやりにくい状態、
心よりも生存を優先しようという状態、心が後回し
にされやすい状態でも、「心」という目に見えない
ものを見ようとする力が必要となるんだということ
を、職人としては思うのです。

２　視点を外に：社会から児相への期待
ここで視点を外に向けたいと思いますが、社会か

ら児童相談所に期待されていることはなんでしょ
うか。
児相が社会的に話題になる時は、だいたい虐待死

が起こった時ですよね。「何をやってたんだ、児相は」
と言われる。私としては、そもそも人手が足りてな
いしとか、そういうことをわからないで文句だけ言
うのはやめてほしいとか思ったりもするのですが、
でもそういうことを言われます。野球でもクロー
ザー、最後を締める人は押さえて当然だと言われま
す。失敗した時だけニュースになります。それと同
じ構造で、ふだんがどれだけ大変だかわかってます
か？という話ですが、事実、そういうことを社会か
ら求められている。ニュースにはならないにしても、
虐待する親を根絶してほしいとか、そういったこと
が期待されていると思います。
これらは総じて、善なる「こちら側」に悪なる「あ

ちら側」の不愉快なものが入ってこないようにする
ことが望まれているのだろうと言えると思います。
きつい言い方をすれば、地獄から魑魅魍魎が噴出し
てこないようにするための門番みたいな働きが期待
されてるのではないかと思うわけです。
しかし、ここで立ち止まって考えたいのは、そう

いう社会からの期待に応えようとするのはよいこと
なのか、ということです。そもそも応えられないで
すよね。それは対象家庭のことを全く考えていませ
んし、虐待されている子どものことも考えていない。
そんなにひどい親だったら引き離せばいいじゃない
かと言っても、それほど単純な話ではないことは、
今日ご参加の皆さんはよくよくわかっていることだ
と思います。
なぜかと言えば、加害と被害とか善悪とかいうこ

とは、そんな簡単に分けられるものではないからで
す。もちろん大抵の加害者は元被害者であるという
臨床家ならほぼ全員が知っている事実があります
し、そういう歴史がなかったとしても、もっと言え
ばわかりやすい何かがなかったとしても、虐待して
いる側も人間だし、人生があるし、モンスターでは
ないわけです。にもかかわらず一般社会には、彼ら
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彼女らを自分たちとは違う類の人、人外、モンスター
であるとしたいニーズがあると思うのです。
ですから、自分たちには関係ない地獄のものなん

だ、ちゃんと蓋をしてほしい、こっちに来させない、
見させないでほしい、ということが期待されている
のではないでしょうか。でも、社会がそう考えてい
る限り、もちろん虐待はなくならないわけです。
だから社会にも働きかけなければなりません。加

害者と言われる人たちが、「こちら側」と質的に違
うものだと思われている限りは、児童相談所自体が
ずっと無理解にさらされると思います。それが続け
ば、もちろん心理職も燃え尽きに近くなります。し
かも、ここでせめて給与が高ければまだいいかもし
れませんが、そういうこともない。
ということで、社会からの期待に応えようとする

ことが単純にいいことだとは、私は思っていません。
だから、この期待、社会の期待自体も変えていかな
いといけない。それも児童相談所の仕事ではないか
と思います。道は険しいと思いますが、これは組織
的に対応することですね。

Ⅴ　おわりに：児童心理司の専門性とはなにか

最後に、児童心理司の専門性とはなにか、という
ことを話して終わろうと思います。
先ほどもお話ししましたが、児童相談所が関わる

のは、基本的には安全安心が損なわれていて、心が
後回しにされやすい、見失われやすい状況です。そ

こで現実的なあれこれをやるのはワーカーでもいい
のかもしれない、福祉司でもいいのかもしれない。
しかし、そこでも心は見えづらくなっているだけで、
子どもの心も親の心も、みんなの心がそこにありま
す。そこで見えなくなっている心を見出そうとする
ことこそ、児童心理司の専門性ではないかと私は思
います。
でも、それは難易度の高いことで、現実のものと

するには種々の条件を満たす必要があると思いま
す。たとえば、職人的なマインドはある程度必要か
もしれないし、相当量の訓練が必要かもしれない。
訓練を受けるためには十分な給与も必要だし、燃え
尽きないためには社会からの評価も必要かもしれな
い。でも、最初に言ったように、公務員は発信する
ことがとても大変だから、その辺の環境整備もしな
ければならない。そういうことを、皆さんに期待し
たいなと思います。特に、今日聞いてくださってい
るのは、指導者層の立場にある皆さんと伺っていま
すので、そういったことをやっていただけるとうれ
しいと思っています。
外野からいろいろ言いましたけれども、児童心理

司の専門性の内実を言葉にできるのは皆さんしかな
いと、本当に思っています。私は、社会的にはなに
かの理事だとか、編集委員とかをやっているのです
が、そんなことは関係ありません。言語化できるの
は外部の人ではなくて内部の人だと思いますので、
ぜひともそういうことを期待して、私の話は終わり
たいと思います。ご清聴ありがとうございました。

〈文献〉
信田さよ子（2021）　家族と国家は共謀する．KADOKAWA
東畑開人（2021）　心はどこへ消えた？．文藝春秋
山崎孝明（2021）　精神分析の歩き方．金剛出版
山崎孝明（2024）　当事者と専門家――心理臨床学を更新する．金剛出版
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私はその考え方とは少し離れた所にいたので、非行
であったとしても、子どもたちのSOSの行動だと
思って周りの警察官たちにも、「違うんです、違う
んです」という話をしながら、子どもたちの支援を
専門に行ってきました。
平成13年、私が県警に入った頃というのは、福岡

県はシンナーで捕まった子どもの数が、十何年連続
で全国ワーストワンという時代で、本当に相談のほ
とんどがシンナーでした。主訴が６割シンナー、残
りの４割もシンナーを使って暴走とか、シンナーを
使ってけんかとか、シンナーを使って窃盗とか、シ
ンナーがらみの状況で、非行は福岡県の深刻な状況
の中で仕事を始めました。
私たち少年育成指導官というのは、県警の中でも

専門職なので、私たちが配属される所は少年サポー
トセンターという子どもの相談専門の部署に配属さ
れます。福岡県の少年サポートセンターは、県内５
カ所の少年サポートセンターのうち４カ所は児童相
談所の中に併設されています。ですから、県警時代
はほとんど児童相談所の中で、児童相談所のケース
ワーカーさんや心理士さんや嘱託の弁護士さんたち
と一緒に、子どもたちの支援をしてきました。そん
な時期を22年ぐらい過ごしてきましたが、この22年
の間に思春期の子どもたちの問題行動の出し方が変
わってきました。
非行は今、激減、子どもの少年事件はかなり減っ

ていると思います。行政なので、件数が減れば人や
お金が減るというのが常なので、小さな県から少年
課がなくなっていって、子ども、DV、ストーカー
対策と一緒になって生活安全課になり、この少年育
成指導官という職員も、警察官になるか事務職員に
なるか選びなさいと迫られる県も出てきています。
警察の中だけで子どもの支援をしていくということ
が難しくなっていくかもしれないという社会の流れ
があったことと、県警の中で二十数年働くと、私も
そろそろ数年後には管理職だという話が出てきまし
た。少年育成指導官の管理職は県警本部にポストが
あって、県内５カ所の少年サポートセンターの統括
業務をするのですが、そこに座ることになってきて、
できるかなと思いながら、年々そこの年に近づいて

いきました。令和３年に体を壊して入院する時間が
あって、その時に自分の人生を考える時間ができて
しまって、このまま公務員の波に乗って、やりたく
ない仕事とか言ったらいけない大事な仕事なのです
が、でも私が一番やりたいことは、困った子どもと
親の真ん中で一緒に悩み、考える生活でしたから、
１回しかない人生だから好きなことをやろうと決め
て、学校現場にソーシャルワーカーやカウンセラー
のポストがたくさん増えてきたということもあっ
て、わがままを言って令和４年に学校現場とか施設
にフィールドを移しました。
福岡県の弁護士さんとは、児相の弁護士さんもで

すが、少年事件とか子どもの権利擁護の活動をされ
ている弁護士さんとケースを共有したり、飲み会を
したり、仲良くさせていただいていて、とっても大
事な仲間だと思っています。今日は、全国のさまざ
まな付添人活動や、子どもの権利擁護の活動をされ
ている弁護士さんたちと時間を共有できるというこ
とで、とても楽しみにしています。
私が、職業人の間に一番長く関わった子どもたち

というのは、主に非行少年と呼ばれる子どもたちで
す。私が、平成13年に県警に就職して出会いが始まっ
た当時の非行少年というのは、髪を金髪にして、だ
ぼだぼ服を着て、ズボンを腰まで下げて、肩で風を
切って、尖った目をした、そんな子どもたちでした。
いくら私が傷ついた子どもたちを救いたいと思って
も、出会いが始まった子どもたちは大人のことが大
嫌いで、大人から遠ざかろうとする。私がこんにち
はと声をかけても、返ってくる言葉は、うざい、き
もい。携帯番号を聞いても、国家権力には教えたく
ないとか言われるのが落ちで、出会いは拒否と拒絶、
強い反発心から始まります。いくら私が、救いたい、
助けたいと思っても、相手は全く支援を求めていま
せん。普通、相談機関は困った人が相談に行く場所
です。ニーズを持ってきてくれるのですが、そのニー
ズのない全く困っていない子どもや保護者と関係を
作っていくということは、とても難しくて、正直私
は、あれ、なんかちょっとずれたかな、やっていけ
るかなと思いながらこの仕事が始まりました。家出
であったり薬物であったり、窃盗、暴行、暴走など
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で、拒否されながらも、彼らの起こす問題行動を止
めるのが私の仕事なので、一人ひとりの子どもたち
の家庭や、生い立ちにまで関わっていく中で私が気
付いたことは、例えどんな態度で、どんな服装をし
ている子どもたちでも、大人一人ひとりがしっかり
と向き合って関わっていけば、みんなおなじ、かわ
いい子どもなんだなということです。それからは、
あの子たちがかわいくてかわいくて仕方がなくなっ
て、外でブブンブンブンとバイクの音がしてくると、
我が子たちが小さい時は私の所に駆け寄ってきて、
こう言いました。「ママ、来たよ、ママの好きなお
兄ちゃんたち来たよ」と。どうやら我が子たちは、
ママはヤンキーが大好きだからこの仕事をしている
と信じていたようで、そう思われるぐらいに、私に
とっても関わる一人ひとりの子どもたちが、かけが
えのない存在になっていきました。私が子どもたち
とどのように関わっていたのかということを、2020
年に『プロフェッショナル』という番組で密着して
いただいた映像がありますので、この映像の一部を
ご覧いただきたいと思います。

＜映像＞
この『プロフェッショナル』は、警察判断で全員

モザイクだったのですが、本人たちは、たいそう出
たがって、「なんで俺たちだけモザイクなんだ」と
怒っていました。「私の講演で使っているから」と
言って、全て本人と保護者の方から了解をもらって、
このお気に入りの写真を使わせてもらっています。
実はこうやって一緒に写真を撮っていると、周りに
はたくさんの制服を着た警察官が警戒という名の下
に取り囲んでいるのですが、仲間の警察官たちから
「堀井さん、堀井さん」って呼ばれた私が「何何？」
と言うと、「ちょっと堀井さんの仕事、何だったっ
け？」と言われて、「立ち直り支援ですけど」と答
えると「あれ、全然立ち直ってない。あんなかっこ
して集まらせて」と言われるのです。私だって、こ
の子たちがどこにいるかわからないぐらいの制服姿
やスーツ姿で現れてくれたら、どんなにうれしいか
と思います。でもこの子たちが、こうやってたくさ
んの大人から白い目で、眉をひそめて「あいつらっ
て！」と思われながらも、こんなかっこして集まら

なければならなかったのだとしたら、それは私のこ
の子たちへの仕事が足りなかったのだと、自分の仕
事を顧みることはあっても、この子たちだけの責任
に押し付けることはできないと思います。
思わず大人が眉をひそめて見たくなる子どもの行

動の全てには、子どものSOSが込められています。
たくさんの人に見てほしい、自分の存在に気付いて
ほしいという行動が、非行や服装や態度に表れてき
ます。私は、そんな子どもの心のSOSに気付くこと
のできる社会の大人が求められていると思います。
ちなみに、この左側の写真と右側の写真は、同じ

子どもたちの写真です。左側が中学校３年生の時に
卒業式が終わって集まったもので、福岡のちょっと
した文化のようになっているのですが、同じ子たち
の右側が５年後の成人式に写った写真です。私は、
非行の立ち直りということを考えた時に、行政なの
で転勤があったり年齢制限があったりということが
あるのですが、同じ人間が長く関わるということが、
子どもたちの立ち直りにはとても重要だと思います
が、行政というものはぷつぷつと切れて人が代わっ
て、支援がなかなか継続できません。でも、私は長
く関わることが大事だと思っていたので、福岡県警
で自分が前に勤務していたサポートセンターで関
わっていた子たちが何か問題を起こした時には、上
司に「ちょっと管轄は違うけど、今日はあっちに行
かせてほしい」と言ったら上司は、「そんな、前の
所のことまでしたら大変になるよ」と言われました
が、人に関わる支援をする仕事は、「後任の人はこ
の人だからよろしくね」と大人の事情を子どもに押
し付けても、すぐ関係ができて心を許していろいろ
話が聞けるかと言えばやはり難しいのです。それが、
行政で支援していくというところの一番の壁だと思
います。上司から「大変になるぞ」と言われても今
の時点で大変になってないわけですし、大変になら
ないかもしれないとか、「そっちの可能性もあるの
だからやってみましょう、大変になったら考えます」
ということを掛け合うと上司も考えてくれて、「一
応県の職員だし同じ福岡県内だし、いいか。行って
こい」という感じで割と柔軟に現場の支援者である
私の意向を汲み取ってもらいながら支援を行えてい
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ました。こういった支援機関の柔軟性のようなもの
も行政には求められていると思います。そうやって
関わる中で、私は公私の区別を付けることがとても
苦手なので、この子たちに自宅もばれて、休みの日
にはこの子たちが大量の肉を買い込んで、わが家に
なだれ込んできて、わが家の庭で全身の入れ墨を出
してバーベキューしてくれたり、近所の人も私の仕
事のことはわかっているので、「また昨日すごいの
が来ていたね」と言いながらも温かく見守っても
らっていました。こうやって、たくさんの子どもた
ちと関わっていく中で私が気付いたことは、子ども
たちの問題行動は、その子たちが悪いと捉えられが
ちですが、全てが親や周囲の大人に向けて発してい
るメッセージ、SOSだということです。問題行動を
起こしている理由を探すことが私の仕事です。思春
期になって、子どもたちが起こす問題行動のエネル
ギーはとても大きく、家庭や学校や地域や警察、裁
判所を巻き込んで、子どもたちはサインを出してい
るわけです。でも、子どもたちは何も思春期になっ
て突然この問題行動を起こして、サインを出し始め
ているわけではありません。子どもたちは、実は小
さい頃から大人が困る行動を通してサインを発して
います。私は、令和４年に学校現場にフィールドを
移す時に、小学校に多めに行こうと思って仕事を組
みました。それは、主に非行に対する支援をしてき
て、少年も後期の子たちと関わることが多い中で、
もっと早くこの子に出会っていたらとか、もっと早
くこのお家に支援が入っていたらという思いが募っ
ていたからです。その時、県警の仲間たちに退職し
たら小学校を多めに行くという話をしていたら、そ
もそも辞めるのをやめたほうがいい、小学校もやめ
たほうがいいとみんなから言われて、なぜ？と聞く
と、ヤンキーに会えなくなるよということでした。
そんなにヤンキーが大好きなのにヤンキーに会えな
くなったら絶対に物足りなくなると言われました。
だから、小学校とかやめて、荒れた学校に行ったら
いいとみんなから言われたのです。
でも、今は小学校をメインに回っているのですが、

実際に行ったらどうかと言えば、盗みはある、暴力
もある、OD（オーバードーズ）・薬物、リストカッ

トに性加害、小学校のトイレで男の子が女の子に性
加害を行うなど、全部が小学校に詰まっていました。
ですから、警察を退職して小学校をメインで組んで
みても、サポートセンター時代と全く同じ内容の相
談を受けているのです。非行というと思春期のもの
というイメージがあるのですが、実はもう小学校の
頃から非行も起こっていて、子どもは小さな時から
サインを出しているのです。ただ違うのは、小学生
ぐらいだと、怒れば泣くし反省します。なんだかわ
かったような感じになります。ですから、指導され
て終わりということが、ずっと繰り返されてきてい
るように感じます。
例えば、少し前に、スシローの事件がありました。

動画を撮って、それを投稿するというものです。そ
れで業務妨害とか大炎上した事件ですが、ざっくり
言ってどんな事件だったかというと、つい乗りで、
遊びのつもりで悪気なくやったことが大事になった
という事件だと思います。あの子たちは、多分初め
てではなかったと思います。私は子どもと関わる大
人として、また私たち、子どもと関わる大人の手の
中を擦り抜けて、ああいうことをやってしまう子ど
もをまた出してしまったと、子どもと関わる大人と
して責任を感じるのです。
あの子たちも絶対に初めてではなかったはずで

す。ああいうことをする前には、小学校の頃から似
たようなことがいっぱいあったはずです。例えば、
私が行っている学校で、下校中に川土手に紫色の実
がいっぱいなっていて、その紫色の実を取ってマン
ションの壁に投げたら紫色が付いて、それが面白
かったから３人で取りまくって、投げまくって、マ
ンションの壁一面を紫色に染めたということがあり
ました。管理会社から学校に電話がかかってきて、
防犯カメラに３人のランドセルを背負った男の子が
映っているということでした。誰なのか確認をして
ほしいという電話で、下校中のことなので先生たち
が行って確認をすると、誰だったかがわかったので
家庭の方を呼んで、子どもを指導して、家庭の方は
管理会社に弁償しました。私はこれがスシローさん
の事件だと思うのです。つい乗りで、遊びのつもり
でやったことが大事になってしまったというもので
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す。これを止めてあげられないから、思春期に同じ
ことを繰り返してしまっているのです。だから私は、
このことを職員会議で聞いた時、紫色の実は投げて
はいけないということは、この子たちは体験で学習
したかもしれないけれど、つい乗りで遊びのつもり
でやったことが大事になったということの止め方
は、まだ学べてない。駄目だよ、考えなさいと言っ
ても、どうやって考えて、それをやらないで生活す
るのかということはわからないのです、それはやっ
てはいけないよということを、みんなは一生懸命に
教えるのですが、私が関わるほとんどの子どもたち
は、「物を盗んだらいけないと知らなかった？」と
聞くと、「知らなかった」と言う子はまずいません。
やってはいけないことはわかっていて、それでも
やってしまう子どもたちに大人は一生懸命「やった
ら駄目」と言い続けているのです。止め方を誰も教
えてあげられてないし、そもそも、どうしてその子
がその行動を取らなければならなかったのかという
理由を、誰も確かめようとしてあげてない、見立て
てあげられていないので止められなくて、そういう
子どもたちを出してしまっているのです。
ですから、やはり小さい間に、問題行動をサイン

として受け取ることができる大人が増えていくとい
うことが大事だと思います。幼稚園、保育園にも、
本当はカウンセラーやソーシャルワーカーが必要な
のではないかと私は思うようになりました。幼稚園、
保育園でも、お友達の本を無理やり取ってしまうと
か、ほっぺたをびーっと引っ搔いて傷つけてしまう
など、そういうことが起こっています。それは駄目
なのだと話をして、お母さんが迎えに来られた時に、
「今日、この子がお友達に怪我をさせてしまったの
で、言い聞かせておいてください」というようなこ
とを言うだけでは誰もサインとして受け取れていな
いのです。
でも私は、幼稚園、保育園が、そういうことを知

らないから、わかんないからやっているのではない
かと思うのです。「お友達のほっぺたを傷つけるこ
とは、やってはいけないことだよ」と園では子ども
たちに話しているので大丈夫だと考えるのではなく
て、この子の心の充電が足りてないのかもしれない

とか、なんだか満たされてないのかもしれない、そ
のサインとして出ている行動ではないか、「今日、
おうちでハグハグ、ぎゅーっとして、よしよしして
あげる時間をいっぱい持ってください」と言って帰
してあげることができれば、子どもの行動をサイン
として受け止めて、怒るだけではなく、本当にその
子が問題行動を起こしている理由をケアすることが
でき、子どもの問題行動を止めていくということが、
小さい頃からできるのだと思います。
日本では、問題行動が起こったら悪いことだから

怒る、指導する、もう一回やったらまた怒って指導
するという繰り返しだからよくならないのではない
かと思います。どうしてその子がその問題行動を起
こしているのかという見立てをしっかり立てて、そ
して、必要な関わり、その子が問題行動を出してい
る根っこの治療をしていくことが、子どもの非行を
止めていくためにとても大事なことだと思います。
非行支援に必要なことは、見立てを立てる、なぜこ
の子が問題行動を起こしているのかということの見
立てを立てる。ほとんどの子どもの問題行動は、何
かしら親に伝えたいメッセージ、見てほしいとか、
構ってほしいとか、わかってほしいということが込
められているので、子どもだけいくらいじってもよ
くならないのです。保護者を変えていく、保護者に
わかってもらう。子どもは、一番わかってほしい人
がわかってくれるまで問題行動を続けるので、その
一番わかってほしい人にわかってもらえるように、
保護者にアプローチしていくということがすごく大
事だと思いますので、私はこの保護者支援というと
ころをかなり念入りにやるようにしています。
もう一つ、非行支援で大事なことはアウトリーチ

です。最初に言ったようにニーズがない、困ってい
ない。「俺、困っているんです、やめたいんです」
と言ってくる子どもはまずいません。非行は減って
いますが、不登校になって家でひきこもりになって、
家庭内暴力などの家庭内の事件の相談はすごく増え
ています。それも同じなのですが、行かないと相談
を受けられないです。ひきこもりの子に私が部屋の
前まで行って、「相談に来たよ」と言っても、向こ
うは相談することはないし、会いたくないのです。
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ですから、ここに書いているアウトリーチというの
は、単純に、物理的に訪問をするということだけで
はなくて、相談意欲、動機付け、支援を受け入れる
とか、支援の関係を築くところにも働きかけ、アウ
トリーチしていかないとうまくいかないものが非行
支援です。もともとニーズがない、だから行政でも、
この家はニーズがないから相談を打ち切っていいの
ではないか、困ってないから支援は要らないでしょ
うと、ケース会議や現場では検討されることが結構
ありますが、ニーズがないということが一番のニー
ズなのです。私の中では困っていない、支援を受け
入れないというのは、トリアージの一番上です。一
番支援しなければならない人ですから。ある程度つ
ながってこられる人たちというのは、いろいろな支
援を受け入れられるし、いろいろな人につながって
いくからどうにかなっていくのですが、このニーズ
がない家に、どうやってアプローチしていくのか、
訪問だけではなく心の中にも入っていくアウトリー
チが必要だと思います。
それから、多機関連携です。どこか一つの機関で

子どもを支えるということは難しいので、この多機
関連携が必要になりますから、チームをいかに柔軟
に作っていけるかということが大事になってくると
思います。まず、なぜ子どもがその問題行動を起こ
しているのかという見立てを立てて、保護者にどう
アプローチしていくのかを考えるとき、私は生育歴
を聞いていきます。この子の生い立ちをずっと聞い
て、乳幼児期から学童期を経て思春期へと子どもは
育っていくわけですが、その中で子どもたちは、大
人からさまざまな関わりを受けて育っていきます。
例えば、抱きしめてもらえる温もりとか、たくさん
気持ちをわかってもらえる喜びとか、たくさん構っ
てもらえる嬉しさとか、たくさん遊んでもらえる楽
しさなどです。こういうものを経験しながら子ども
たちは育っていきます。でも、私がここに書いたも
のは、私がプラスの関わりと呼んでいるものですが、
このプラスの関わりだけで思春期を迎えましたとい
う子はほぼいません。反対に、子どもたちはさまざ
まな家庭環境の中で、どんなことを経験しながら
育っていくかというと、叩かれる痛みとか、しつけ

と称して叩かれる、親の離婚や親との死別などに
よって家族の形が変わる悲しみ、それから自分の気
持ちをわかってもらえないつらさや怒り、いつも親
がそばにいてくれない寂しさなども経験しながら
育っていきます。この下に書いてあるのが、私がマ
イナスの関わりと呼んでいるものですが、このマイ
ナスの関わりとプラスの関わりが思春期に総決算さ
れます。総決算されてマイナスになってしまってい
る子が、激しい反抗期、問題行動として出すことに
なります。ですから、私が親御さんに説明すること
は、これまでのさまざまな出来事の中で、例えばこ
の時期にDVとか、離婚したとか、借金で大変だっ
たとか、お母さんが入院していて大変だったとか、
嫁姑で揉めていたとか、プラス・マイナスの出来事
がどれだけその子に降り注いでいたのかというこ
と、この子が今、こうやって問題行動をサインとし
て出しているということは、このプラスの関わりと
マイナスの関わりとではマイナスの関わりが大きく
なっている。だから、ここからはマイナスの関わり
をできるだけ減らして、プラスの関わりを増やして
いくことで子どもの問題行動を止めていきましょう
ということです。
思春期の総決算でプラスになった子は、その後、

その子の得意なもの、スポーツとか勉強を生かして
社会的に健康で自立した社会人になっていきます。
思春期までにマイナスになってしまったままの子、
大人になっても累犯とか再犯でずっと更生できない
人は、ずっとこのマイナスの関わりが社会から降り
注がれてプラスに転じないのです。みんながプラス
を注いでいった時に更生していくのです。非行の子
どもたちは、結構コミュニケーション能力が高い子
が多いので、社会に出て私より稼いでいる子もいま
す。それは、その子が頑張ったからとか、その子が
気付いたから更生していくのではなくて、周りの大
人がどれだけこのプラスを注げるかどうかです。だ
から、その子自身の問題ではなくて、周囲の大人の
関わりで、子どもはよくなることもあるし、よくな
れないことも起こるので、できるだけみんなでこの
プラスの関わりを、どういう形で注いでいくかとい
うことを、いろんな方法で支援を検討していくこと

■ 研修講演より ■

46



が大事です。この上のプラスの関わりは、結局、心
理とか福祉でいうところの愛着というものです。愛
着は心の安心と安全のことですが、今、多分先生方
が関わられている子どもたちの中でも、事件を起こ
して書類が来たら、発達障害だと言われていること
が結構あると思いますが、私は発達障害と言われて
いる子どものうち、かなりの割合が発達障害ではな
くて、愛着障害の子どもが含まれているのではない
かと思います。
愛着障害というのは、この上のプラスの関わり、

愛着の形成、愛着関係が少なかったこと、足りなかっ
たことによって起こる障害で、愛着障害の症状は発
達障害の症状とほぼ同じ症状です。粗暴になるとか、
共感できないとか、見通しが立たないとか、想像力
が乏しくなるとか、耳からの情報が入りにくくなる
ということです。今、発達障害と言われている子が
受ける検査は、症状をスクリーニングするものです
から、その子が愛着障害なのか発達障害なのか見分
ける項目はないために、その症状に対して発達障害
という診断が出てしまいます。ですから、私はかな
りの割合で愛着障害ではないかと感じています。
私たちの下へ来る子は、家庭環境でさまざまな出

来事があって傷つく体験をしている子たちです。複
雑性PTSDの症状になっている子は、発達障害の診
断を受けていても愛着障害だと感じる子もいます。
愛着を安定させていく支援を考えていくことで落ち
着いていくことがあるので、お母さんたちには、「プ
ラスの関わりが足りないことで、もしかしたら起
こっているかも」という話をします。ですから、私
が親御さんに提案することは、子どもには起きてい
る間に15分、心の安定のためにスキンシップが必要
だと心理学の研究実験でわかっているので、15分、
とにかくスキンシップをやろうということです。で
も、14歳を超えた男の子にお母さんがハグと言って
もなかなか難しいです。だから、非行の子、問題を
抱えている子は、早く性のステップを踏みます。若
年の妊娠や、早く結婚したりしますが、やはり愛着
のスキンシップが足りてないのだと思います。性的
なもので得られるものは、やはりスキンシップです
から、性の問題行動に走っていきやすくなるのです。

このスキンシップを１日15分、ハンドマッサージで
もいいから、バイトして疲れて帰ってくるとか、学
校から疲れて帰ってきたら、足をほぐしてあげると
か、なんかでスキンシップをとにかく安定させてあ
げるといいと親御さんに話しています。
子どもが小さい頃であれば、しっかりとベビー

マッサージを寝る前に15分しましょうと話します。
すると今度はお母さんから、「実は私は抱きしめて
もらったことがないし、そうやって関わってもらっ
たことがありません」という人がとても多くいます。
幼稚園・保育園でも言われて、頭ではわかっている
けど、もう子どもに触られただけで鳥肌が立つとか
いうお母さんもいます。私は、親だから子どもを愛
して当たり前だとは思っていませんし、お母さん自
身がしてもらえなかったのに、お母さんにだけやっ
てあげようというのは、やはり酷だと思います。で
も、子どもには必要なのです。そういう時には、例
えば幼稚園、保育園でも学校でも私たちがいっぱい
ハグして、ハイタッチして、握手して、この子に必
要な15分を学校でもできることを増やしていくの
で、「お母さん、お家で５分は頑張れる？」という
ように伝えます。「うち、子どもが３人いるんですよ。
１日15分やったら45分かかります。その45分が私に
はもうきついんです」と言われるお母さんもいます。
私は、子どもが親からもらう量というのは決まって
いると思います。だから、無理だからと言って注が
なかったら後でどーんと取らないといけなくなりま
す。「お母さん、無理だからってやらないと、結局
今日も仕事を休んで時間を取って、こうやって学校
に来て私と面談しないといけないじゃないですか。
だから、お家で注いでいれば仕事を休んで私のとこ
ろに来なくてもよくて、警察署に呼ばれるとか、裁
判所に行くとか、そういう時間が省けますよ」と言
います。だから、子どもが満たされるようにではな
くて、お母さんを支援する、お母さんを助けるため
にやってみたら楽になるということを伝えていくの
です。
目を合わせるとか、名前を呼ぶ、これも心理学の

実験で子どもの心の安心と安全にとても効果がある
と言われています。お家で目を合わせて、名前を呼
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ばれた回数と心の安定が比例しているという結果が
出ているので、全ての行動の前に名前を付ける。サ
エちゃん、ご飯、サエちゃん、お風呂、サエちゃん、
寝よう、というように全ての行動に名前を付ければ
いいだけですと伝えます。寝る前に何も用がなくて
も、サエちゃん、サエちゃんって、いっぱい名前呼
んであげることで愛着が満たされて子どもの粗暴性
が落ち着いていくということがあるので、「とにか
く集中して３カ月。お母さん、頑張ってみよう」と
伝えます。
福岡県には、事情を知った上で非行の子を雇って

くださる協力雇用主会があるのですが、福岡で有名
な野口石油の野口社長という方は、70歳を超えても、
「何々ちゃーん」と言って、握手をしてハグをして、
目を合わせて、ほほ笑みかけるというコミュニケー
ションを地でやっています。やはりこういうものを
自然とコミュニケーションの中でやっている人は、
子どもからの信頼を得やすいですし、関係が作りや
すいと思います。家庭の中でこうしたことが増やせ
るようにお母さんをサポートしていく、子どもたち
の安定を図っていくということが大事だと思いま
す。なぜ子どもがその問題行動を起こしているのか、
生育歴を聞く中で見立てを立てて必要なものを注い
でいくということを支援としてやっていくのです。
子どもたちが大人から受けている主な関わりは、

この「６大関わり」と私が呼んでいる、怒る、叱る、
諭す、泣き落とす、約束をする、環境を除去すると
いうことです。子どもたちは主に６個の関わりを受
けてくるのですが、最初に言ったようにこの６個と
いうのは、それをやってはいけないということを、
ありとあらゆる方法で大人が一生懸命伝えるための
行動です。わからないでやっているという子はほぼ
いません。幼稚園、保育園、小学校の低学年の間に
一過性でやってしまったとしても、大人から駄目だ
よと言われたら駄目なのだと学んで終わる子もたく
さんいます。しかし、何度も何度も大人から関わり
を受けているのに、それでも繰り返しやってしまう
子に対しては、やってはいけないことなのだよとい
うことを伝えてもよくなりません。そこには、必ず
しなければならない理由があるので、そのしなけれ

ばならない理由を調整してあげなければ、子どもた
ちの問題行動を止めることはできないのです。６個
目の環境を除去するということはどういうことかと
いうと、例えば、ここでは非行グループと一緒に行
動して悪いことをするから引っ越すとか、お財布の
中からお金を持っていくので、お財布を隠して寝る
とか、リストカットをするからカッターナイフを取
り上げるなどのことです。その子が問題行動を起こ
している理由、根っこのところのケアには時間がか
かるので、できない環境にすることで、子どもの問
題行動を止めるという一時的なものとしては意味が
あるのですが、環境を除去し続けることはできませ
ん。財布が目的であれば、お母さんの財布をいくら
隠して寝ても、お父さんの財布になったり、おじい
ちゃん、おばあちゃんになったり、きょうだいになっ
たりします。もう日本中にいくらでも財布はあるわ
けで、リストカットをする子のカッターナイフをお
母さんたちがいくら取り上げても、最後はお菓子の
グミの袋を破った端っこでも切るのです。ですから、
環境を除去し続けることはできません。そこにカッ
ターナイフがあっても、取らない、切らない子にし
てあげなければ意味がないので、この環境を除去す
るというのは、一時的にケアがきちんとされている
のであれば意味がありますが、環境を除去して安心
している子というのは全然よくならないのです。例
を挙げると、盗みはとてもわかりやすいサインです
し、盗みは割と早い時期から出やすい子どもの問題
行動です。初発型非行と言われたりしますが、盗み
の相談を受けた時に必ず探していくことは、この子
の寂しさは何だろうということです。寂しいと心に
ぽっかりと穴が開いています。本来この穴を埋める
のは、家族の関わりや愛情です。しかし、さまざま
な家庭の事情によって、この家族の関わりや愛情で
心の穴が埋まらない子は、開いたままでは生きてい
くことができないので、自力でこの心の穴を埋めよ
うとします。この心の穴を埋めるのに格好の代償物
になるのが、物やお金です。例えば今日、「皆さん、
研修お疲れさまでした」と５万円ずつ、通帳に振り
込まれるとなったら、心が元気になりませんか。こ
の研修頑張ろうと思います。そうやって物やお金は、
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人の心に元気を与える効果があるのです。家族の関
わりや人との関わりで心が満たされていれば、心は
元気になるので、物を取る必要はありませんが、家
族の関わりや人の関わりで心の穴が埋まらない子
は、開いたままでは元気がない、生きていけないの
で、どうにかして自力で自分の心を元気にするため
に物やお金を取るのです。でも、物やお金を取って
元気や、多幸感が得られるのですが、それは本物の
愛情ではないので、時間の経過とともに流れ落ちて
いってしまいます。また開くから、また取らないと
いけない。クレプトマニアと言われていますが、繰
り返し繰り返し取ってしまう人というのはこの穴が
埋まってないので、取れないようにいろいろ環境を
除去しなければなりません。怒って叱って約束して
も、止まらないのです。この開いている穴をどうやっ
て埋めていくかを考えていかないと止められないの
です。
ある高校２年生の男の子が家出中に盗みをして警

察署に連れて来られました。家出人の捜索願が出て
いる子で、警察官が一生懸命本人から話を聞いて、
「家出人の捜索願が出ているから家庭に連絡するよ」
と言うと、「家に帰りたくない」とこの子は言いま
した。なぜ帰りたくないのか事情を聞くと、お父さ
んから鉄パイプのようなもので思いっきり体中に痣
ができるぐらい叩かれたり、正座を４時間ぐらい、
お父さんの説教が４時間ぐらいエンドレスで続い
て、足がしびれてちょっとでも動いたら余計怒って
長くなる、だから家出をしてお腹が空いて万引きを
してしまったということでした。確かに盗みは駄目
なことですが、盗みをしなければならない家庭の事
情が必ずあります。多分皆さんが今まで出会ってき
た子たちの中にも、非行をしたけれど、かなり家庭
で苦しい思いをしていたお子さんがいると思い
ます。
加害者の被害性ということも言われていますが、

被害体験がたくさん積み重なって、最後に加害する
立場になる場合があります。この子は、警察に捜索
願が出ていたので家庭に連絡して帰ったのですが、
その時点で痣はありませんでした。もう小さい頃か
ら叩かれてきたので、その時にはどうすることもで

きないということと、本人は、児童相談所に行くこ
とは拒否でした。なぜかと言えば、中学校の頃から、
何度も中学校が児童相談所に通告していたのです。
そうすると、児相が学校に来て本人と話をします。
親からも話を聞きたいと児相から言われて、児相が
お父さんから話を聞くとお父さんは、「この子が悪
いことをしているからやっているんだ」と、暴力を
正当化します。最後に児相からは、いつもお父さん
と同席して被害確認をされる、「この子はこう言っ
ていますがどうですか」とお父さんが聞かれる。そ
うすると、お父さんに叩かれると言えばもっとぼこ
ぼこにされるから、お父さんの前では「いや、嘘で
す」と言って家庭引き取りになるということが、中
学校の頃から繰り返されていたようです。学校では、
叩かれているということを児相に連絡すると、嘘
だったということになるとはどうしてだろうという
感じです。まさかお父さんと同席で本人の被害を確
認しているとは誰も思ってなかったので、この子は
嘘つき中学生のようになっていたらしいのです。高
校で定時制高校に進学した時に、高校の先生が、家
が辛いから家出をして逃げていた、だからこの子を
支援しないといけないと思うという連絡を受けて、
私が会いに行きました。私は、そんな家で我慢して
生活するなんておかしいから、児相に行こうと何度
も言いましたが、「児相には絶対に行かない」と言
い張りました。お父さんの前で被害確認をされて、
「どうせ俺は言えない。なかったことにされる、そ
れは無理だ」と言うのです。だから、お父さんの前
で言い分の確認をしないということを児相に約束し
てもらうから、児相に行こうと説得しました。事前
に児相に確認したら、ケースワーカーは変わってい
ましたが、確かにお父さんの前で被害確認していま
した。誰が犯人の前で、「この人がやりました」と
直接言えるのか、まして子どもが絶対的な関係の中
で開示できるわけがないということを理解してもら
い、被害確認は絶対にしないということと、お父さ
んには絶対に会わせないことを約束して一時保護と
なりました。前回の保護の時も、中学校からの通告
で保護の時も、お父さんが児相の執務室のケース
ワーカーたちの机を土足で暴れ回って歩き回ったと

■ 研修講演より ■

49



いう記録が残っていました。土足で児相の事務所の
中、机の上を歩き回るような父親の下に、なぜ帰し
たのかということも疑問でしたが、本人が帰りたい
と最後は言ったとかいう話になっていました。本人
が会いたくないと言ったら絶対会わせないからとい
うことを約束しました。その後、家庭に連絡を入れ
ると、噂のお父さんが来るぞと構えて待っていたら、
30分後ぐらいには廊下から声が聞こえてきたので来
たとわかりました。幸いサポートセンターには、私
たち専門職の他にも私たちと組んで支援をする警察
官が３人配置されているのですが、「おらー、うち
の子どもはどこだー」と近づいてくる声を聞いたら、
さすがの私も恐怖を感じました。私が保護してきた
のだから、お父さんと対峙して説明しないといけな
いと心の準備をするのですが、足がすくみました。
すると、警察官が前に出てくれて、ドアの前でお父
さんと警察官が顔を近づけて睨み合っていました
が、そこから夜中の２時までお父さんは子どもを返
してくれるまで帰らないと言って大暴れしていまし
た。こちらはみんなで、子どもとは会わせられない、
帰せないとずっとお父さんと押し問答して、結局お
父さんに帰ってもらって、守り切れて保護できまし
た。そして私は、子どもに会いに行って、「今、お
父さんは帰ったよ」と夜中の２時に行くと、子ども
はお父さんと会わされるんじゃないかというのが怖
くて２時まで眠れずに一人で待っていました。「も
う帰ったから安心して寝ていいよ」と言うと、やっ
と安心して眠りにつきました。
その後、この子は「絶対に家には帰りたくない」

と言っていたので、児童福祉法第28条の申立も検討
したのですが、お父さんは家に帰ってこないなら学
校をやめさせる、修学旅行は行かせないと言ってい
たため弁護士と相談し、この子自身を申立人に親権
停止を申立て、継父だったので離縁して、本人の契
約で自立援助ホームに入所しました。
この子は、今までに盗みを何度してきても、大人

は、「もう盗んだらいけないよ」という指導をしたり、
この子も悪いという考え方を持ちます。しかし、そ
もそも盗んでいるということは、家庭に何かあると
いうことですから家を改善しないといけない何かが

あるということです。この子は援助ホームに入って
から、自分も子どもを助けられる大人になりたいと
福祉の大学に行っています。
子どもの問題行動だけを見るのではなくて、その

家庭の中に子どもが困っている、支援しなければな
らない問題が必ずありますから、問題行動を起こし
た時というのは、その家庭に介入していく大きな
チャンスなのです。基本は、先ほどの表のように保
護者にわかってもらえるようにアプローチしていく
ことが初期段階です。まずは、子どもが一番わかっ
てほしい人にわかってもらえるように支援していく
のですが、それでもわからない親もいます。頑張っ
ても伝わらない親だと判断すれば、子どもを家庭か
ら自立させていくための支援、子どもを守る支援に
切り替えることになります。
私は、もともとは児童福祉のフィールドベースの

人間で、たまたま入った所が警察で、司法とか、非
行、犯罪ベースの人たちと一緒に仕事をするように
なって感じることは、非行も児童福祉問題だという
ことです。ですが、非行になると司法に移ったから
児童福祉はもう終わり、保護観察所、家庭裁判所や
保護司さんにと分断が生まれているということを感
じますが、実はつながっているのです。私は、非行
で保護観察所が加わってきたり、家庭裁判所が加
わっても、児相の支援、児童福祉の支援は続いてい
くと思っていて、だから一緒にやっていくというイ
メージがとても大事ですが、日本は比較的、ケース
引き継ぎのイメージが強く、非行の支援と児童福祉
の支援が分断されているので、ここをつなぐ人が必
要だと思います。私は児童福祉のベースで司法に
入ったことで、そこのインターフェースになれるの
ですが、弁護士の先生たちも、もともとは司法がベー
スです。児相弁護士だから、逆の視点からのインター
フェース、児童福祉と機構をつないでいって、一緒
にやるということを伝えていける、どちらにも伝え
ていけるインターフェースになれる存在だと思いま
す。一時的にはいろいろな司法手続きがあると思い
ますが、最終的には支援につなぐという視点がない
と、なかなか子どもの再犯を止めていくことは難し
いと思います。
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家庭環境を調整した後、子どもに行うことは認知
行動療法で、少年院や保護観察でも認知行動療法プ
ログラムによって、やめていく方法を子どもたちに
伝えていきます。きちんとやるべきこと、治療的な
ことをやっていかないと、非行は止められないとい
うことを、いろいろな大人と共有していくことが大
事だと思います。
私は、全ての問題行動にメッセージがあって、例

えば暴走だと、ブブンブンブンという音は、「俺は
ここにいるよ」ということを気付いてもらうための
行動で、見てもらうことが足りていないのだなと思
います。「俺はここにいるよ」とみんなに伝えてい
るのだなと思いながら聞いていると、ある時にその
バイクの音で子どもの気持ちがわかるようになって
きたと職場で言ったら、「とうとうおかしくなった
んじゃないか」と言われたりしました。バリバリバ
リバリと走っている時は、今日は何か嫌なことあっ
たんだとか、ブブンブンブンと楽しそうに走ってい
る時もあります。あの子たちは、そうやってメッセー
ジを発しているのです。
よく県警が取り締まりを行います。暴走取締月間

とか、暴走を撲滅させるポスターを募ることもしま
すが、私はいつも交通課の人に、本当にやめさせよ
うと思っているとは思えないと言っていました。や
めさせたいのなら、走るところは決まっているのだ
から検問をするのではなくて、テントを４張りぐら
い張って、ここはおでん、ここにラーメン、ここに
UNO、ここにトランプというようにして、ブブン
ブンブンと来たら、「おいでおいで」と言って、ラー
メンを食べさせて、おでんを食べさせて、UNOを
やって、トランプもやって、話を聞いたら、帰りは
みんながバイクを押して帰ります。取り締まりや、
排除、検挙では止められないと私は思っていて、そ
の子たちが何を理由にその行動を取っているのか、
そこにフィットした支援をしていかないといくら
怒って厳しくわからせようと思ってもとまらないと
思います。だから、少年院とか鑑別所に親が面会に
行く時に、「ここでわからないと、また再犯して、
またここに入らなければならなくなる」とか、「少
年院に行って家に帰れなくなる」などと脅すことを

聞きますが、それではよくならないのです。たくさ
んその子の見てほしい、構ってほしい、愛してほし
いというそこにフィットしていかないと止められな
いので、暴走している子は、「お母さん、見てもら
い足りてないよ」と言って、見てあげよう、話を聞
いてあげようとしていくと、暴走する必要がなく
なってくるのです。
薬物を使う子は、ごまかしたい何かがあるのです。

忘れたい、考えたくない何かがあるのです。だから、
どうしてこの子が薬物を使わないといけないのかと
いうことを考えてあげないといけません。「自分に
１カ所でも、その人の前だったら素直に泣いて笑っ
て悲しめる、そんな人がいれば自分は薬物を使わな
かったかもしれない」と言ってくれた子がいます。
薬物を使う子には、その人が本当に素直に自分の話
ができる人をたくさん作っていくってことをしない
と、止められないのです。薬物乱用防止のプログラ
ムというのは、薬物を使ったってことを正直に言え
たことを褒める、評価するプログラムになっていま
すから、薬物を使ってしまったと言える人を、どれ
だけその子の周りに付けるかということが、薬物を
やめさせていくための方法なのです。駄目だよ、駄
目だよって言う大人を、いくら何人その子の周りに
付けてもよくなりません。だから、「薬物を使ったと、
よく正直に言えたね」という人を支援チームにして
いくことが大切なのです。
私は、非行の子は、どちらかというと足りなくて

問題行動を起こしていて、ひきこもりの子は、どち
らかというと過期待とか、過保護、過干渉で、もう
根腐れしてしまった子、疲れてしまった子だと考え
ています。普通、支援とは施すことが多いので、そ
れは得意なのですが、ひきこもりの子の支援という
のは乾かさないといけないのです。ですから、余分
なものをさせない支援、お母さんたちに余分なこと
をさせない支援をしていかないといけないので、そ
ういう意味では、支援というと何かしてあげたくな
るので難しさがあるのです。
それから、ひきこもりの子の支援のケース会議で

多いことは、ひきこもりと家庭内暴力は大体セット
になっているので、多くのひきこもりの子のケース
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会議では、行くことで刺激になって、その後の暴力
を誘引する可能性があるから見守っていくといった
支援方針が多く見られます。でも私は、この見守り
の支援ということはただの放置ですから、拒否され
ながらも、しっかりと入っていくことが大事だと思
います。
私が今まで行ってきた支援で、アウトリーチとし

てどのようなことを行ってきたかというと、出産に
立ち会ったり、非行の子の入れ墨を消すのを手伝っ
たりしてきました。山登りの写真はひきこもりの子
です。私がその子の部屋の前に行くと、この子は開
けて大丈夫という感じの子と、絶対開けられないな
という子がいます。どこが判断基準かと聞かれると、
いつも感覚でやっているから説明はできないのです
が、この子は開けることができました。部屋の中に
死んだハトとかヘビをビニール袋に入れていて、家
族は殺して連れてきたのか、死んだものを拾ってき
ているのかわからないと言っていました。私たちの
分野では、小動物虐待は重大事件の前兆行動だった
と後からわかることが結構あるので、死んだハト、
ヘビが家にあると聞くと、お母さんに人を殺したい
と仄めかしたりすることがあると言っていて、とて
も心配だという話になりました。この子のケースも、
行くことで刺激になって、暴力を引き起こしたりし
たら危ないから見守りすることになりましたが、見
守りはただの放置だから、行ってみて、この子の拒
否の反応を見て、拒否の反応を見なければわかりま
せんし、よくなる可能性もあるわけだから、そこの
よくなる可能性も捨てないように支援方針を立てて
いかないといけません。そして、私は行きました。
この子のところに行って、「お母さんから話を聞い
たよ。人を殺したいって言っているって聞いたけど」
と言うと、この子は私が部屋に入っていくと毛布を
かぶって隠れましたが、その毛布の中からくりっと
した目が見えて、それがモモンガのように見えたの
で、かわいい子だなと思って「かわいい」と言うと、
この子が話してくれたのは、「自分は、毎朝みんな
が学校に行っているのを窓から見る、昼夜逆転して
いて、窓から見て、みんなが学校行って、みんなが
当たり前にできていることが僕にはできない。僕が

生きている意味はなんだろうと思った時に、みんな
がやっていることができない僕は、生きている意味
を持つためには、みんなができないことをやるしか
ないって思った。だから、みんなにできないことは
人を殺すことだから、僕は人を殺さないと生きてい
る意味がないって思っているんだ」という話をして
くれました。そんなこと思っちゃいけないとか、そ
んなことないって言いたくなりますが、私は、自分
ももし同じ状況になったら、そうなるかもしれない
と思ったので、「それは自然なことかもしれない」
と言いました。そうなるよって、誰でもそうなるよ
と。自分が、みんなができていることができてない、
じゃあ、自分にできることは何だろうと思った時に、
やはりそういうことをするしか自分の生きている意
味はない、悪いことをするしか自分の存在価値を表
せないと思うことはあるよと。私は、お母さんたち
にも、この子にそんなこと考えちゃいけないとか、
そんなことないと言うことは、この子を否定するこ
とになるから、なるなるって、みんなで、その殺し
たい気持ちをたくさん言わせよう、共有しようと言
いました。「殺したい、殺したいよ」、「そうなんだ。
そうだね、なるよね、なるよね」と言いながら、２
～３年間、児相の人、心理士さん、ケースワーカー
と、みんなで順番に家庭訪問しました、毎回みんな
で行くと人的負担も大きいので、チームで３週間に
１回の家庭訪問をしていると、３年目ぐらいにこの
子が山登りに行きたいとか言い出しました。私は全
然体育会系ではないので、山登りなど１ミリもした
くはなかったのですが、この子がしたいと言うので、
児相の心理士さんと、まだ小さかった私の子どもも
行くと言ったので、ひきこもりの子が部屋から出て
山に登りたいと言ったら行くしかないとみんなで一
緒に山登りに行きました。
私たち現場の人間は、いろいろなツールを使いな

がら子どもたちの支援をしているので、ここにいろ
いろ写真を入れています。真ん中の写真で、洗濯機
を運んでいる写真があるのですが、非行の子の支援
で、最後の大きな山場というのは就労支援です。就
労していることが、再犯率にかなり影響することが
わかっているのですが、国は就労支援、就労支援と
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言いますが、この就労支援はとても難しいものです。
先ほども話した野口石油という所に就職した女の子
がいました。初出勤の日の朝、野口石油から私あて
に「来ていません」という電話がありました。前日
には、「明日頑張ってね」と言うと、「頑張ります」
と言っていたのに、電話をしても出ません。家に行っ
てみると、眠気まなこで、「緊張して眠れなかった、
朝方寝て起きられなかった」ということでした。今
から支度して行こうと言って、なんとか数時間働い
て終わって帰った頃に、「どうだった」と電話をす
ると、「楽しかった、すごくいい職場だった」と言
います。「よかったね、明日も行けそう？」と聞く
と「明日は行けるよ、楽しかったから頑張る」と言っ
ていましたが、翌朝、また野口石油から電話があっ
て「来ていない」と言われました。また家に行くと、
前の日に着たつなぎが部屋に干されていて、ぽたぽ
たとしずくが垂れていました。「これ、どうしたの」
と聞くと、親の反対を押し切って一人暮らしを始め
たばかりで洗濯機がないから、昨日着た制服をお風
呂で洗って手で絞ったけど絞り切れなくて乾かな
かった、だから行けないということで出勤できな
かったのでした。
就労支援するなら洗濯機も要るとなって、連携先

のリサイクルショップの社長に電話して、今一番安
く手に入る洗濯機は幾らですかと聞いて3,000円で
買って、３階まで警察官たちに運んでもらって、こ
の警察官は電気工事の資格を持っていますから、古
いアパートの壊れたコンセントを直して洗濯機を設
置してもらいました。
人によっては、なぜ警察官が洗濯機を設置しなけ

ればならないのかと思う人もいると思います。支援
とは、きちんとした仕事の枠がないので、どこまで
が仕事でどこまでがサービスなのか、その境界線が
とても曖昧です。しかし、幸い私が一緒に働いてき
た仲間たちは、私が要る、大事だと言ったことには
一緒に応援してくれました。こうやって生活の細部
まで整えていかなければ、立ち直りとか更生はとて
も難しいですし、いろいろな幅広い、きめ細やかな
支援を組み合わせていくことで、子どもたちが回復
していくということが非行の支援なのではないかと

思います。
このようなことをやりながら支援をしてきたとい

う私の実践のお話はここまでにしたいと思います。
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そして、日々の実践は人との関係性を中心に据え
たソーシャルワークであり、母と子の家族全体を支
援するファミリーソーシャルワークであるからこ
そ、自らのことのみならず自らの家族との関係性に
ついても、自分なりに理解しておくことが求められ
るということです。そのような支援者としての向き
合い方を整えておくことも共感にとっては大変重要
なポイントです。
母子生活支援施設は、言うまでもなく24時間施設

であり、生活実態の中に「母子の “声”」が飛び交っ
ている施設です。そこでやりとりされる日常会話の
「おはようございます」「おかえり！」といった簡単
な挨拶でさえ、立派な生活場面面接であり援助的コ
ミュニケーションと捉えられます。例えば、利用者
の母親が仕事に行かれるときに「いってらっしゃい」
と声かけする場面では、部屋の鍵を事務所内で預か
るときに窓越しに挨拶するのがよいのか、事務所か
ら出て母親の傍に行って、「寒いから気を付けて」「上
着もここで着ていかれたら」「雨降るみたいね、傘
あります？」というところまで寄り添った方がよい
のか。このような声かけ一つにおいても、支援経過
を捉えて、言葉かけの意味をアセスメントした上で
意図した声かけをされていることになります。そし
てそこでの反応を受けとめて次に活かしていくこと
や、言語的、非言語的両方含めて意図したコミュニ
ケーションを積み重ねていくことが共感的理解につ
ながります。

Ⅲ　母子生活支援施設の基本的支援の視点

共感的理解を捉えるために、まずは母子生活支援
施設における基本的な「支援の視点」を共有してお
きたいと思います。ここで示す視点以外にも支援の
視点は数多くありますが、ここでは特にソーシャル
ワークの「関係性」に焦点化しています。

１　パーマネンシーの視点
「パーマネンシー」という用語は、既にご存じの
ように2017年に取りまとめられた「新しい社会的養
育ビジョン」のなかで繰り返し使われていました。

そこでは「永続的な解決」と解釈されていましたが、
ここでは以下に示す畠山（2023）の定義を取り上げ
たいと思います。

子どもがこれからずっと続くと感じられる、将来の見
通しを持った育ちの保障である。子どもが自分に対
してコミットしてくれていると感じられる存在であり、
そこに所属していると感じられ、いつでも戻れる場
所であり、いつでも頼ることができると信頼できる１
人以上の人とのつながりである。それは周りの大人
ではなく、子ども自身が定義するものであり、社会
的・制度的に認められたものである。それはすべて
の子どもに対して社会が保障すべきものである。

子どもは成長するという課題を持ち続けている存
在ですが、その育ちを永続的に保障していくことが
パーマネンシーと言えます。ここで注目すべきは「子
どもが感じられる」「子ども自身が定義する」といっ
たように主語が子どもであり、子どもが主体である
ということです。すなわち、子どもが育ちの保障を
自ら獲得できていると実感できることが必要だとい
うことです。大人が一方的に与えるものではないと
いうことです。
母子生活支援施設の環境ではどうでしょうか。子

どもが身近にずっと続くと感じられる育ちを保障し
てくれる存在としての母親がありますが、母親との
関係性が不安定だったり、毎日の生活を回すことに
精いっぱいで将来の見通しまでもてる余裕のある家
庭は多くありません。そこを補っていけるのが「１
人以上の人」としての施設職員の皆さんとのつなが
りになるのだと思います。私は母子生活支援施設を
訪問しているときに、子どもたちが学校から帰って
くる場面に遭遇することがあります。職員の方々が
「おかえり」と１人ずつに声かけされている様子に、
安心感を覚えます。誰かが迎えてくれる環境がある
ことは、子どもたちにとってかけがえのない心の栄
養になります。だからこそ、子どもたちも本音で話
をしやすくなるのではないでしょうか。
パーマネンシーの定義で「子ども」が主語である

ことを強調しましたが、皆さんのケース記録の中に、
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子どもが主語で書かれている箇所がどれだけあるで
しょうか。また、子どもが話した言葉をそのままか
ぎ括弧（「・・・・」）で書かれているでしょうか。
子どもたちの口癖は記載されているでしょうか。
子どもがどのような場面でどのような表情でどん

な言葉を発したのかは、子どもの状態や母子関係、
きょうだい関係、友人関係、保育所や学校での様子
を知る手掛かりになる重要なアセスメント情報で
す。そして、私たち支援者が、それを切り取ること
で、「なぜそのような言葉を発したのか」を考える
機会につながります。共感する前に「なぜ？」とい
う問いをたてることも大切です。
より具体的に母子生活支援施設の支援における重

要な視点としてのパーマネンシー保障は、次の５点
に集約することができると考えています。
① �子どもと母親を分離しない家族維持のための

支援
② �子どもと母親との関係性に着眼した再構築支援
③ �産前・産後における母親と子どものいのちを

保障する支援
④ �子どもの育ちにおける安心・安全の基地を提

供する支援
⑤ �アフターケアによる子どもと家庭への切れ目

のない支援
「家族維持」「再構築」「命の保障」「安心・安全の
基地」「アフターケア」といった入所期間中のみな
らず、子どもが生まれる前から、子どもの命・存在
を認め、子どもが育つ環境を退所後も保障しつづけ
ていくことができる施設であると捉えることができ
ます。

２　アタッチメントの視点
２つ目の視点は「アタッチメント」です。ここで

は「安心感の輪（Circle of Security）注」の図が解
りやすいので、活用させていただきました。安心感
の輪の根っこである「安心の基地・安全な避難所」
に養育者である母親とともになれるような支援をし
ていく必要があるということです。施設そのものが
アタッチメントの基地として機能しているのかとい
うことでもあります。これは全国母子生活支援施設

協議会の倫理綱領にある「母と子の権利擁護」につ
ながる概念とも捉えることができます。
子どもは「安心できる基地」があるからこそ、様々

な探索行動に出向いていくことができます。様々な
冒険や挑戦を行っていけるのは心の支えがあるから
です。だから子どもは養育者に「いろんなことする
から見ていてね」「見守っていてね」「大好きって見
ていてね」「手伝ってね」「一緒に楽しんでね」と承
認と励ましと見守り、そして一緒に楽しんで共感す
ることを欲求します。その一方で、その探索行動が
うまくいかなかったり、悲しく情けなくなった時に、
「いまから行くからおいでよって待っててね」「守っ
てね」「慰めてね」「大好きって受けとめて」「気持
ちを落ち着かせてね」と辛さや悲しみ、情けなさや
くやしさに共感して無条件で受け止めてもらえる人
や場を強く求めていきます。この「くっつく行動」
がアタッチメントであると言われています。
私たちは成長過程でこのアタッチメントを身に着

けていきます。安心して戻ることができる場所やそ
こで迎えてくれる養育者がいるということを同時に
学習していくことで、長時間にわたって保育所や学
校で過ごすことができるようになるのです。また、
家族だけではなく、保育者や教員等にその役割を求
めることで、安定して過ごすことができるようにも
なります。
母子生活支援施設の利用者の方々は、この安心の

基地・安全な避難所を十分につくることができない
不安定な養育環境のなかで子育てをしてこられた場
合が多いのではないでしょうか。母と子の関係性や
母親が子どもたちにとってどのような存在であるの
かを観察する必要があります。母親を主たる養育者
として安心の基地・安全な避難所になれるようにサ
ポートしていくことが、子どもの育ちを保障してい
くことにつながります。母親にその役割を強いるの
ではなく、その一部でも担えるようにともに、子ど
もを支え受け止める存在として生活の場に居続ける
ことが重要な支援となります。ここでは探索行動を
母親とともに見守り、うまくいかなかった時にくっ
ついてくる子どもの思いを一緒に受け止め、それを
支え続けられるように母親の感情に寄り添っていく
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ことが求められます。
母子生活支援施設は、その機能がアフターケアに

も及ぶため、退所ですべて切れてしまうわけではあ
りません。また、退所後に困ったことがあればSOS
を発信できる先でもあります。長いお付き合いにな
るケースも多いのではないでしょうか。施設の行事
の納涼祭等で退所された方々が訪問されているのを
拝見することもありますが、まさしく安心安全の基
地に帰ってきてホッとされているような表情をお見
受けします。母子生活支援施設の「実家的機能」に
は、アタッチメント機能が大きく作用していると考
えます。そこには共感的理解があるからこそ、その
機能が発揮されるのだと思います。

３　ストレングスの視点
様々な研修でこのストレングスの視点は学んでこ

られたことと思います。「ソーシャルワーカーは、
クライエントの欠点ではなく、できることと強みに
目を向ける」ことや「あらゆる個人・グループ・家
族・コミュニティはストレングスを持っている」「あ
らゆる環境には資源がたくさんある」ことを理解さ
れていることと思います。また、日々の実践におい
て深刻な課題を抱えた利用者と向き合う中で、その
人の強みを発見し、逆に励まされる経験をされたこ
ともあるのではないでしょうか。私もある研修で「こ
の家族が母子生活支援施設にたどり着けたこと自体
が強み」との発言に感心させられたことがあります。
また、事例検討の場では「この家庭は生活リズム

が整っているんです」「金銭管理はしっかりとされ
て貯金も少しずつ増やしておられます」と家族の様
子をお聴きすることがあります。どうしても課題の
深刻さに目を向けてしまうなかで、今できている部
分に焦点化していくことの重要性を実感していま
す。強みは強みを生み出すからです。特に子どもは
得意なことを自他ともに認められるようになると著
しく成長していきます。共感と承認のポイントはあ
る意味同じなのかもしれません。
個別のケースのなかでストレングスは比較的見出

しやすいのかもしれませんが、コミュニティ（地域）
の強みはどうでしょうか。ご自身の勤務されている

施設のコミュニティや皆さんご自身が住まれている
コミュニティの強みをすぐに書きだすことができま
すか。逆に地域の方々は、自分が住んでいるコミュ
ニティに母子生活支援施設があることを地域の強み
として捉えておられるでしょうか。
ある母子生活支援施設でお世話になっている実習

生が、夏休みに子どもたちと近くの公園に遊びに
行った様子を報告してくれました。必ず公園にいく
時は手袋・ビニール袋・トングを持っていくのだそ
うで、思い切り遊んだ後に、子どもたちは当たり前
のように、公園と帰ってくる道のごみ拾いをするの
だそうです。それも拾ったものを分別してビニール
袋に入れるそうで、その手際のよさに驚いていまし
た。子どもたちは、ごみの分別や気持ちよく遊びに
いける場所を大切にする、ということを自然に学ん
でいるのだと思いました。また自分自身も地域の一
員であることを自覚していく機会になっているのだ
と思います。この話には続きがあって、その帰り道
に地域の方から「いつもありがとう！」と声をかけ
られたそうです。子どもたちは照れながらも「どう
いたしまして」と応えていたそうです。いつも見守っ
てくださる地域の方々との共感的なコミュニケー
ションはこうして生まれるのかもしれません。
母子生活支援施設の利用者の方々は、施設の近く

に退所後に住まれる場合が多い傾向にあります。子
どもの校区ができるだけ同じところがよいと思われ
たり、何かあれば施設に頼れる距離を考えてのこと
だと思います。すなわち、利用者にとって地域の公
園は将来の自宅の近くの公園になる可能性が高いと
いうことになります。地域のなかであらゆる資源と
つながっていることを意識しながら自分の存在を根
付かせていくことの重要性をこの公園の一コマから
学ばせていただきました。コミュニティの強みはこ
うして創造していくこともできるのだと思います。そ
れが利用者の将来に大きくつながっていくというこ
とをもっと意識していく必要があるように思います。

４　家族システムの視点
母子生活支援施設の支援は子どもへの支援、母親

への支援、家族全体への支援といったように多角的
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な支援がチーム力で支えられています。そこで必要
になってくるのが家族をシステムとして捉える視点
です。
岩間（2012）はソーシャルワーク実践における「家

族システム」について次のように示しています。

家族には力動（ダイナミックス）が働いていて、
プラスにもマイナスにも強く作用するということ
は、日々の実践でよく経験されていることだと思い
ます。例えば、母親の体調がよいと子どもも調子よ
く学校に登校できていたり、子どもが学校に行き渋
りをするときは母親の体調が不安定で家族全員が寝
不足だったり、食事が十分にとれていないこと等が
あります。できるだけ悪循環が生じないように支援
の介入ポイントを検討していくことが重要になって
きます。
母子生活支援施設に入所される方々は、あるシス

テムから離れ、新たな家族システムを築かれる場合
がほとんどだと思います。家族システムの中に暴力
や極度のコントロールが存在した場合には、離れる
ことにエネルギーを費やしてしまい、なかなか新た
なシステムをつくることが難しい場合があります。
ここに書かれているように「家族には今に至る歴史」
があって、その歴史を無かったことにするわけには
いかない状況下にあるのだと思います。
力動という意味では、急に母親が子どもたちをコ

ントロールし始めたり、面前DV下にあった子ども
が父親そっくりの支配的な言動を発したり、子ども
が急に甘えてきたり、我がままになったりという現
象が起こることはよくあります。新たなシステムに
移る、または築くことは困難がつきものです。ここ
に皆さんの支援が必要とされます。母親と子どもと

の新たな「ひとり親システム」をどのように築くの
か、そのプロセスに寄り添うことが求められます。
母親自身の育ちのなかで、必ずしも家族システムが
有効に働いていた経験をもたれている方ばかりでは
ありません。家族や家庭のイメージを持てない方も
おられます。家族としてのイメージを母親と子ども
が描けるように具体的に考えていく支援が求められ
ます。
家族システムへの介入は大変難しく、どこから関

わればよいのかと考えてしまわれることも多いかと
思います。家族間の連帯意識が大変強い場合もあり
ます。システム理論を背景としたアプローチとして
は、もっとも働きかけやすいところから介入すると
言われています。母親に直接関われなくても、比較
的に話ができる子どもに関わることで、一緒に居室
まで行くことや、内線がとられない場合でも手紙や
書類を子どもに託すこともできます。また、母子生
活支援施設の支援のなかで、大きな役割は連鎖的な
悪循環を断ち切ることだと考えます。特に子どもの
育ちに直結する衛生面や食事、睡眠においては、ご
み屋敷化や昼夜逆転、おやつ中心の不十分な食事等
の連鎖的な悪化は防止する必要があります。これは、
児童福祉施設として、子どもの育つ権利を保障して
いく使命があるからです。
システムへの直接的な介入は難しい場合もありま

すが、間接的に働きかけることも有効です。例えば
食事に課題がある場合は、子どもは学校の給食や保
育所での食事をしっかりと保障していけるように周
囲の社会資源とともに課題解決を図っていくことも
有効だと思われます。ごみ屋敷化は子どもたちの「当
たり前」になってしまわないようにすることが求め
られます。入浴や洗濯等との関連も含めて、子ども
の育つ環境として整えていけるように、子どもにも
少しずつ自らの整理整頓ができるようにサポートし
ていく場合もあります。子どもが過大な家事負担を
するヤングケアラーを創り出すのではなく、子ども
自身が生きていく力を備えられるように自分のこと
は自分でしていけるように代替的に教えていくこと
も重要な支援となります。その場合には、母親にも
子どもにも周囲の社会資源の担当者にも、なぜこの
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ような支援をするのかを、支援者として説明する責
任を伴います。

５　バウンダリーの視点
バウンダリーとは「境界線」を意味します。いか

なる権利侵害をも許さず母と子の権利擁護を倫理綱
領に掲げている母子生活支援施設では必要不可欠な
支援の視点です。日々の実践においては、支援の基
盤として意識されていることと思います。対人援助
といわれるソーシャルワーク実践において、援助者
としての自他境界線は、相手を傷つけない、自分を
守るという意味でも健全性を担保することにつなが
ります。
バウンダリーには、パーソナルスペースや触れら

れたくない、距離を保ちたいなどの「物理的」なも
の、自分の感情と他人の感情を区別することや感情
に流されないなどの「感情的」なもの、自分の時間
を確保する、無理な約束をしないなどの「時間的」
なもの、自分の考えや価値観を大切にすることや他
人の意見に左右されないなどの「精神的」なものな
どがあります。先に触れた自己覚知の内容と重なっ
てきます。例えば、日々の実践においては、母親が
急に話がしたいと面談を希望されることがあると思
います。しかし担当者が時間を十分にとることがで
きないときもあります。そのような場合は、緊急性
を鑑みながら、「話を聴くのは誰でもよいのか、担
当者でないと話せない内容なのか」「面談の時間を
○日の◇時間なら確保できるが…」と伝える等の対
応をしていくことで、利用者のバウンダリー意識を
促し、支援者の自他境界線を護ることにもつながる
と考えます。
また、この視点を大切にしなければならない理由

は、母子生活支援施設に入所される方々は、このバ
ウンダリーが曖昧な状態でおられる方が多い傾向に
あるからです。それは権力や暴力の支配下という極
度にバウンダリーが欠けた環境で生活を送ってこら
れた方が多いからです。子どもたちも育ちのなかで
面前ＤＶ等、バウンダリーの欠如した関係性を両親
や親子関係の中で目の当たりにして育ってきていま
す。「今の生活ができるのは誰のお陰だ、自分だけ

では生きられないだろ、言うことだけ聞いてそのと
おりにやっていたらいいんだ」といった極度のコン
トロールが家族の規範となってしまっている場合も
あります。被虐待経験のある子どもは支援者との距
離感がわからず、近すぎたり避けたりと、極端な行
動に出る場合があります。子どもの心身の育ちをア
セスメントしていくなかで、このバウンダリーの視
点は要となります。また、子どもたちが成長過程に
おいて、バウンダリーを学んでいく必要もあります。
自分を護り他者との関係性を築くにあたっての必要
不可欠な学習といえます。
母子生活支援施設では、子どもたちへの性教育プ

ログラム等で、バウンダリーの学びをする機会をも
たれていることが多いと思います。親子であっても、
家庭内のことであっても、バウンダリーを越えるこ
とは権利侵害にあたるということ、家族１人ひとり
の権利が護られるべきであるということを、母と子
が日々の生活で実感できることが重要です。母親に
も同じようにバウンダリーについて学ぶプログラム
を受ける機会が増えていくことを願います。

Ⅳ　包括的アセスメント

１　アセスメントの意味
今まで述べてきました様々な支援の視点で捉えら

れた情報をどのように包括的にアセスメントしてい
くかが重要になります。共感的理解には、利用者の
今ある状態をできるだけ正確に多様な視点から把握
し、その状況を推察していくことが必要だからです。
包括的アセスメントについて、増沢（2018）は「ケー
スに関する様々な情報を把握、整理し、症状や問題
行動も含めた子どもと家族の全体像の背景にある個
別的で、より本質的な問題を理解し、具体的な支援
方針を立てて実践につなげていく作業」と定義して
います。そして、情報の総合的な把握をし、背景に
あるより本質的な課題を理解、解釈すること、そし
て支援方針を立てる、この一連の流れが包括的アセ
スメントの基本になるとしています。
支援者は、今その利用者とそれをとりまく家族が

どのような状況に置かれているのかを多角的に捉え
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ることが必要だということです。私が事例検討の
スーパービジョンに出向いている施設では、できる
だけ多くの職員の方々に参加していただき、多様な
視点で集められた情報を組み立てていく作業をいっ
しょに行っています。「情報をどのように解釈しど
のように組み立ててどう見立てるのか」というアセ
スメントに向かうプロセスを共有することになりま
す。それは日々の実践のなかで磨いてこられた鋭い
観察力や洞察力、推察力を実践者はお持ちだからで
す。その力を集約することも包括的アセスメントに
は欠かせません。
また、利用者の状況や抱えている課題をここで示

す「バイオ・サイコ・ソーシャル」という３つの側
面から把握する必要があると言われています。「バ
イオ」には、健康状態やADL・IADLの状況、能力
などが含まれ、「サイコ」には、心理状態や意欲、
意思の強さ、嗜好、生活やサービスに関する満足度
などが含まれ、「ソーシャル」には、家族や親族と
の関係、住環境や就労状況、収入の状況、利用可能
な社会資源などが含まれるとされています。さらに、
このモデルの特徴は、利用者の弱い部分や不利な状
態のみに目を向けるのではなく、能力や意欲、嗜好、
利用可能な社会資源などのストレングスの観点を重
視することとされています。
このモデルから母子生活支援施設の利用者の置か

れている状況の理解を行うに
は、母と子の現状のアセスメン
トのみならず、母親が育った原
家族のバイオ・サイコ・ソー
シャルについて推察を行う必要
がある場合もあります。その中
には母親が原家族での育ちのな
かで身に着けた生活様式や思考
傾向等も見出せる場合がありま
す。私たちは支援に必要な情報
のみを扱う必要がありますが、
時には、母親の育ち方や文化的
背景、その家庭環境から連鎖し
ていると思われる課題について
理解をしていく必要がありま

す。それによって、利用者が今の状況について「ど
う感じ、どう考えるのか、何を望み、どうありたい
のか」ということを紐解くことにつながる場合があ
るからです。

２　ニーズを捉える
先程示しましたアセスメントでは、バイオ・サイ

コ・ソーシャルモデルを用いて、利用者の今ある状
況や課題を捉え、それに向き合うためのストレング
スに着眼し、その人の可能性を探っていく作業であ
るという捉え方を共有しました。それには、課題す
なわちニーズの捉え方から考える必要があります。
支援者はどうしても課題を入り口にして、利用者

や家族を捉えてしまう傾向があります。それは当た
り前のことです。支援内容によっては緊急性を伴う
ハイリスクも含まれている場合が多いからです。
ただ、その課題をニーズとして捉えなおす必要が

あると考えています。例えば「子どもを叩いてしま
う」という行為はすぐにストップをかけなければな
らない介入が必要となります。その一方で「なぜ叩
いてしまうのか」「どんな時に叩いてしまうのか」「子
どもにはすべて同じように叩いているのか」「集中
して同じ子どもばかりを叩いてしまうのか」「どん
な風に叩くのか」「叩くだけではなく暴言もあるの
か」「子どもは叩かれるのを避けようとするのか」「子
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どもは叩かれそうになったら逃げるのか」「叩かれ
ているのを他のきょうだいは見ているのか」といっ
たように様々な状況を想定して話を聴く必要があり
ます。そして母親が支援者に伝えたということを捉
えて、それは自分は叩きたくない、子どもに申し訳
ないという気持ちがあるからなのではないかと考
え、「母はどうしたいのか」「母はなぜ叩いてしまう
のか」という本質的な話につなげることが必要です。
そこに「ニーズ」があるということです。
ある母は「しかり方がわからない」「私も叩かれ

てきた」と話されることがあります。「褒め方がわ
からない」「母や父から褒められたことがなかった
から」と子どもとの接し方の養育モデルがないこと
を訴えられる場合もあります。また、「料理を作ら
ない」「家事ができない」というものも「料理の作
り方がわからない」「家事をどうすればよいのかわ
からない」というように理解をすることができます。
また、「事務手続きを放置してしまう、最後に丸投
げする」ことは「事務手続きが苦手で最後にどうし
たらよいかわからず困惑してしまう」というように
ニーズとしての捉え方をしていくと、どのように関
わっていけばよいかという支援の組み立てが見えて
きます。
今起こっている現象についてストップをかけるこ

とと同時に「なぜそれが起こるのか？」という根本
的なことを一緒に考えることが求められます。この
背景を理解するプロセスは共感的理解につながって
います。共感の根っこは、今起こっている現象の背
景や課題の本質を捉えることです。今起こっている
ことは、現状把握であって、評価するものではあり
ません。要は「どうして起こるのか？」「どうすれ
ば変化するのか？」を共に考えることが重要なの
です。
このようにニーズを捉えるニーズアセスメントは

支援者間の共有、すなわちチームで捉えていくこと
が前提となります。どこまでがニーズでどこからが
リスクなのかについても、どういう状況になれば介
入するのか、支援方法はどのようにするのか、といっ
たことを１人の担当者のみで行うのではなく、チー
ムで共有し、チームで責任を負うことが求められま

す。例えば、体重が増えない０歳児は、その事実だ
けでリスクが高くなります。様々な方法を駆使して
補完保育等で預かる時間を確保したり、できるだけ
居室訪問を繰り返していく必要があります。ネグレ
クトで一時保護される可能性もあるからです。職員
のみならず、養育について保健師のサポート等も考
えていく必要があります。リスクの度合いを所内の
みならず連携先の担当者も含めたチームとして共有
しておくことが必要です。

３　共感的理解と利用者理解
ソーシャルワーク実践において、アセスメントは

究極の「利用者理解」につながるものですが、アセ
スメントを行い支援方針を立てて実践を進めていく
なかで、モニタリングをし、再アセスメントを行っ
ていくことが求められます。人の生活は日々変化し、
様々な影響を受けやすいものです。子どもは常に成
長をし、変化をしていきます。発達というプロセス
に合わせた支援が必要になっていくわけです。
その一方で、私たち支援者が利用者の全てを理解

する必要はないということです。支援に必要な情報
のみ入手していく意味をお伝えしましたが、利用者
のある一部の情報のみで利用者を支援をする上で理
解したと捉えておくことが必要だと考えます。ある
意味、全てにその人の感じていることに共感する必
要はないということです。支援者としてどの部分に
共感し理解したのかを自覚しておく必要があるとい
うことです。
私たちの思考には、「ポジティブケイパビリティ」

「ネガティブケイパビリティ」の大きくは二種類あ
るとされています。垂直思考とされるポジティブケ
イパビリティは、既存のルールや論理的な手法に基
づく伝統的な思考スタイルと言われています。既存
の知識や情報を整理し、論理的な手順に基づいて結
論を導くことを重要視し、課題に対してはこれまで
の知見の中からもっとも優れたものを選択し、適用
して解決しようとする考え方です。一方、水平思考
とされるネガティブケイパビリティは、答え（事実・
根拠）を急いで見つけようとせず、わからなさ（不
確かさ、不思議さ、疑念）の中に留まっていられる
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力、わからない状態に留まること、自分の考えや気
持ちを消すこと、他者の中に入って共感すること、
答えの出ない事態に耐える力、とされています。
すなわち、ソーシャルワーク実践におけるアセス

メントは、究極の利用者理解であって、ポジティブ
ケイパビリティに近い思考と捉えることができます
が、この講義でテーマにしてきた共感的理解はネガ
ティブケイパビリティに近いものであるということ
です。すなわち、これらの両方が必要であるという
ことです。

Ⅴ　共感するということ

１　共感とは
ソーシャルワーク実践は「関心を示す」ことから

始まると言われています。利用者、そして利用者が
抱える課題に関心を示すことからソーシャルワー
カーとしての関わりは始まります。そして、その関
心の先にある課題とそこにある人、そしてその人が
抱いている感情を捉えていきます。そこでは専門職
としての感情の捉え方をします。すなわち「同情」
ではなく「共感」です。
「共感」については様々な定義がされていますが、

「共感」においては「感情移入」と「他者性」を意
識することが重要であると考えています。あたかも
利用者が抱いている感情を共有するとともに、それ
を扱うには客観的な視点を常に保っておくことが必
要だと考えています。全く同じようには感じること
ができないなかで、推測や想像力を働かせていくわ
けです。そのプロセスにおいて、その感情に溺れて
しまわないようにバランスをとりながら、客観性を
保つことが共感だけではなく、その先にある「共感
的理解」につながるのだと考えています。
私は産前・産後母子支援事業（現 妊産婦等生活

援助事業）と出産後に母子生活支援施設に入所され
た事例検討にスーパーバイザーとして定期的に関
わっています。その中で、母親の出産までの不安だっ
た感情を母親自身が置かれてきた環境についての情
報とともに、支援者の方々と理解し共感していこう
としています。また、出産後は母親と子どもとの間

に生まれる情緒的なやり取りに焦点化して共感的理
解をしようとしています。その一方で、母親がSNS
を通じて新しいパートナーを探しておられるという
情報について、どのように取り扱うのかを迷うこと
があります。先に取り上げた「ネガティブケイパビ
リティ」につながるのだと思います。全ての情報に
共感的理解をしていくのではなく、その支援のなか
で何が必要なのか、今の段階では何に焦点化すべき
なのかをアセスメントしていくことが、共感的理解
のプロセスには必要なのだと実感しています。

２　共感的コミュニケーション
共感的理解につながる共感的コミュニケーション

について演習を取り入れながら説明をしていきたい
と思います。「コミュニケーション」の語源は、ラ
テン語の「communis（共有・共通）」「communicatio
（分かち合うこと・共有すること）」からと言われて
います。言語や感情、情報等を共有、分かち合うと
いう意味になります。そのコミュニケーションを通
して支援者として情報を共有したり分かちあうため
に、その仕組みを理解したいと思います。
この図は、モーテン・Ｈ・クリスチャンセン、ニッ

ク・チェイターの著書『言語はこうして生まれる』
から引用したものですが、そこには、このように書
かれています。「私たちが誰かと話をしているとき
に発する単語や句や文は、『コミュニケーション氷
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山』の一角でしかない。」「言語が本当に機能するに
は―相手の言っていることがきちんと理解されるに
は―コミュニケーション氷山の水面下に隠れた部分
が必要となる。」「文化的、社会的、事実的な知識を
総動員し、あわせて持ち前の対人技能も活用するこ
とで、初めてコミュニケーション氷山のうちの言語
にかかわる一角を浮上させられる。」「コミュニケー
ションを成功させるには共感が必要で、自らが相手
の身になって相手の視点で（できるだけ）ものをみ
なければならない。相手がどういうものの見方をし
ているのかに注意すれば、それだけ言いたいことを
理解してもらえる見込みが高くなる。」
私たちは、大変限られた情報のなかで言語的コ

ミュニケーションを行っているということです。そ
して氷山の浮上しているところにある単語や句や文
と、水面下にある様々な情報を紐づけして理解して
いくことが求められるということです。
また、演習①では、私が３つの単語をお伝えし、

皆さんに同じ１枚の紙に絵で表現いただきました。
グループ内で共有していただいていかがだったで
しょうか。言語として発せられた３つの単語を、皆
さんが自分なりに捉えて、個々に表現されたことに
なります。グループ内で同じ絵はあったでしょうか。
よく似たものはあっても全く同じ位置に同じものが
描かれているということはなかったと思います。先
程のコミュニケーション氷山の図で説明しますと、
氷山の一角の単語を皆さん個々人がそれぞれの水面
下の部分と紐づけて解釈し、絵として表現されたこ
とになります。個人として単語を絵として表現する
という点では皆さんは簡単にクリアされましたが、
単語をお伝えした私がイメージした絵はどのような
ものだったのでしょうか。そして情報の受け手にも
これだけ幅があったということです。ある意味、言
語的コミュニケーションは不安定で不完全、そして
曖昧なものである、という理解をしておく必要があ
るということです。
また、日々私たちがコミュニケーションをどのよ

うな情報を基に行っているのかをお考えになったこ
とはおありでしょうか。「メラビアンの法則」につ
いても触れておきたいと思います。コミュニケー

ションの種類には大きく分けると「言語」「聴覚」「視
覚」から成り立っていて、それぞれに割合がありま
す。日々のコミュニケーションは「言語」が中心に
行われていると思われがちですが、実は「言語７％」
「聴覚38％」「視覚55％」で成り立っています。私た
ちは、言語そのものだけではなく、表情やしぐさ、
声のトーンや持ち物にいたるまで、様々な情報を視
覚から入手しています。言語的コミュニケーション
のみならず非言語的コミュニケーションがいかに重
要かということを共有しておきたいと思います。
演習②ではグループ内で支援者役と母親役、観察

者（タイムキーパー）の３名一組で、ロールプレイ
を行っていただきます。演目は、「私はもう子育て
に疲れました・・・」と言われた母親に、どのよう
に支援者として向き合い、面談をどのように進めて
いくのかということが中心になります。面談場所や
母親の背景や抱えている課題の内容は、皆さんの創
作にお任せいたします。母親の訴えを、共感的理解
を示しながら受け止めていく面接を展開していただ
きたいと思います。役割交代をしていただき一巡し
たところで、この演習についての個人の振り返りを
少し書き留め、そしてグループ内で共有していただ
きたいと思います。
限られた時間ではありましたが、ロールプレイに

真摯に取り組んでいただきまして有難うございまし
た。日々の実践のなかで向き合っておられる母親を
イメージして取り組んでいただいたのだと思いま
す。そして、本研修のテーマである共感的理解を意
識していただく時間になったのではないかと思いま
す。本日の講義の冒頭で、母子生活支援施設での母
親が外出される場面での「いってらっしゃい」の声
かけについて話をしましたが、向き合い方は様々で
す。先程のロールプレイでも、「どうせ私のしんど
さなんて…解ってないでしょ・・・」と言われてい
た母親が、支援者が落ち着いた声のトーンで母親に
視線を合わせて「私も気になっていたんです。この
間の・・・時に、お母さんとても疲れておられたで
しょ」と発言された途端に、今まで椅子の背もたれ
にどっぷりと座っておられた方が、「えっ気づいて
くれてたんですか」と前のめりに座りなおされる場
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面がありました。その場での気づきやその場で発せ
られた言動のみならず、それまでの生活場面とつな
げてフィードバックできるのが母子生活支援施設な
らではの共感的コミュニケーションであると学ばせ
ていただきました。
相手と同じものを分かち合えるのか、ということ

を意識してこれからも向き合い続けていただけまし
たらと思います。
本日は有難うございました。

注）p.56の左段の図について
　　「安心感の輪（Circle of Security）」の図は、下記のURLより確認することができます。
　　翻訳がされていますので、日本語版を参照ください。
　　https://www.circleofsecurityinternational.com/pages/what-is-the-circle-of-security
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ことがありますが、子どもたちにとっては、自
分の思いや感情を表現することは簡単ではあり
ません。
そもそも「子どもの声を聴くこと」の意義や目

的、そして聴かれることの意味、子どもたちが発
している声や言葉の背景にある感情や思考につ
いて、私の発表ではお伝えできたらと思います。
子どもたちの声といっても、「これがいい」「こ

うしてほしい」という希望や要望だけでなく、「好
き」「嫌い」「うれしい」「悲しい」「さみしい」と
いった感情、また「今はしゃべりたくない」「意
見を言いたくないな」といった気持ちも含めて子
どもたちの声だと思います。
これらの声は、親や子どもたちを支える周囲の

大人たちに受け止められることで、「この気持ち
を伝えてもいいんだ」「こういう感情でもいいん
だ」と子ども自身が実感できるようになるのでは
ないでしょうか。
例えば、今、私が「この部屋は寒いな」と思っ

て体に違和感を覚えた時に「ちょっと寒いです」
と言ってみたり、体をさすってみたりすると、周
りの大人の人が「大丈夫ですか」「ちょっと部屋
寒いですか」とアクションを起こしてくれたり、
自分が今違和感を持っていることを自力で誰か
に伝えるための方法を何となく知っていたりす
るかなと思います。
一方で、子どもたちはどうなのかなというと、

家庭が機能していなかったり、社会的養護が必要
な状況にある子どもたちにとっては、声を届ける
手段やツールを持ちにくく、せっかく声を出して
も無視をされたり、否定をされたり、子どもたち
の声を取り扱ってもらいにくい場面も少なくあ
りません。
感覚としては、子どもの声というのは、大人が

コントロールできてしまうがゆえに、小さくされ
てしまったり、届けたい相手に届かなかったり、
発せられても「なかったこと」にされてしまう、
そういったことも起きているのではないでしょ
うか。
虐待家庭ではどういったことが起きているの

か。皆さんもよくご存じかと思いますが、例えば、
「うるさい」と怒鳴られたり、無視されたりとか、
「おまえなんか消えろ」「生まれてこなかったらよ
かったんじゃないか」などの傷つける、否定する
ような言葉を投げかけたり、殴られたり蹴られた
りする。お腹が空いてもご飯を食べさせてもらえ
ない、病院に行きたくても連れていってもらえな
い。そういった環境の中で、子どもは自分の存在
を否定され自分の思いを言葉にすることを諦め
ていってしまうこともあるように感じます。
今の子どもの声を聴く制度では、保護・措置・

措置解除など、さまざまな場面で子どもの声を聴
くことが求められていますが、実際に意見聴取を
行う支援者たちは、まさにこのような環境に置か
れている子どもたちの声を聴くということにな
ると思います。
では、その子どもたちの声は、どうやって発

せられているのか、そもそも発せられていない
のか。そのあたりについて、次にいくつかのデー
タを紹介しながら、一緒に考えていきたいと思
います。
ここでご紹介したいのは、「声を出すことの難

しさ」に関するデータです。これは、未成年期に
家庭内で児童虐待を受けていた経験があるもの
の、社会的養護につながらなかった大人の方を対
象に実施されたアンケート調査です。まず、「虐
待を受けていた当時、自ら助けを求めたことがあ
りますか」という問いに対して、「ある」と答え
た方は全体の３割でした。さらに、その３割の人
に「誰に助けを求めましたか」と尋ねたところ、
もっとも多かったのは「学校の先生」で、次いで
「親族」、「友達」という順でした。また、別のデー
タとして、虐待を受けた児童に関する調査をご紹
介します。これは、子どもの頃に虐待を受けた経
験がある方を対象としたものですが、この調査で
も、「学校の先生に相談することができた」と回
答した子どもは４人に１人にとどまっています。
この結果からは、家庭内で厳しい状況におかれて
いる子どもたちにとって、日中の多くを過ごす学
校という場ですら、相談することが難しいという
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実態が読み取れます。さらに、子どもたちを支援
するために存在しているはずの支援機関におい
ても、子ども自身がつながりにくかったり、相談
しにくかったりする現状があることも明らかで
す。こうしたデータから、「子どもが声を発する
ことの困難さ」、そして「支援者とのつながりの
難しさ」が浮かび上がってきます。私たち大人や
支援者がどのようにその声に向き合い、どう応え
ていくのかが、改めて問われているのではないか
と感じます。
また、「虐待を受けていた当時、他者への相談

後、状況に変化がありましたか？」という設問に
対するデータもあります。この調査では、「状況
が悪化した」「何も変わらない」といった回答が
非常に多く見られました。声を上げたにもかかわ
らず、むしろつらい思いをしたり、変化がなかっ
たという実態が浮かび上がっています。このデー
タから考えさせられるのは、支援者は子どもたち
の声をどう受け止め、どう応答するのか、という
点です。
私が関わるケアリーバーの中には、「話し合え

ばわかる」とか、「家族なんだから、もう少し我
慢できない？」といった言葉をかけられたという
人もいます。あるいは、警察や相談センターの職
員から「まず親から話を聴いてみないとわからな
い」と言われたことに深く傷つき、大人に頼るこ
とを諦めた経験を持つ若者もいます。
こうした語りから見えてくるのは、「声を出して

も何も変わらなかった」「むしろ傷ついた」という
経験です。支援を求めるという一歩を踏み出した
にもかかわらず、その声が受け止められなかった
ことによって、大人に頼ること自体を諦めてしまっ
た子どもや若者がいる、ということを、私たちは
改めて心に留めておく必要があると思います。　
次にご紹介するのは、「虐待を受けていた子ど

も時代、虐待を受けているサインを発していたか
どうか」に関するデータです。この調査では、保
護には至っていないけれども、「当時サインを出
していた」と答えた人が全体の５割でした。子ど
もが自ら発信することが難しい中で、周囲の大人

や支援者がそのサインに気付ける環境をつくる
ことができていたのか。そうした視点からも、こ
のデータは私たちにいろいろなことを考えさせ
る内容だと思います。
また、この調査では「子ども自身が虐待を受け

ていた時にどのようなサインを出していたか」に
ついても回答がありましたので、ぜひ皆さんと一
緒に考えてみたいなと思います。
たとえば、「相談した」「泣く」「保健室に行く」

というのは比較的わかりやすいサインで、支援者
としてはアプローチしやすいかと思います。一方
で、「自傷行為」や「学校不適応」、「暴力・暴言」
「いじめ」など、いわゆる “問題行動” と捉えら
れるサインも挙げられていました。こうした行動
も、子どもとしては「何とか気付いてもらいたい」
という思いで必死に考えて発信している方法
だったりもしますが、時にはこれを問題行動とし
て支援者に煙たがられたりとか、指導されたりし
ます。子どもとしては気付いてくれ！と思って
やった行動に対して、大人からは指導され、その
結果「やっぱり大人ってわかってくれない」「話
を聴いてもらえない」と感じ、子ども自身が発信
することを諦めていくという…そういう過程も
あるのだと思います。SOSの表現は、「困っている」
「助けてくれ」というストレートな言葉だけでは
ないということをぜひ知っていただきたいと思
います。そして、実際に子どもたちが大人から「声
を聴かれる場面」では、いったいどんなことが起
きていて、子どもたちはその場で何を感じている
のか、この点についても、ここから一緒に考えて
いただきたいと思います。
ここで、１枚のイラストを少し見ていただきた

いと思います、この絵を見て、何か感じることが
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ありますか？おそらく、こういう風景は、現場で
よく見かけるものではないでしょうか。支援者と
子どもが向かい合って座っていて、支援者がメモ
を取りながら話を聴いている―そんな場面です。
丁寧に話を聴こうとしている様子かもしれま

せんが、一方でメモを取られながら対話をされる
ことについて、子どもはどんなふうに感じている
でしょうか。「このメモは誰に共有するんだろ
う？」と思ったり、「このメモや、自分が話した
ことは、どう扱われるんだろう？」と、そうした
疑問や不安を持つ子どももいます。状況によって
は、強い警戒心を抱くこともあるのではないかと
思います。
また、私が関わるケアリーバーの方が教えてく

れたことですが、「“最近どう？” っていう言葉か
ら始まる人にはすごく警戒する、職人っぽいとい
うか、相談者、支援者っぽくて嫌だ」という言葉
があります。また、話を聴く場に「利害関係のあ
る人」が同席していることにも、子どもたちは敏
感です。たとえば、自分を傷つけてきた親が同席
している、里親さんについて話をしたいのに、当
の里親さんが一緒に居る、支援者が複数人いて部
屋の後ろにも２人も３人も控えている。こうした
場面では、「話しにくい」「本音が言えない」と感
じる子どもたちもいます。実際に、子どもたちか
らも「そういう空間はすごく嫌だな」といった声
もあります。子どもたちは警戒したり、大人が想
像する以上にアンテナを張っていることがあり
ます。それは、支援者の話しかたや態度だけでな
く、身だしなみや表情といった外見的なことも含
めてです。
そして、子どもたちは「空間」にもとても敏感

です。たとえば、学校という空間で支援者が子ど
もに話を聴くということもあると思います。で
も、子どもたちはその場でどんなことを感じるで
しょうか。「友達に見られたら嫌だな」「終わった
後、何してたん？って聞かれるかもしれんな」「話
した内容って、このあとどこに伝わるんやろう」。
こうしたことを、頭の中でぐるぐると考えていま
す。また、家庭の中や傷つけられている空間では、

そもそも心も身体も緊張状態でがちがちに固
まってしまっていて頭が回らなかったり、「怖い」
「どうしよう」と思っている中で、落ち着いて話
すなんてことは、ほとんど不可能です。また、す
ごく閉塞的な空間、例えば狭い部屋で、１対１で
話す場面。これは、大人の私たちでも結構しんど
いことがありますよね。目と目を合わせて話をす
るのがこわい、と感じることもあります。つまり、
子どもたちがどんなことを思うか、どんなふうに
感じるかは、「空間」や「人」だけでなく、その
時の支援者の方の声のかけ方や、場の雰囲気も含
めて影響を受けるということです。
では、そういう状況の中で支援者の方から「お

うちであったことを教えてくれる？」と質問され
たとき、子どもたちの頭の中ではいったい何が起
きているのでしょうか。たとえば、「あのとき、
痛かったな…でも、嫌だな」「これ言うの恥ずか
しいな」「事実としては親から叩かれたというこ
とはあるけど…でも…。」「この面談って、いつま
で続くのかな」というように、１つの質問に対し
て、シンプルに答えられるような状態ではないと
いうか、子どもの頭の中は、いろいろな不安や記
憶、感情がぐるぐると渦を巻いていて、「どう答
えるか」だけでなく、「なぜ聞かれているのか」「こ
のあとどうなるのか」「誰に伝わるのか」といっ
たことまで、一度にたくさんのことを考えている
状態だったりします。
「これは何のために聞かれているのか」「何を聞
かれているのか、そもそもよくわからない」「こ
れを答えたら、自分はどうなるのか」「相手は何
を求めているのか」「自分だけじゃなくて、親や
きょうだいに何か影響はあるのか」といったよう
に、頭の中でたくさんの疑問や不安が浮かび、整
理がつかないこともあります。
さらに「これを話したら不利な状況になるかも

しれない」とか、「もっとつらい思いをするかも
しれない」「怒られるかもしれない」と思ってし
まったり、「そもそも、こんなことが起きたのは
自分のせいかもしれない」と、自分を責めてし
まって、言葉にできなくなる子もいます。
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これまで、話をしても聴いてもらえなかった経
験や、相談したけど何も変わらなかった、という
ような「諦め」の感覚を持っている子にとっては、
改めて自分の気持ちを言葉にするのはとても難
しいことです。だからこそ、出てくる言葉が「面
倒くさい」「うっとうしい」「どうせわかってくれ
ない」といった、一見ネガティブなものになって
しまうこともあるんだと思います。私自身も、そ
ういう気持ちを抱えていたことがあったのでは
ないかと思い返します。そういったとき、子ども
はストレートに言葉を出すというよりも、支援者
の人や聴いてくれる大人の人になるべく理解し
てもらうために言葉にフィルターをかけて言葉
にすることがあります。あるいは、そうせざるを
得ない状況があります。また、その日の気分や相
手との関係性によって、同じ記憶や感情でも表現
の仕方が変わることもあります。前の日と言って
いることが違うというのも、ごく自然なことで
す。けれどもそれを、「あの人にはこう言ったの
に、自分には違うことを言った」「昨日と違うこ
とを言っているから、嘘をついている」と否定さ
れてしまうと、子どもは「あぁ、もう言わないで
おこう」と、また声にすることを諦めることもあ
ると思います。
また、「誰かに相談した時に、困ったことを教

えてください」というアンケートがあります。そ
こには、「信じてもらえなかった」「批判された」「親
にチクられた」といった声が書かれていました。
中には、「相談したら、頼りたいと思った人に怒
鳴られた」という体験もありました。また、「なぜ
助けを求めなかったのか」という質問に対しては、
「そもそも助けを求めるということがわからなかっ
た」とか、「どんな仕返しがあるかわからなくて
怖かった」といったそういう言葉もありました。
こうした言葉から見えてくるのは、困った状況

にある子どもたちが誰かに助けを求めること自
体、決して当たり前ではなく、ものすごくハード
ルが高いことが分かります。そして、勇気を出し
て助けを求めたけど、信じてもらえなかったり、
つながらなかったりした経験がさらに子どもた

ちを孤立させてしまうこともあります。先ほどの
データも含めて、やりきれない気持ちというか、
こうした実態を前に、私たち支援者はどうあるべ
きなのか改めて問われていると思います。どうす
れば、子どもたちの声や言葉に、ちゃんと耳を傾
け、寄り添えるのか考えなければいけないのだろ
うと思います。
皆さんが事前に書かれたアンケートの中にも、

「そもそも支援者は信じてもらえない」とか、子
どもたちが大人に対して不信感を持っていること
が多い」といった声もありました。まさにそのと
おりで、たとえ専門職であっても、大人への不信
感っていうのはあります。ですが、自宅から保護
されて児童養護施設などの社会的養護にやってく
るとき、子どもたちが最初に出会う大人というの
はほとんど専門職の大人たちです。しかも、多く
が業務上の制限があったり任期付きであったり、
一時的な関わりであったりします。そうした中で、
子どもがようやく発した言葉が、次に他の職員さ
んに伝わっていたり、記録として残されていたり、
さらには別の職員さんから「前にこう言っていた
みたいだね」と言われたり、そうした体験を通じ
て、子どもたちが「大人には何を話しても結局ま
わりまわってしまうんだ」と感じてしまうことも
あります。そもそも、自分が望んで社会的養護に
来たわけでもなく、「こういう生活がしたい」と
言ったわけではない。それなのに、転居等を繰り
返しながら、あちこちで「新しい大人」に出会い
続けなければいけないです。そうした現実の中で、
子どもが「この人はいったい何をしてくれるんだ
ろう」と疑問をもったり、距離を取ったりするこ
とも想像しやすいのではないかと思います。
子どもたちが置かれている環境、関わる大人た

ちとの関係、そして社会的養護というシステムの
中には、「声が表現されない」「そもそも表現でき
ない」といった状況がたくさんあります。「困っ
ている」「助けてほしい」「こうしたい」という言
葉を、失っていっている、あるいは失わざるを得
ない子どもたちがいるということを知っていた
だきたいと思います。
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ここでもう一つ、意見表明等支援事業に関する
データをご紹介します。これは、意見表明等支援
事業を活用している施設で生活する子どもたちへ
の調査結果です。縦軸は、「日頃、自分の意見を
誰かに聴いてもらっていると思うか」、横軸は「意
見表明等支援事業を利用したかどうか」を示して
います。簡単に言うと、「普段からよく話を聴い
てもらっている」と感じている子どもほど、意見
表明等支援事業の利用率が高く、およそ６割の子
が事業を利用しているという結果でした。一方で、
「普段あまり聴いてもらってない」と感じている
子どもたちの利用率は２割にも満たないという状
況です。やはり普段から「話を聴いてもらえた」
という実感がない子にとっては、「この制度を使っ
ても、どうせまた聴いてもらえないんじゃないか」
と思ってしまい、そもそも利用につながらない、
そういったデータでもあると思います。
ここからは少し視点を変えて、社会的養護の子

どもの日常における「選択」ということについて、
みなさんにも考えていただけたらと思います。私
自身、今は子育て中の親でもあるのですが、年齢
によって子どもがどんなふうに「選ぶ」かを見て
いて、こんなふうに感じています。たとえば、幼
少期には、「お腹がすいたな」「抱っこしてほしい
な」と思ったら泣いたり、ギャーギャーと声を出
したりして、自分の欲求を伝えようとします。小
学生くらいになると、「今日はお友達と遊びたい
な」「今日はこんなご飯を食べたいな」「今日はこ
の服を着ていこうかな」など、身近な範囲で「こ

うしたい」と希望を伝えている印象があります。
中学生になると、「◯年になったらスマホがほし
い」「お小遣をためて、こんなことしたいな」「高
校はどうしようかな」と、少し先のことを見通す
選択も出てきます。そして高校生になると、「将
来どんな仕事がしたいか」「どんな人と一緒にい
たいか」といった将来的な展望を含め、周囲の人
と一緒に考えながら選んでいくようになります。
でも、社会的養護のもとで生活する子どもたちの
場合、こうした「選択」が難しい状況にあること
が少なくありません。
その日をなんとか生き延びなければいけな

かったり、突如親が現れて面会が決まったり、施
設の子どもたちが急に家に帰ったりと人間関係
が予告なく大きく動くことがあります。また、支
援者との別れ、措置変更、措置解除といった “制
度上の変化” が、本人の意思とは関係なく起きる
ことも多いです。何かをやりたいと思ったとして
も、「いや、ちょっと経済的に難しいんじゃな
い？」「施設の子だから、今は無理だよね」「ケー
スワーカーに聞いてみるね」と言われてしまった
り。物理的にも制度的にも、つまずきが起きやす
い環境にあります。こうした中では、「将来のこ
とを見通して、誰といたいのか、どういきたいの
かを選ぶ」ということ自体がとても難しいのでは
ないかと思います。
自分の人生をコントロールする感覚をもちに

くい、あるいは、コントロールできなかった経験
をもつ子ども・若者にとって、そもそも「選択肢
がある」という実感すら持てないことがありま
す。そういった困難さには、これまでお伝えして
きたさまざまな困難―たとえば、「聴かれた経験
のなさ」や「声を否定された経験」、「安心して話
せる場がなかったこと」など、いくつもの背景が
重なっているということを、知っていただければ
と思います。
ここで、ひとつ事例を見ていきます。テーマは、

「社会的養護におけるアドボカシーの取り組み」
についてです。今、保護・措置・措置解除といっ
た重要な場面で、子どもの声を聴くことが求めら
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れるようになっています。これはとても大事なこ
となのですが、実際の現場ではどうなっているの
か、という視点で見ていただければと思います。
事例は、５歳のAちゃんと、そのケースを担当し
ていたケースワーカーの関わりです。
ケースワーカーは、Aちゃんの新たな委託先と

して、Bさんという里親さんを候補に考えていま
した。そして、２週間後に開かれるケース会議で、
「Bさんの家庭に委託するかどうか」を検討する
予定だったため、その前に子どもの意向を確認す
る必要があるので、Aちゃんの意向を確認するた
めの面談を行うことにしました。ケースワーカー
は「Bさんという里親さんが、Aちゃんと一緒に
暮らしたいと思っているんだけど、Bさんのおう
ちで生活すること、どう思う？」とAちゃんに尋
ねました。Aちゃんは、「うーん、よくわからない」
と言いました。そりゃ、わからないだろうなと思
います。AちゃんはBさんのことを全く知らない
し、どんな人でどんな家に住んでいるのか、そう
いった情報もない。そんな状態で「どう思う？」
と聞かれても、答えようがないのが自然だと思い
ます。でも、現場では、この「わからない」とい
う返答をもって「意向の確認は済んだ」とされ、
そのままケース会議に報告されることになりま
した。そして、Aちゃんの「わからない」という
言葉を共有したうえで、「とりあえずマッチング
して、また確認してみよう」という流れになりま
した。ここで考えたのは、子どもにとっての “材
料不足” です。
Aちゃんには、そもそも考えるための材料があ

りませんし、１対１の面談という形だったため、
自分の言葉をサポートしてくれる人もそばにい
ませんでした。どう報告されるのかもわからない
まま、本人の「こうしたい」という意思が不在の
まま、ケースワークが進められたように思いまし
た。「わからない」と言われたときに、「じゃぁ、
１回里親さんに会ってみようか」とか、「どこが
わからんのかな？」とか、そういったやりとりが
必要なんじゃないかと思います。
そうした中で、私自身が感じているのは、「子

どもの声」が、ただの “アリバイづくり” のため
に扱われてしまわないようにしたい、ということ
です。たとえば、「子どもの意向は確認しました」
という言葉。この「確認した」の中身って、いっ
たい何をもって “確認” とするのか、ということ
がとても重要だと思います。最近では、子どもの
声を聴く手段として「アンケートを取りましょ
う」とか、「社会的養育推進計画を策定するため
に子どもたちにインタビューしましょう」といっ
た取り組みも増えています。もちろん、取り組む
こと自体は大切な一歩です。でも、それが「とり
あえずやった」という実績づくりで終わってし
まっては意味がありません。大切なのは、子ども
たちがどんなふうに回答しやすくなっているの
か、どうすれば声を発しやすくなるのか、その声
はどのように扱われているのか、複数回声を聴く
機会を設けているのか、そういったところまで丁
寧に考えないと、「そこに書かれている声」が何
を意味しているのか、本当のところは見えてこな
いのではないでしょうか。子どもが発した言葉
が、真実であるとは限りません。ときには、大人
にどう思われるかを気にして答えていたり、空気
を読んで「こう言っておこうかな」と思ったりす
ることもあります。
だからこそ、私たち大人は、「その声の背景に

何があるのか」「どんなふうに届けられた声なの
か」にもっと敏感にならなければいけないと思い
ます。
子どもの声を聴くということを仕事にしてい

る支援者の方から、「“はい” か “いいえ” でしか
答えてくれない。子どもの意見をどう聴いたらい
いか」「本音を語ってほしいが、語ってもらえる
ようにするコツってありますか？」「思春期の子
との面談は難しい」という問いをいただいたこと
があるのですが、私は少し違和感を覚えました。
もしかしたら、「はい」「いいえ」でしか答えら

れないような聞き方を支援者がしてしまってい
るのではないか？そんなふうにも感じました。ま
た、本音を語ってほしいけれど語っていない、と
いう印象があるとしていますが、「そりゃ、語ら
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ないでしょう」と感じたりします。だって、子ど
もからすると初対面だったり、信頼関係が築けて
いなかったりするなかで、いきなり本音を語るこ
とはできないと思います。１回目は無理でも、２
回目、３回目、４回目と関わりを重ねて、人と人
との関係ができたときに、ようやく少しずつ語り
出せることもあると思います。そう考えると、「ど
うしたら語ってもらえるか」「どうやって聴き出
せるか」という“支援者目線”の問いの立て自体が、
本当に子どもに寄り添った姿勢になっているか、
あらためて見直す必要もあるのではないかと
思ったりすることもあります。
思春期の子どもとの距離感に悩むのは、私たち

支援者だけではないと思います。もちろん、子ど
も自身も、「関わってほしくないのに関わってく
る」と感じたり、「本当は話したくないけど、無
理に聴かれている気がする」と思ったり、そんな
ふうに揺れていることがあると思います。これは
社会的養護の子どもに限らず、どの家庭にも思春
期の子との距離感に悩んでいる方もいると思い
ます。だからこそ、「今、自分の関わりが子ども
にとってどうなんだろう？」と、一度立ち止まっ
て振り返ることがとても大事だと感じています。
もしかしたら、子どもが言葉にしにくい環境の中
で、こちらが善意でかけた言葉や質問が、かえっ
て負担になっていることもあるかもしれません。
本当は、ここから先にお伝えしたい「アドボケ

イトに期待すること」というページもあったので
すが、時間の都合でいったんここで私の話を終え
させていただきます。最後まで聞いていただき、
ありがとうございました。
それでは次に、ブローハンさんよりご報告いた

だきます。ご自身の経験を踏まえて、どのように
自分の当事者性に気付き、声や言葉を見つけてき
たのか、そのプロセスについてお話しいただきま
す。どうぞよろしくお願いします。

ブローハン：皆さん、おはようございます。改めま
して、一般社団法人コンパスナビのブローハン聡
と申します。畑山さんの話を聴いていると、とて

も背筋が伸びるような、「ああ、そうだ、ここ気
をつけなければ」と思いながら、話を聴かせてい
ただきました。
私からは、当事者の活動や、支援で若者たちと

関わる中で自分の気持ちの変化、セルフアドボカ
シーの視点から私のストーリーを語って、気づき
になっていただけたらなと思います。あくまで私
の一人のストーリーであり、全てではないという
ことは、みんなと同じ思いです。私の幼少期から
児童養護施設の体験というところと、当事者家族
との出会いだったり、アフターケアとの関わり、
そして、その中で自分の声を形成していくこと、
発信していくことの葛藤、最後にその発信した声
と社会とのつながりというところの視点からお
話をさせていただけたらと思います。
私は1992年２月29日、東京都墨田区に生まれま

した。４年に一度のレアキャラで、やっと８歳に
なりました。毎年これがネタで、去年は７歳と３
年目だったのですが今年は８歳になりました。画
面越しで笑ってくださっている方、ありがとうご
ざいます。2003年に児童養護施設に入所して、そ
こから８年間お世話になりました。その後いろい
ろな経緯があって、2018年前後に当事者活動と出
会い、その１年後に一般社団法人コンパスタイム
の団体に入社して現在に至ります。
団体の説明はあまりしませんが、ざっくり言う

と、児童養護施設を離れた後のサポートをするア
フターケア団体というところを出発点に、今はこ
ども家庭庁の指針に合わせて、家庭等に居場所が
ない、生きづらさを抱えた若者というところと、
あとは刑務所から出所して、自立をしていく、更
生をしていくという若者に対するサポートを
行っています。そういった支援団体の活動もして
いる一方で、今日のようなお話をさせていただく
機会もあって、自分自身の経験を話したり、それ
から著書として、『虐待の子だった僕』を３年ほ
ど前に出版しました。そして、この情報発信を
もっと知っていただこうということで、３人の当
事者が語るYouTube番組「THREEFLAGS～希
望の狼煙～」という番組を作ったのですが、見て
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いただいている方、関心を持っている方が、何か
アクションできないかと思ってくれたらいいと
か、児童養護施設にいる子、または社会的養護に
いる方、そして社会的養護にそもそもつながって
ない若者たちに届いたらいいということで、こち
らも2019年にスタートしました。現在、登録者数
がやっと１万人を超えて、YouTube上で上位２
～３％しかないという、すごいことらしいです。
画面越しで拍手していただける方、ありがとうご
ざいます。ぜひ「スリフラ」と検索していただけ
たらと思います。
それから、こども家庭庁のそれぞれの部に入っ

て政策提言ということも行っています。こういっ
た福祉の枠だけではなく、さまざまな情報発信と
いうことで、いろいろなYouTuberさんとコラボ
させていただいて、この前は街頭インタビューの
有名な「街録ch」に出させていただいたりとか、
日本の音楽作家の方から依頼があって、自分たち
の詩をつづって、それをいろいろな有名人の方が
読むという啓発活動に参加したり、そして、３カ
月前には、サヘル・ローズさんという方が監督
で、８人の児童養護施設のキャストがドキュメン
タリー映画を作っていく作品にも出演させてい
ただきました。このように、さまざまな当事者の
活動だけではなく、もっと広い俯瞰した立場で活
動をさせていただいております。
私が児童養護施設に入るまでの簡単な経緯で

すが、ブローハンという名字で、お母さんがフィ
リピン人、お父さんは日本人です。当時フィリピ
ンパブで働いていたお母さんのお客さんがお父
さんになるのですが、そこでは、１人目のお父さ
んは認知せずに、２人目のお父さんも同じフィリ
ピンパブで出会って、また、そこでも認知はされ
ないまま過ごしてきました。４歳から11歳までの
描写は避けますが、その２番目のお父さんからの
虐待を経験しました。お母さんとお父さんと暮ら
す家では、体にある傷や、頭から出ている血を見
て、お母さんが私だけを違う家に預けるという生
活を送っていて、たまに外国人、たまに日本人、
家庭に戻って、また違う家に住むということで、

４歳から11歳までの間に何度か家を変わる生活
でした。私からすると家というのは、気を張って
いなければならない、常に耳を澄ませて、足音が
右のほうにあったら、極力顔を合わせないように
身を潜めるというようなところでした。預けられ
た先でも、性的虐待だったり、育児放棄で、３、
４日間ぐらいごみ屋敷の中でご飯も食べられな
いまま放置されることがありました。たまたま小
学校５年生の時に担任になった先生が、火傷の傷
を発見してくれたことがきっかけで、一時保護
所、そして児童養護施設に入所しました。施設で
暮らして感じたことは、私にとって児童養護施設
がすごく特別に変わった場所という感覚はあり
ませんでした。まず、お家がたくさんいっぱい
あったことで、集団生活だろうが、どこに住もう
が、いろいろな人の家の中で生きていかなければ
ならない、順応していこうと思っていたので、最
初に驚きとかはありませんでした。いくつかの嬉
しいこと、ちょっとこれは嫌だったなとか、難し
いなと思ったことをお話ししたいと思います。
１つは、最低限の生活を送れていなかったの

で、まず衣食住があって、朝には温かいおみそ汁
がある、朝、昼、夜とご飯がある、そして、３年
ぐらいかかりましたが安心して眠れる環境があ
るということです。足音一つで起きていた生活を
していたので、ここにいる大人は自分には手は出
さないと思うようになるにも、大体３年ぐらいか
かったかなというふうに思います。
行事についても、それまで家族行事ということ

は１回も行ったことがなかったので、そういった
イベントはすごく楽しかったです。同時に、戸籍
とか国籍問題も、11歳までは全く、自分はどこに
も存在しない人としていたので、それを施設の職
員さんとか、弁護士さんとか、ケースワーカーさ
んが一生懸命、取得に向けて動いてくれて、17歳
になるまでの間に２つの国籍と、あとは日本の戸
籍に無事に入れて、今は日本人として生きていま
す。自分はその家の中では存在してはいけないと
ずっと思っていたので、それを認めてくれる空間
というところで、「自分はここにいていいんだ、
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自分は声を出していいんだ、自分は表現していい
んだ」ということで安心して過ごすようになりま
した。
また、私の体験では、先生との距離感が結構難

しかったと思います。集団生活の中ですから、３
人の先生がローテーションで、「行ってきます」
と言った時の先生と、「ただいま」と言った時の
先生の顔が違い、年齢もとても若い年齢から、す
ごいおじいちゃん、おばあちゃんぐらいまでの人
がいて、そして「何々さん」「何々っち」と、ニッ
クネームで呼ぶ人もいれば、「先生」と呼ぶ人も
いて、親子ではない、そして親戚でもない、でも、
この暮らしの中で一緒にいる人、その距離感の取
り方にすごく悩んでいたと思います。
私がいた児童養護施設では意見表明に早めに

取り組んでいたと思いますが、１度この意見箱に
入れたら、それが先生中に伝わって、その人が怒
られるというようなことがありました。私はひね
くれて、右のような顔になってしまったのです
が、自分が話してしまうと、絶対にあの先生には
伝えたくないのに伝わっていたり、なかなか言い
づらかったなと思っています。
将来の夢についても、当時、芸能界に挑戦して

みようかなと思ったら、一時保護された理由が虐
待だったので、「あなたは虐待されたんだから、
表に顔を出したら駄目だよ」と言われ、チャレン
ジしたい気持ちをもっと違う方法があるかもし
れないとか、叶えられなかったとしても一緒にそ
の夢について考えてくれたらよかったなと思い
ました。自分の進路や夢について、人に言うこと
を諦めた思春期でもありました。
同時に、私の場合はケースワーカーさんが６

人、７人ぐらい代わりました。毎年、飴をくれる
人か、パンをくれる人か、お菓子をくれる人ぐら
いにしかイメージがなくて、あの人は一体何なん
だろう、誰なんだろうと、当時は本当にわかりま
せんでした。
これは後ほどお話ししますが、自分が社会的養

護下の仕組みの中にいるという感覚、暮らしと社
会的養護という仕組みとのギャップ、そして、自

分にいろいろな担当者さんがいるけれど、この人
は何をする人で、どこまで自分のことについて味
方なのかということがわからないままに人だけ
が代わっていくので、そういったところの距離感
に難しさを感じていました。
ちょっと勉強ができない不真面目な子どもに

は必ず付く先生がいましたが、私には何と、歴代
で一番怖い先生が付いてしまったということで、
毎晩その先生が来ると体温計を脇に入れて回し
て、熱が出ましたと言って普段からなるべくその
先生に会わないようにしていたのですが、やはり
そういった怖いと感じていたのはなぜか、そう
いったことをもっと聞いてほしかったと思って
います。
最後に、これは全ての心理司さんを否定するわ

けではありませんが、最初に関わった心理司さん
が関係を積み重ねる前に、「ここに絵を描いてみ
て」「リンゴの木を描いてね」「家を描いてね」な
どと言われるのですが、先ほどの畑山さんの話で
もありましたが、子どもは警戒するわけです。私
も裏を読むタイプだったので、この絵を描いたら
絶対にこの先生はこんなふうに判断するだろう
ということを何となく察してしまったので、絶対
自分の気持ちは悟られないぞと思って、めちゃく
ちゃ大きい絵を描いてみたり、めちゃくちゃちっ
ちゃい人間を描いてみたりとかして、困らせよう
と思った気持ちがありました。自分としては、そ
れはこれ以上ここに踏み込まないでというサイ
ンだったと、振り返って思います。
卒園後にうれしいと気付いたこととしては、

ちょっと忘れましたが、毎年８月23か26日に必ず
イベントがあってOBと言うのでしょうか、卒園
生たちが気軽に帰って来られる日がありました。
実家ではないのですが、年に１回とか泊まれると
いうことがすごく嬉しかったです。それから、誕
生日になると、「おめでとう」と言ってくれたり、
「結婚した？」などと、とてもお母さん的な感じ
で連絡をくれる方もいらっしゃいます。「もうい
いよ、聞かないでよ」という感じもありますが、
やはり嬉しいと感じます。
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自分にとって大きかったことは、NPOと交流
を持たせてくれていたことです。自分の人生に
とってとても大きかったことは、18歳の頃にブ
リッジフォースマイルという団体に出会いまし
た。そこで、いろいろなプロジェクトを通して、
横から斜めぐらいのフラットな大人の関係性が
たくさんできました。ですから、ここでアフター
ケアを意識するというよりは、自然と施設にいる
うちから関わりを持たせてくれていたところが、
一つのポイントだったと思っています。
当事者活動とアフターケアとの出会いに関し

ては、私が20歳から26歳までは、もう自分に身寄
りはいないから自分で全部やっていこうと思い、
NTTでずっと日本一の売り上げを出していたし、
本当に自分で生きていかなきゃいけないと必死
に頑張っていました。同時に、施設では否定され
ましたが芸能界の活動も６年間ほどやっていて、
その仕事は結構自分はうまくいっているように
見せかけていたのですが、20歳から26歳まで、
ずっと誰にも言えなかった苦しい葛藤がありま
した。それは、20歳から実のお母さんではない半
分血のつながった家族と住むということになっ
て、その家族との距離感、ずっと幼少期に欲し
かった家族という名前に対してと、血のつながり
ということの範囲に対して、自分はとても苦しん
でいました。家族の輪はありますが、その家族の
輪のほんのちょっと外にいる感覚が日々の積み
重ねとしてありました。お金は非常に稼いでいま
したが、稼げてはいましたが、使い道がやはりう
まくいかなくて、フィリピンにお母さんのきょう
だいが13人いるのですが、その家族の子どもたち
に仕送りをしたくて何十万も稼いでいるのに、結
局手元に残るのは、交通費を気にして、食費にも
気にしなければいけないという生活でした。将来
は、当時バックパッカーをやってみたり、芸能界
にもチャレンジしてみたりとか、もっといろいろ
なことやりたかったけれど、働かなければ家族を
助けることができないなど、いろいろと思うとこ
ろがありました。やはり、家族という呪縛のよう
なところから抜け出すことがなかなかできませ

んでした。
それまでにもいろいろなつながりがありました

が、ちょうどその頃に、現在、一般社団法人
Masterpieceという団体の代表である菊池まりか
さんとの出会いがありました。彼女は当時、当事
者活動を始めようということで、さまざまな若者
たちの声を届ける、そして、社会、大人たちに届
けて、一緒にパートナーシップを組んで、意識を
変えていくという形をつくっていました。私のイ
メージとしては、当事者が話すとネガティブで暗
いイメージがあって、その表現者としてずっと
やってきた自分としては、そういったところは出
さないというか、むしろ隠すべきだと思っていま
した。でも、そういう活動をすることによって、
ポジティブに次世代に対してもっといいものをつ
くっていこうという意識を感じて、自分も一緒に、
― 畑山さんもその時ぐらいから出会っているの
ですが ―、何か自分も手伝えることがないかと
思って当事者活動に参画するようになりました。
同時に、当事者ということに意識、フォーカス

を当てていく中で、自分も社会的養護経験者なん
だ、当事者なんだという意識が初めて入ってき
て、もともとつながっていたブリッジフォースマ
イル経由でアフターケアという概念がやっと頭
の中に入ってきました。「そうか、私は措置され
ていた」、何か悪いことしていたのかというよう
な、専門用語も含めて初めて知ったり、社会的養
護の仕組みでは里親と児童養護施設が同じなん
だということもわかったり、そのくらいのレベル
でも当時は当事者でもわかりませんでした。
こうしたつながりがあって、自分が抱えていた

家族のこと、将来のことなどについて初めていろ
いろな人に話をすることができました。実際にア
フターケア団体につながったことでも、自分が抱
えている悩み、ただ心理的な悩みだけではなく、
物理的にこういうふうにやっていこうと解決ま
で話が行くようになり、家族から離れて、本当に
苦しい生活からやっと再スタートしたという感
じでした。
当事者活動を通して感じていたことが、ライフ
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ストーリーワークです。自分の人生を振り返っ
て、自分の過去から現在までをつなげていくよう
なことを自分もやってみようと思い、子どもの頃
に自分を殴っていたお父さんに会いに行きまし
た。その時に自分のトラウマ性のようなことに初
めて気付きました。当時、プールに入ることがな
ぜ苦手だったのだろうと考えると、よく水風呂に
沈められていたことが自分の経験にあって、海に
入ると自然と過呼吸になっていました。自分では
過呼吸だと思っていなくて、頑張って息を吸わな
きゃと思っていたことが実は過呼吸だったのだ
と気付いたり、幼少期の写真を見返しても、全く
自分だと思わないくらい、当時の記憶が全部抜け
落ちていることに気付いて、「そうか、これがト
ラウマの反応なんだ」と思いました。
こういうふうに語っていくことによって、感情

や記憶が抜けていたところ、琴線に触れないよう
にしていた気持ちに初めて気付きました。今日は
ストーリーは語れませんでしたが、実は母親が亡
くなっていて、それについて長い間逃避していた
のだということにも気付きました。
最後ですが、その自分の声と社会のつながりと

しては、やはりその仕組みをきちんと理解したと
ころが大きかったと思っていて、今、こども家庭
庁で制度の改善に関しても伝えているのですが、
何より「共感とアクション」については、話せば
話すほど、そして、活動すればするほど、これだ
け思いを持った大人たちがたくさんいるという
ことに気付きました。私は、大人としてもっと伝
えなければいけないと思っていますし、活動の輪
も広がっていると感じます。ですから、セルフア
ドボカシーの中で私に与えたインパクトは、自分
が主人公だと思っていいということ、過去の事実
は変わらないけれど起こった意味に関しては何
度でも捉え直すことができること、そして、選択
の小さな積み重ねはリスタートしてもいいとい
うことです。今、大人になって第２の人生を歩ん
でいて、自分の過去の傷が未来の地図に変わって
いると思っています。
私が皆さんにお伝えしたいことは、皆さんの

子どもに関わる仕事の答えやその意味というも
のは、本当に後になって返ってくるということ
です。
私は今、あの時の大人、あの時に関わってくれ

た人のおかげだと伝えています。でも、その言葉
を形成するまでにとても時間がかかるし、短期決
戦では決してできない本当に長い人生を懸けて
表現していると思います。どうか、仕事について
誇りを持ってほしいと思いますし、細くてもいい
ので、子どもと、子どもだった若者たちと長くつ
ながっていてください。私は幼少期の記憶がない
からこそ、その記憶を持った大人がそばにいるこ
とで、自分の過去と現在がちゃんとつながる土台
があるように感じます。ぜひ長く、どんな形でも
つながっていってほしいなと思います。ご清聴あ
りがとうございました。

畑山：ブローハンさん、ありがとうございました。
お話の中で特に印象的だったのは、「この大人は
殴らないんだ」と思えるようになるまでに、３年
かかったという言葉でした。施設での生活が、単
に “最低限の生活” から、“安心して寝られる生活”
に変わっていくには、それだけの時間と積み重ね
が必要なんだということが伝わってきたように思
います。また、自分の言葉を表現していくプロセ
スには、過去の傷付きや記憶と向き合いながら、
それでも人生をかけて表現していること。それは
「一生懸命熱を出して近づくなと表現した」といっ
たような、一見分かりにくい行動も、“ひとつの
言葉” として捉える支援の大切さを教えてくれた
のではないでしょうか。また、短期決戦での限界
と、その中でも子どもが何かをどう表現しようと
しているのか―そうした視点で支援を見直して
いくヒントを、ブローハンさんからの語りから受
け取った方も多いのではないかと思います。
それでは、ここから川村さんにバトンをお渡し

したいと思います。川村さんはご自身の当事者と
してのご経験に加え、施設職員としての現場経
験、さらには、国の意見表明等支援事業に関する
調査研究にも関わってこられました。こうした多
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角的な視点から、考えてきたこと、そしてこれか
らのアドボカシーにどのような期待を寄せてい
るのか、ご報告いただければと思います。よろし
くお願いします。

川村：皆さん、おはようございます。NPO法人お
おいた子ども支援ネットの川村といいます。私の
経歴ですが、13歳から20歳まで、措置延長を含め
て７年間、児童養護施設で育ちました。背景は、
ネグレクト家庭だったと認識しています。４年制
大学に進学をして、社会福祉士を取って、最初に
自分も施設職員になって恩返しをしたいと思っ
たので、児童心理治療施設に就職をして、５年間、
児童指導員として勤めた過去があります。現在
は、今の法人でいわゆるケアリーバー、施設や里
親家庭を育った方々への支援に携わっています。
畑山さんやブローハンさんのように、こども家庭
庁さんにも声かけをしていただいて、自分にでき
る発信というか、声を届けているところです。
本日は、社会的養護当事者として、私が感じて

きたこと、そして、支援者や当事者委員になって
感じてきたこと、最後に、これからの子どもアド
ボカシーに期待することをお話ししたいと思っ
ています。
まずは当事者として感じてきたことです。
私はネグレクト家庭で、３人きょうだいがとて

も健全に育つような母子家庭ではない環境で育
ち、ある日突然、一時保護され親子分離されて、
３人きょうだいそのまま同じ一時保護所に連れ
て行かれました。知らない大人に囲まれ、知らな
い建物に連れて行かれ、知らない生活が始まって
いくということになりましたが、何で今日、僕た
ちは親と離されたのか、ここに連れて来られたの
か、ここで生活をしていかなければならないのか
ということが何もわかりませんでした。記憶が曖
昧なのですが、あまり説明されていなかったよう
な覚えがあります。ですから、今後の見通しを持
てない不安、いつ母親と再会できるのか、当時は
そういうふうに思っていました。
そして、生活していくと、だんだん慣れていっ

たのですが、児童相談所では担当のケースワー
カーと心理司が付いて、私も心理司からセラピー
を何回か受けていますが、担当心理司が代わった
ことがありました。正直代わってほしくはなかっ
たのですが、何で代わったのだろうとか、前の心
理司さんのほうがよかったという思いはありま
した。ですから、最初のほうを振り返ると、「何
で？」ということがかなり多く、しかも、どれも
もやもやが解決されないまま、年月が経っていっ
たと思います。そして、そのまま３人きょうだい、
同じ児童養護施設に措置をされました。
私の場合、小学６年生の途中までは学校に普通

に行っていましたが、小６の途中から行かなく
なって悲惨な生活になりました。中学１年生はほ
ぼ丸々行っていないような状況で、中学１年生の
終わりぐらいに一時保護されました。ですから、
児童養護施設に措置されたのが３月の末だった
ので、中２の初めから、新しい地域と新しい場所
で生活がスタートしていくことになりました。も
ともと暮らしていた地域と児童養護施設の地域
が違うので、本当に全く新しい場所での生活にな
りました。頑張って学校に行って、高校に行こう
としていたのですが、第一志望はいいとして、第
二志望、万が一第一志望に受からなかった場合の
滑り止めはここがいいと思っていたところが
あったものの、その第二志望は職員から駄目だと
言われました。その職員が確か言った理由は、「う
ちの施設ではみんなここを受けるよ」というよう
な謎理論だったことを覚えています。でも、「え、
ここの高校に行っている子、うちの施設にもいな
い？」と当時、頭をよぎりましたが、そのまま職
員が言う学校名を願書に書いて嫌々受験をしま
した。
それから、私がちょうど中学３年生か高校１年

生ぐらいの時にスマホが普及をし始めて、中高
生、高校生になると大体みんなスマホを持ってい
るような状況でしたが、私の児童養護施設は、ア
ルバイトをしないとスマホを持てないという
ルールがありました。今はわかりません。そして、
私が通っていた高校は進学校だったのでアルバ
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イトは禁止でした。ですから、自動的に私はスマ
ホを持てない高校３年間を過ごしたので、かなり
孤立感がありました。もちろん学校の友達とは仲
良く過ごす日々もありましたが、やはり時々思う
ことは、私以外のクラスメートで、もしかしたら
グループチャットみたいなもので何か話がされ
て、授業のことだとか、いろいろな情報が飛び
交っているのだろうと思うと、ちょっと辛い時が
ありました。意見表明ということに照らして発言
するならば、この時に私の気持ちを聴いてくれる
仕組みや人がいると、すごく救われたのではない
かなと振り返って思います。
そして、児童養護施設にいる間の出来事とし

て、上に書いていますが、きょうだいの措置につ
いて、説明・意見聴取がないということについて
ですが、３人きょうだいで同じ施設にずっとい
て、私は措置延長を含めて20歳まで施設にいて、
妹と弟は途中で母の家庭に帰ることになりまし
た。どう考えても、最後まで施設にいて自立した
ほうがいいと私は思いました。ですが、きょうだ
い本人と親の意向も、施設と児相の意向もまった
くわからないまま、そういうことに決定したの
で、私にも説明や意見聴取があればよかったと思
いました。
大学に進学して友人はできましたが、やはり痛

感することは家族という資源の差です。措置延長
したので大学１年と大学２年は施設にいながら
通っていましたが、大学３年からは１人暮らしを
始めました。同級生や後輩は、親に家賃を出して
もらっているとか、親の車をもらって乗っている
という話を聞くたびに辛い思いがしました。私
は、頑張って奨学金とアルバイトで生きていく
日々だったので、そこはやはり原家族の資源があ
る、ないは大きな違いだと思うことが何度もあり
ました。
そして、あとは施設にいた時のエピソードです

が、措置延長を受けている間の出来事です。ある
職員から、結果から見ると心理的虐待を受けてい
た時期がありました。私は、高校生までのケース
ワーカーから大学生になってからのケースワー

カーが代わりました。高校生までのケースワーカー
はとても信頼できて、お互いいい仲だったと思っ
ているのですが、新しいケースワーカーは、私か
ら見るとあまり信頼はそうできないような、前の
ケースワーカーのままがよかったと感じました。
児童調査というのでしょうか、年に１回ケース

ワーカーが来て、「最近どう問題」ですが、「最近
どう問題」を私も聞かれました。担当ケースワー
カーが代わって１年目の時は、ほぼ話しませんで
した。もちろん仲もよくない、信頼もしていませ
んでしたから。ただ、生活をしていく中で、心理
的虐待をだんだん受けてきていたので、２年目の
19歳ぐらいの時に、その新しいケースワーカーと
の２回目の面談の時に言いました。心理的虐待を
―心理的虐待という認識はないので、こうこうこ
とをされて、すごく苦しいとか、困っているとか、
表情が何だとか、態度が何だという話について勇
気を持って打ち明けました。ただし、絶対に職員
には言わないでほしいとお願いしました。です
が、結局状況は変わりませんでした。後々わかっ
たことですが、ある日、本当に耐えられなくなっ
て、家出ではないですが、大学から施設に帰りた
くないという時があったので、措置延長している
間は地域小規模で過ごしたので本体施設に行っ
て、施設長と副施設長がいる場で面談をしてもら
いました。その時に児童相談所の新旧のケース
ワーカーが２人来て、そこで打ち明けられたこと
は、「あの時、涼太郎くんから聞いた話は、実は
副施設長に話していたんだよね、ごめんね」とい
うようなことを言われました。もうその瞬間に大
人はやっぱり信頼できないと、すごく辛い思いを
した経験があります。
声を上げることが大事だとか、声を上げられる

ようにとか、言われるようになってきています
が、声を上げたのに救われないということも世の
中にはあるのだと思います。これとどう向き合っ
ていくか、ここをどう考えていくかということが
すごく大事ではないかと自分の体験を振り返っ
て思います。
改めて振り返ると、「もっとこうしてほしかっ
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たということは何？」と支援者側から、いろいろ
な質問をされることがありますが、私の中でラン
キングをつけるとこうです。
・�スマホを持てるように、施設や学校が配慮して
ほしかった。

・�意見を聴いてほしかった。
・�大学生活や就労後の経済的支援がもっとほし
かった。

・�措置や対応の「なぜ」について、ちゃんと理由
を説明してほしかった。
それから、本当に苦しかった時の相談相手、助

けてくれた人は誰かということを考えると、私の
場合は、担当者や施設より信頼できる特定の大人
だったと思います。あとは同じように社会的養護
の境遇で育った友人にだからこそ話せたことも
あったと思います。どのような大人を信頼できた
かというのは、ここにずらっと書いていますので
ご覧ください。

私が支援者や当事者委員になって感じてきた
ことを簡単にお話しします。最初は、児童心理治
療施設に勤めました。自分が施設職員になりまし
たが、施設職員になって初めてわかることがあり
ました。例えば、ケース記録を書くことが大変だ
とか、何カ月に１回、支援計画を作り直さないと
いけないとか、大人はこういうことをいろいろし
ているのだということを知って、もしかしたら自
分もこういう書類がいろいろ書かれていたのか
と思って、どんなふうに書かれていたのか気にな
ることもありました。いわゆるケアワーク、ケー
スワークも含めて、ケアワークの大変さを知りま

した。
仕事をしていくと、やはり職員、施設として守

らないといけないこととか、ちょっとどうしても
身動き取れないところとか、いろいろあります
が、当事者として現場で葛藤することもありまし
た。この後スライドに詳しく書いています。
施設で仕事をした後に現在の仕事に就くのです

が、現在の仕事はいわゆる相談所というところで
すのでソーシャルワークです。ケアワーカーより
ソーシャルワークで、今、初めてソーシャルワー
クということをやっているような気がしています
が、自分も当事者故に苦悩があると感じています。
そして、社会に出て、いろいろな委員に携わった
り、当事者として活動する機会もありました。そ
こで感じてきたことをここに書いています。

先ほどの深掘りですが、やはり施設職員として
子どもに向き合う中で、もっとこれこれしてあげ
たい、例えばクリスマスのプレゼントの費用がこ
れだけなのかとか、外出が月に１回とか、コロナ
禍にちょうどかぶっていたので、途中ですごいマ
スクの制限とか、いろいろありました。ただ、大
人と同じぐらいの制約、制限を子どもにかけてい
くこともどうなのかとか、本当にもう紙面には収
まらないぐらいいろいろありました。
ただ、職員としては、集団生活でもあって、ど

うしても子どもに我慢してもらわないといけな
い場面が本当にいろいろありました。そこは自分
も当事者だったので、結構葛藤があったと感じて
います。
私は当事者ですので、当事者だからこそ貴重だ
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とか、当事者にしかできない支援について、事あ
るごとにいろいろな社会の人や支援者が言うこ
とがあり、ありがたい一方で、同時にプレッ
シャーも感じます。ほかの支援者よりも当事者の
気持ちがわかるということで、当事者への支援が
うまくならないといけないとかです。
あとは、私は今、いろいろなものを使って支援

をしていく立場ですが、同時にブローハンさんも
言っていたように、社会に出たからといって、そ
こでぷつっと今までのものが全て解決するわけ
でもないし、過去から現在、未来につながってい
る問題というのがあるので、同時並行で仕事もし
て自分にも向き合ってということは、結構きつい
ことがあります。
意見表明の調査研究で、「こどもヒアリング」

といって、児童養護施設の子どもにヒアリングに
行ったことがありました。そこで、子どもに意見
表明の仕組みをもっとよくするためにどうした
らいいかという聴き取りをしたのですが、その
時、私も子どもにしてみれば初対面の大人でし
た。その時思ったことは、意外と話をしてくれる、
意見を聴かせてくれる子どもたちで、とてもポテ
ンシャルがあると実感しました。ただ、話を聴か
せてもらうための準備と場面づくり、これはもう
検討時点でとても大事、ぶっつけで意見は聴けな
いと思いました。現場の理解についてですが、例
えば意見表明等支援事業の受け入れに、現場、施
設職員とか里親さんとか、ジレンマがあるのでは
ないかと日々現場にいる中で思います。
これからの子どもアドボカシーについて期待

することをお伝えします。アドボケイトは、要す
るに「子どもの権利を守ってくれるプロなんで
しょ」と子どもからも思われるということです。
ですから、子どもの期待にはしっかり大人の責任
を持って応えていかないといけないと思います。
ただ、専門性があるだけでいいのかと言えば、結
局はもうハートです。これはもういろいろな人に
私は言ってきましたが、私もハートがある人に救
われてきました。ハートがないと子どもは心を開
かないし、意見も本質的なものは言わないと実感

しています。
そうした専門性、ハートを身に付けていくため

に、皆さんもこれからどんどん聴いていってほし
いと思いますし、私たちもできる限り当事者の声
を届けていきたいと思っています。
そして、プラスです。専門性とハート、プラス

信頼関係と日常的な関わりがないと、子どもはな
かなか話さないと思います。これはもう本当に実
体験、私自身の経験に照らして本当にそうです。
児童相談所の研修などでよく私が言うことは、信
頼関係を子どもとつくるため必要なことは、「食
事」と「一緒に遊ぶ」、楽しい時間を過ごすとい
うことです。ただ、これは行政ほど難しいのです
が、でも、行政ほど頑張ってほしいと思います。
それから、子どもは相談より雑談。これは本当

に痛感する命題です。もう「ザ・面談」では話さ
ないのです。私もいろいろなシチュエーションと
か、もう一コマ一コマにメッセージを込めてきま
した。小さいメッセージを見逃さないことが本当
に必要だと思います。
そして、子どもが声を上げること、子どもの声

を聴くことの課題と展望を考えていきたいと思
います。ここにはざっと私が思い付くことを並べ
ていますが、やはり声を上げにくい子どもほど、
どう救っていくかは大事な視点ですし、「こども
まんなか」と言いますが、やはり家族や支援者側
の客観的な経験値も含めた思いや意向もあると
思います。ですから、ここのバランスが本当に難
しいですし、一方で、大人の事情、都合で、子ど
もの声を見逃す、スルーしていないかということ
も振り返りたいと思いますし、あとは児童養護施
設系に比べると、里親やファミリーホームのほう
の子どもたちには、なかなかそういった仕組みや
情報が届きにくいのではないかなと感じる時も
あります。
私が思う今後のアドボカシーの展望というか、

理想形態は、それぞれの子どもに応じて、いろい
ろな配慮、最大の配慮を持って子どもの声を聴い
て、最善のバランスを目指して、子どもの声を叶
えられる未来になったらいいと、一人の当事者と

■ 研修講演より ■

80



して思います。そして、子どもがどんな環境に生
まれても、どの施設に措置されても、どの里親さ
んの下で暮らすことになっても、等しく大事に声
が聴かれて、声を上げてもいいのだと思えるよう
な社会になってほしいと願っています。
最後に、思い付いたことを書いています。

ABCを考えました。２分ほどで考えましたが。
やはり子どもが声を上げられる、そして叶う、こ
の実現性、大人も声をしっかり聴いてあげられ
る、この実現が大事ですし、そして叶えればいい
だけでなく、バランスも大事です。子ども、そし
て、ご家族、ある意味、支援者にも声を聴く、聴
かせてもらう時にはいろいろな配慮も必要だと
思います。
私が思うことは、この３つがとても大事な要素

だと思いますので、ぜひこの機会に皆さんも
ABCを見つけてみてください。ご清聴ありがと
うございました。

畑山：川村さん、ありがとうございました。お話し
を伺いながら、「信頼」という言葉がなん度も出
てきたのがとても印象的でした。信頼できる大
人、信頼できるケースワーカー、そういった存在
が、川村さんにとってどれほど大きな意味をもっ
ていたのかが伝わってきました。きっと、発表の
中で時間の都合などで触れられなかった部分も
あるのだと思いますが、スライドには「どんな大
人を信頼できたのか」といった内容もありまし
た。ぜひみなさんにも、そうしたスライドの部分
にも目を通していただけたらと思いながら聞い
ていました。

そして、最後に語られていた「最大限の配慮の
ケースワーク」や「最善のバランス」という言葉。
とても大切な視点だと感じました。やはり、子ど
もの意向に沿えないケースワークも含めて、起き
る可能性があると思います。川村さんのスライド
に、「ちゃんと理由を説明してほしかった」と書
かれていましたが、きっと子どもにとって、これ
が最善であろうという大人が決めたものであっ
たとしても、「こういう理由があって、こういう
判断をしたんだよ」と、子どもが納得できるまで
丁寧に説明を尽くすことが本当に重要なのだと、
川村さんのお話しを聞きながら改めて考えさせ
られました。
ブローハンさんと川村さん、２人の語りをあわ

せて振り返ると―過去・現在・未来がつながっ
ているようなお話しだったなと感じています。特
に、子どもたちの小さな声をどう拾い、どう受け
止めていくか。大人の関わりがどんなふうに子ど
もたちの人生に影響を与えるのか。皆さんにとっ
て、改めて気づきのある時間や、これからの支援
ではこうしていったらいいのではないかと思え
る時間になったのではないでしょうか。

･･･
（グループディスカッション）

･･･
畑山：それでは、ここからはみなさまからいただい
た質問を元にディスカッションをしていけたら
と思います。まずは、少し “ゆるめ” のところか
ら…「最近どう？問題」を考えられたらと思いま
す。「『最近どう？』っていう言葉、会話の糸口を
見つけづらい場合、どうすることがベターです
か」という質問があります。これまでのご経験の
なかで、自分はこうやって会話が始まったら安心
したということがあったら、ぜひ共有していただ
きたいと思います。

川村：私なりの意見ですが、「最近どう？」は、会
話の入り口というか、ネタ出しを相手に全部丸投
げしている感じになってしまうと思うので、私の
スライドの「信頼できるのはどういう時か」リス
トの中の一つに、自分の好きなこととか、趣味と
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か、そういうものを覚えてくれているということ
を書いたのですが、あれが結構いいかなと思って
いて、やはり、「あれ、〇〇どうなったの？」な
どと、こちらから会話の入り口というか、ネタ出
しをする。しかも、相手に興味があります、関心
がありますというメッセージというか、それを言
語化する、しないは別にしても、それが相手に伝
わることが大事ではないかと思っています。公式
でもないし、正解でもないのですが、私だったら
自分のことを覚えてくれていたほうが嬉しい、
とっつきやすいかなと思います。

畑山：ありがとうございます。ブローハンさん、ど
うですか。

ブローハン：そうですね。川村さんと同じ意見だと
思います。でも、自分も結構「最近どう？」と聞
くので、ギクッとしたので、人のこと言えないな
と思いながら聴いていました。ただ、関係性があ
る程度できている子で、結構忙しい様子だった
ら、「最近どう？めっちゃ忙しそうだよね」みた
いなところから話をするので、丸投げじゃない状
態、その前の話の続きから始まる「最近どう？」
なので、丸投げじゃないつもりではいます。

畑山：ありがとうございます。そうですね。“丸投げ”
という視点は、私自身もなるほどなと思いながら
聴いていました。支援者の側から「あなたに関心
がありますよ」「あなたのこと知りたいと思って
います」と伝わるような声のかけ方は、子どもに
とって「話してもいいかも」と思えるきっかけに
なるのだと思います。たとえ言葉を少し変えるだ
けでも、その印象ってすごく大きく変わりますよ
ね。特に、ケースワーカーさんのように１年、２
年で代わっていく場合、子どもにとって初めまし
てのケースワーカーさんであっても、ケースを読
んでその子のことを知った、知っているという状
態で面会をした際、「最近どう？」と聞いたりす
る場面も。子どもからすると「いや、私の最近、
知らないでしょう？」と思ったり、怖さみたいな
ところも感じる子もいるのではないかと思いま
す。だからこそ、“初めまして” の関係の中で、
いきなり “最近” を聞くのではなく、一から関係

を築く姿勢が大切なんだなと改めて思いました。
私自身も、アニメやK-POPなど、その子の好き
なものをきっかけに話を広げたりすることもあ
ります。そういう入り口って、大事ですよね。

ブローハン：ゼロベースで「最近どう？」ってすご
いですね。それは多分、ナンパ下手だと思います。
言い方変かもしれないですけど、いきなり知らな
い人にそれは通じないですね。

畑山：そうですね。自分がほかの人にそうされた時
にどう思うかっていうのを多分考えたら、知らな
い人に急に「最近どうですか？」と言うこともな
いですよね。

ブローハン：「何？」みたいな。
畑山：いただいた質問に対して、ちゃんと答えられ
ていたか心配ではありますが、もし「もう少しこ
こを聞きたい」などあれば、また追加で質問を書
いてもらえたらと思います。
では、次の質問に移りたいと思います。川村さ

んへの質問です。「誰にも言わないで」と希望し
たにもかかわらず、その内容が他の人に共有され
ていて傷ついたというお話がありましたが、そう
いったとき、どのように対応してもらったら嬉し
かったですか、という質問です。

川村：そうですね。今振り返ると、あの時は意見を
言った、聴き取りをした、大人が動いた、結果こ
うなった。救われなかったパターンですが、間に
いろいろなものが抜けていたと思います。当時は
新しいケースワーカーさんから「分かった、じゃ、
誰にも言わないね」だけだったのですが、「いや、
でも、涼太郎くんの身の安全とか、これからのこ
とを守るために、もしかしたら、ここの部分は園
の先生に相談をしないといけないこともあるか
もしれないよ」という注意書きのようなところを
当時は聞かされていませんでした。だから、「言
わないって言ったじゃん」になったと思います。
ですから、子どもとはいえ、そこの注意書きは
ちゃんと説明をすれば聞いてもらえると思いま
すので、大人側としても、支援者側としても、そ
ういうところはわかってほしいというメッセー
ジが必要だったのではないかと思います。
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あとは、その間の抜けているものの中にどんな
ものがあったかと考えると、私が意見を言って、
聴き取りをして、次がもう結構一足飛びのような
感じだったので、その間に例えば、そのケース
ワーカーさんが来て、その時の状況をまた聴いて
もらって、変わってないんだねとか、悪化したん
だねとか、この部分はマシになったねとか、児童
調査は年に１回かもしれませんが、そういうふう
に虐待のリスクがあるという判断があれば、また
来るということも考えられると思います。そこを
プラスアルファ、ちょっと足を運んでもらうなり
して、もう一回一緒に話をして、やっぱりここの
部分は園の先生と本人ではなくても園長とか、副
園長とか、「もし涼太郎くんが話をできる人がい
たら一緒に話をしたほうがいいと思うけど、どう
かな」というような、いろいろなアプローチが
あったのではないかと大人の私が振り返って思
います。やはり、あの手この手を試してほしかっ
たと思います。

畑山：ありがとうございます。ブローハンさんは、
今のお話で何かありますか。

ブローハン：私は、施設にいる時は秘密を絶対明か
さないタイプだったので、そういった経験はない
のですが、逆に今、若者と関わる中で、必ずみん
なに伝えていることがあって、それは、あなたの
命が危ない時と、人の自由を奪う時と、法を犯す
時は、絶対に守りに入るということです。そのた
めに情報を必要なところに伝える可能性はある
ということは伝えていて、でも好きな人が誰か、
というようなことは絶対に言わないよとか、大人
としての役割というか、関わる役割の責任の範囲
だけは必ず最初に伝えています。もちろん話す時
に、話したくないことは話さないでいいとか、そ
ういった関係づくりの中で、聴くだけではなく
て、こちらとしてこういうふうに守るからねとい
う役割をちゃんと説明することは結構大事にし
ています。ですから、そのお陰で何でも言ってく
れるのだと思います。
もちろんケースによっては、支援員同士で共有

しなければならないとは思います。なぜなら、一

人の人が秘密を保持していることが後でリスク
に発展していくことを考えたら、組織全体として
共有していくことが必要ですから、責務があるこ
とは伝えなければいけないと思いますし、もし逆
だったら嫌だなと思うので、基本はやはり自分が
嫌だなとか、約束していることに対して破るとい
うのは、子ども、大人は関係なく、それは人とし
てのお互いの尊重する上でのあり方なのかと
思っています。

畑山：ありがとうございます。子どもと関わる上
で、もし子どもから聞いたことを誰かに伝えなけ
ればいけない場合には、事前にそのことをきちん
と伝えることや、自分の役割を明確にすることが
とても大切だということを、あらためて確認でき
たように思います。きっと、皆さんにとっても参
考になるお話しだったのではないでしょうか。
また、生命の危機など、どうしても伝えなけれ

ばいけないことがある場合には、「なぜ伝える必
要があるのか」まで丁寧に説明し、納得してもら
えるような対応が求められるのだと思います。川
村さんが話してくださったように、“納得するま
で” という姿勢で、あの手この手で説明を重ねる
こと、それが大切だと感じました。
私自身も、里親家庭で暮らす子どもたちに関わ

ることがあって、里親さんとの関係性に悩んでい
るとか、こういう言葉を言われて嫌だったという
話があった時には、一緒にリストを作って、「こ
れは伝えてほしい」「これは伝えてほしくない」
と整理するようにしています。そして、伝えると
決めた内容についても、どんな言葉で伝えてほし
いのか、子どもと一緒に言葉も選びます。こちら
が勝手に言葉を変えてしまうと、子どもにとって
は、「勝手に共有された」という感覚になってし
まうこともあるので、「この人は勝手に伝えるん
じゃないな、勝手に共有してるんじゃないな」と
感じてもらえるような関わりを心掛けています。
それでは、次はブローハンさんへの質問をご紹介
します。スライドの中にあった、「電話やはがき
の投函」というキーワードについて詳しく教えて
ください、ということです。おそらく子どもの権
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利擁護の取り組みに関する部分かと思います。
ブローハン：ありがとうございます。私が児童養護
施設にいたのが2003年から８年間で、大体、中高
生ぐらいの時に子どもの権利ノートについて説
明がありました。担当職員と子どもの権利ノート
を読み合わせることは、とても気恥ずかしいとい
うか形式ばったもので、やらなければならない職
員の話と、こちらも聞かなければならなくて、「何
だろう、この時間」という感じでした。でも、そ
もそも権利という言葉が浸透していない中で、急
にそれを言われたと感じました。そして、みんな
が伝えたいことがあったら、事務室の近くに赤い
ポストの意見箱があると言ってくれたのですが、
とある人が「何とか先生うぜえ」と書いたら見事
にその先生のところに行って、その先生に怒られ
るということがありました。
私に関しては、めちゃくちゃスポーツをやって

いたので、バスケットゴールを立てたいというお
願いを何度も入れていたのですが、その夢は叶う
ことはありませんでした。でも、できないならで
きないことは仕方がないと思いますが、できる理
由を一緒に考えてくれたり、今はこうだからこう
考えているよということが聞かれたらよかった
のですが、伝えっ放しで投げたボールが返って来
ない状況が続いていたと思います。集団生活の中
で一人でもそういうことになったら、もう意見は
言わなくなっていくのではないかと思います。私
も最後の高校２、３年生の頃にはもう諦めていた
という記憶があります。
ただ、ほかの施設では守っているところもある

と思いますが、私の児童養護施設に関しては、
ケースワーカーとかに話が行くのではなくて、ど
ちらかというと児童養護施設の職員さんで話が
回っていたという印象があります。

畑山：このテーマで何か、川村さんはありますか。
川村：私が子どもだったら、意見箱は誰が見ます
よ、見ませんよというようなことが入所時に説明
を受けるのかもしれませんが、子どもが意見箱に
入れた意見が、今ブローハンさんが言ったよう
に、児相の人にも伝わるのか、施設の中で巡るの

か、どこまで行って、誰に行かないのかというこ
とを子どもが理解していない状況ではあまり意
味がないのかなと思います。子どもが誰に対して
の意見を言いたいのか、届けたいのかというこ
と、子どもの中にも目的がしっかりあると思いま
すので、その意見箱を設置していくのであれば、
私の希望としては、子どもに説明する時に、みん
なでは見ないよとか、施設の人じゃない第三者の
人で確認するようになっているとか何でもいい
のですが、子どもがわかる説明があるといいと思
います。とにかくいろいろな話に共通しますが、
説明です。説明と理解が必要だと思います。

畑山：ありがとうございます。今ブローハンさんが
話してくださったように、子どもの権利擁護の仕
組みとして「権利ノート」などがあります。たと
えば「意見があれば権利ノートの裏に付いている
はがきを投函してください」とか、「伝えたいこ
とがあれば意見箱に入れてください」とか、「第
三者委員に電話をかけてください」といった形で
子どもの声を外部の大人に伝えられるツールは
あります。
ただ実際には、「誰がこの電話に出るのか」「電

話をかけている姿を誰かに見られるかもしれな
い」「このはがき、誰が見るんだろう」といった
不安があったり、安全性が確保されていない中で
は、そうした仕組みがあっても実際には活用しに
くいという現実があるように思います。つまり、
子どもの自発性に任せるような仕組みだけでは、
本当にSOSを出したいときに出せないことが多い
のではと思います。だからこそ、大人の側からの
丁寧なはたらきかけや、定期的にそして日常的に
話を聴く機会の確保など、「声が出しやすい仕組
み」をつくっていく必要があると感じました。
また、お二人のお話で印象的だったのは、

「フィードバックがほしい」ということでした。
子どもたちは、せっかく声を上げたとしても、そ
れを聞きっ放しにされてしまうと「やっぱ言って
も意味なかった」と感じてしまうことがありま
す。だからこそ、子どもが伝えた・発した声に対
して、大人がどんな議論をしたのか、どんな対応
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を考えたのか―それを子どもに返すことが大切
です。そしてもし子どもが、その結果にちょっと
違和感を感じているようなことがあれば、再度そ
の意見を聴いて、もう一度議論を重ねるというよ
うに、子どもの声と大人の応答が往復していくプ
ロセスが重要なのだと思います。

ブローハン：そもそも意見箱に入れる前の生活の
積み重ねの場で、どれだけ自分がその意見を大事
に、例えば、伝えたことに対して反応があったり、
やはり聴いてくれているとか、必ず夢が叶うとい
う話ではなくて、何かを伝えたことによって何か
アクションがあったり、一緒に寄り添っている、
隣にいてくれたりということだと思います。手前
の話がないままに権利とか意見という言葉だけ
が前に出てしまって、子どもの意見を聴こうとな
るのですが、やはり自然な会話の積み重ねの中で
自然にできる、そして、その上で、もし万が一あっ
たら、活用できるよという話の流れなのではない
かと思っています。ここだけ急にぽっと出てきて
も子どもからすると絶対に活用はしない、しづら
いと思いました。

畑山：ありがとうございます。ブローハンさんが
おっしゃるように、やはり「声を出す」「意見を
伝える」ということは、その前段階としての日々
のやりとりや関係性の積み重ねが土台になるの
だと、改めて感じました。そうした積み重ねが
あってこそ、「この人には伝えてもいいかな」「何
か動いてくれるかもしれない」と思えるのだと思
います。ですから、意見表明等支援事業も、制度
や仕組みと整備されているだけではなく、実際に
子どもたちが「使える」と思えるものにするため
に、支援者の関わり方も含めて、子どもたちの声
を聴きながら丁寧に検討を重ねていってほしい
なと思います。
では、最後にお二人から参加者の皆さんに伝え

たいことを一言ずつお願いできればと思います。
ブローハン：私はもう、本当にどの講演会でもお伝
えしていることは、やはり専門性とか、いろいろ
な知識は必要ですが、子どもを見ているよ、感じ
ているよ、そこにいるからねという、その大人の

姿勢、心の姿勢はやはりすごい、川村さんがハー
トと言葉をまとめてくださったと思いますが、子
どもたちからすればよく見ているところだと思
います。私は逆に、そういった大人にたまたま巡
り合えたおかげで、詐欺師にならずに済んだと
思っているぐらいです。当時から、口達者ではあ
りましたが。
やはり周りの大人が、何かあった時にそのプロ

セスに対して時間をどれだけ一緒に共有して、ど
れだけ一緒に悩んで、考えてくれたかというとこ
ろが記憶として残っていくと思います。幼少期か
ら社会に巣立つまでの間にそういった大人がい
ると、振り返った時にあの大人はよかったなと
か、別に解決した話じゃなくてもよかったなとい
う思いだけで、大人になった時に、「ああ、あの
大人のおかげで」というふうになっていく可能性
が高いので、近くにいる大人がキーパーソンだと
思います。
ですから、全体の中の何十分の一ではなく、一

分の一として見ていってほしいと思いますし、逆
に子ども側からすると、一分の一の関わり方は
ずっと大人になっても覚えているので、ぜひそう
いった意味で、最後のメッセージで伝えたその仕
事を誇りに思ってほしいと思いますい。私からす
れば、皆さんが子どもに関わってくださっている
ことに対してとても感謝しています。今日は話を
聴いてくださりありがとうございました。

川村：意見表明ということが今回のテーマですが、
今回、新しい事業も生まれて、新しい動きも世の
中にどんどん出てきている中で、子どもに向き合
う大人がどんどん増えてきているということは
本当に子どもにとって希望になると思います。私
もいろいろなところでよく言っていることは、ス
ライドに書いたように、出会った大人の数だけ子
どもの未来が広がるということです。私も信頼で
きる特定の大人が数名いますが、その方々に今ま
で、今も救われていますので、本当にどこでどん
な大人と、ぴったり合う大人と出会うかはわかり
ません。それが意見表明等支援員なのか、園の先
生なのかわかりませんが、いろいろな大人が一丸
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となって、子どもをまん中にして向き合っていた
だけると本当にありがたいです。一方で私も支援
者、施設の職員の経験がありますから、いろいろ
なジレンマ、葛藤、悩みももちろんありますので、
一概にこうすれば全部うまくいくとか解決とか
ではありませんが、本当に手探りの中でも、子ど
もにできるだけ意見を聴いていけるような人間
でありたいですし、そんな大人が増えたら本当に
うれしいなと思います。とても抽象的なコメント
になりましたが、本日はどうもありがとうござい
ました。

畑山：ありがとうございました。皆さんも、それぞ
れにいろいろな思いを持ちながら聴いてくだ
さっていたのではないかと思います。どんな仕組
みがいいのか、どんな大人だと信頼できるのか―
そうしたことは、やはり子どもたち自身に聴いて
みないとわからない部分がたくさんあると思い
ます。だからこそ、皆さんが日々出会われる子ど
もたちの声に丁寧に耳を傾けながら、「この対応
でよかったのかな」「こういう声のかけ方をした
らよかったのかな」と、振り返りながら関わって
いただけたらと思います。最後になりますが、“支
援者として” 子どもたちに出会わないでほしいと
思っています。支援者に対して警戒したり拒絶感
を抱く子どももいます。だからこそ、一人の大人
として、どう寄り添えるのか。どうすれば、その
子の声を拾えるのか。そして、子どもたちが自分
の人生を取り戻し、自身の人生を自らコントロー
ルしていけるように、どのように支えていけるの
か。皆さん一人ひとりが、そうした姿勢で子ども
たちに寄り添っていただけたら嬉しく思います。
以上で終わります。本日は本当にありがとうござ
いました。
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できませんが、NY市の方が利用している人の割合
は高く、１戸あたりの居住人数が多い、つまり家族
で利用している可能性が高いことが推測されます。
なお、NY市住宅局のホームページには、利用対象
の 中 に「Domestic Violence」 が あ り、public 
housingがDV避難のために利用されること、つまり
住居と人々の福祉が直結した表現が明示されていま
した（図１）。

また、アメリカの住宅都市開発省（Department 
of Housing and Urban Development ; HUD）によ
ると、2024年１月時点でアメリカにいるホームレス
は約77万1,480人、うちNY市は14万134人とダント
ツ一位でした（ちなみに、二位はロサンゼルス市・
郡で7万1,201人でした）。情報を紹介していたサイ
トによると、NY市ではホームレスの97％はシェル
ターなどで保護されており、路上で生活している人
は少ないようです。確かに、視察中に明らかに路上
生活者とわかる方を見かけたような、見かけていな
いような、、、という記憶です。保護後、public 
housingの利用に移行する場合もあるようです。
複数の視察先でcommunityの持つ力について言及

されました。NY市では、放課後の子どもの居場所
作りや、土曜の夜に若者がスポーツをする機会を提
供する取り組みを行ったり、民間の団体ではpublic 
housingが集まる犯罪率や中退率が高い地域での子
ども支援などが行われていました。官民問わず貧困
や犯罪の連鎖を断つための様々な取り組みがなされ
ていました。図１.  NY市住宅局のホームページ

図２.  ブルックリンからマンハッタンを臨んだ写真
なんのきなしに撮った写真ですがよくよく見ると、public housing群が映っていました。
こうしたpublic housing群になっている地域は「レッドライニング」や「ゾーニング」
というアメリカの人種差別や隔離政策の歴史と強く関連しています。

拡  

大
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子どもを始め家族の生活が脅かされず、安心して
暮らせる場所・地域が安定的に、永続的にあること
はWell Beingな育ちの基盤となります。日本でも子
どもの居場所作りの重要性が言われています。NY
市ではhousingの問題に対し様々な取り組みがなさ
れていますが、安心・安定とはいえない環境も多く
あります。生活の基盤となる安定的・継続的な居場
所の確保が昔から、そして今も深刻な課題となって
いるのでした。

～ 公　園 ～

その国、その街で、子どもはいったいどんな生活
を送っているのだろうか、と知りたくなります。そ
れを知る手掛かりとなる１つが公園です。子どもた
ちが過ごす場として公園はどの国でも大事な空間で
す。街の中を移動したり、散歩したりする際に公園
を見つけるとどんなところ？と関心を引きました。
通りすがった公園には大きな遊具があったり、バ

スケットゴールがあったり、ベンチがあったり、広々
とした雰囲気はアメリカっぽいなと安易な感想を抱
きつつ、何か違和感もありました。なんだろう、と
思いながら数日間過ごしていました。ある時、あっ
と気付いたのが、公園に柵があることでした。場所

によっては鍵もついていました。それは公園の中で
子どもが過ごす場所が “区切られている” という感
じが違和感だったのかもしれません。さっと立ち寄
るのではなく「公園に入る」というちょっとした心
構え？目的？がいるような気がしました。しかし、
よく考えると、“守られている” と言ってもいいか
もしれません。治安が悪い地域では安全のためとい
う大きな目的や、また子どものための空間を確実に
確保するというChildren Firstが体現されているの
かもしれません。柵があると小さな子どもが一人で
遠くに行ってしまうことはないですし、不審者が入
りにくい構造にもなります。こうした場は公園

図３.  public housingと公園
ここは１棟がそびえ立っています。窓を数えると17階建てのようです。
よくよく見ると右後ろに同じようなpublic housingが見えます。

図４.  けっこう頑丈な柵のある公園
柵の高さは色々でしたが、この２か所は小さな子どもは乗り越えられない高さの柵です。
大半の人が子どもがいないと入りにくい・・・と感じるでしょう。
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（Park）の中でも子どもの遊び場（Play Ground）
として確保されているようです。
日本では柵というより木や花など自然のものが設

けられている公園が多く、風景と一体化されており、
老若男女誰でも立ち寄れる公共の場としての位置づ
けが強い存在です。
また、平日の昼間、未就学の小さい子どもと公園

で遊んでいるのは親ではなくナニー（ベビーシッ

ター）のようでした。あるサイトでは公園は親やナ
ニーの出会いの場と紹介されていましたが、子ども
と一緒に遊んだりナニー同士でおしゃべりしたりし
ているというより子どもが遊んでいるのを静かに見
ている、という印象でした。保育所の制度が整って
いる日本では平日の午前中は公園には保育園児が散
歩にきている風景がよく見られますが、マンハッタ
ンでは子どもとナニーが遊びに来ているのでした。

～ に お い ～

少し前にNYに旅行に行った友達から、街のにおい
が何とも言えなかった、という感想を聞いていました。
「そんなことあるのかな・・・」と思っていたのですが、
実際に行ってみると確かに何とも言えないにおいが
しました。私たちが宿泊したのはチャイナタウンだっ
たのですが、下水道のにおい？香辛料のにおい？工
事中のほこりのにおい？車の排気ガスのにおい？な
のか、とにかく日本の街では味わえないような混在し
たにおいが宿泊地周辺をはじめ、あちこちで感じら
れました。また、視察中、セントラルパークを歩いて
移動している際、何か変なにおいがすると思ったら、
通訳の方が「これはマリファナですね」と教えてく
れました。NY州では2021年に21歳以上の娯楽用大麻
の使用が合法化され、街中のドラッグストアで購入

でき、日本よりも薬物との距離が近いようです（滞
在中にドラッグストアをチェックすればよかったと後
悔）。もちろん、このにおいにはなじみがなく、違和
感があったのですが、ある時、日本では嫌だなと思っ
ていた一般的なタバコのにおいがした時には少し懐
かしく、安心したような変な感覚になりました。
家庭的養育の一要素として食卓のにおいなどは話

題に出ることはありますが、普段の生活そのものの
においは特に意識されることは少ないのではないで
しょうか。私にとってはこの街の独特なにおいが、
この街の人たちには当たり前なんだろうな・・・薬
物の匂いとの距離が近い生活は、将来薬物を使用す
るリスクと関連はないのだろうか・・・など思いな
がら過ごした１週間でした。

  

以上、“NYで児童福祉の現場を視察する” という
本筋から外れますが、１週間滞在して感じた生活の
においを少しでも届けられたら、と思い終わりとし
ます。最後に、今回視察団の仲間に入れてくださっ

た資生堂子ども財団のみなさま、海外視察団第49期
のみなさま、快く送り出してくれた虹センタース
タッフ、家族に感謝いたします。

図５.  視察の振り返り＠セントラルパーク
この後、ジョン・レノンファンが集まるストロベリー
フィールズまで歩いて移動したのですが、そこでマ
リファナらしきにおいが漂ってきたのでした。
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〈参考情報（HP）〉

NY市住宅局 The NY City Housing Authority （NYCHA）
https://www.nyc.gov/site/nycha/index.page

都営住宅の状況
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/shiryo_30_01_06

アメリカのホームレス人口に関する記事  Which US cities have the largest homeless populations?（2025.2.7） by the USA Facts team
https://usafacts.org/articles/which-cities-in-the-us-have-the-most-homelessness/

2024年度 第49回 資生堂児童福祉 海外研修報告書～ニューヨーク児童福祉レポート～
https://www.shiseido-zaidan.or.jp/data/media/shisedo_zaidan/page/public/training/PDF/vol_49.pdf

レッドライニングとニューヨーク市への影響  Redlining and Its Impact on NY City （2022.10.25）
https://www.citysignal.com/redlining-and-its-impact-on-NY-city/
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ました。
なお、コロナ禍以降オンラインでの打合せが容易になったことから、講義の要点や演習の進行等について、

講師と事務局との間で事前に意見交換や打合せする時間を多く持つことができています。このことは、研修企
画のキーフレーズを研修内容に反映する効果を高めています。

（２）2024（令和６）年度 研修実績
ア　研修実施本数と受講者数
2024（令和６）年度は合計28本の専門研修を実施し、延べ受講者数は2,022人でした。28本のうち新規は「こ

ども家庭センター統括支援員指導者・研修企画者養成研修」と「意見表明等支援員の養成に向けた研修―ガ
イドラインに基づく基礎編」で、令和４年改正児童福祉法の施行に伴い企画実施しました。
一方、前年度まで実施していた「児童相談所職員合同研修」と「市区町村虐待対応指導者研修」については、

開催日程を確保できず休止しました。

表１－２　研修数と参加者数の推移
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また、別枠で2024（令和６）年度新規研修に位置づけられるのが、「こども家庭センター統括支援員基礎研修」
です。この研修は通常の専門研修とは異なり、オンデマンド講義だけでプログラムを編成し、受講者に通年で
動画配信する企画としました。詳細は後述しますが、本研修の実績を加えると、2024 （令和６）年度は29本の
研修を実施し、延べ受講者数は2,768人となります。

イ　実施形態
虹センターの専門研修では、ICT（情報通信技術）を実施形態に積極的に取り入れています。主な実施方法は、

「参集」・「オンデマンド配信」・「ライブ配信」の３種類ですが、これらを組み合わせることで、多様なプ
ログラム構成の企画実施が可能になっています。
また上半期と下半期に、それぞれ「ライブ配信」と「参集」で開催する研修を受講し、インターバル期間に

は参加者に各所属で事例概要の作成や実践課題等、OJTに取り組んでもらう「継続型研修」を、2024（令和６）
年度は８本企画実施しました。
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表１－３　2024（令和６）年度  各研修の実施形態

区分 研修略称 オンデマンド
配信

ライブ
配信

インターバル
研修 参集 構成等

継
続
型
研
修

児童心理治療施設 ○ ○ ○ ○ 【前期】ライブ配信　【後期】参集
【インターバル期間】
　・事前アンケートの提出
　・オンデマンド動画の視聴－レポート提出 
　・事例のまとめの提出 
　・課題への取り組み状況の提出

児童養護施設 ○ ○ ○ ○

乳児院 ○ ○ ○ ○

児童心理司 ○ ○ ○ ○
【前期】ライブ配信　【後期】参集
【インターバル期間】
　・SV実践レポートの提出
　・オンデマンド動画の視聴－レポート提出
　・事例のまとめの提出

指導教育担当児童福祉司 ○ ○・○ ○
【前期】ライブ配信【後期】ライブ配信
【インターバル期間】
　・オンデマンド講義の受講－レポート提出
　・筆記試験の受験
　・SV実践レポートの提出

児童相談所長 ○ 〇 〇 ○
【前期】ライブ配信　【後期】参集
【インターバル期間】
　・演習用課題の提出
　・事例のまとめの提出

施設職員事例検討 〇 〇 ○・○ 【プレ研修】【修了研修】は参集で実施
　　月例検討会（年８回）はライブ配信

福祉司SVアドバンス ○ ○ ○・○ 【前期】【後期】は参集で実施・インターバル中に
　　遠隔ミーティング・メーリングリスト併用

通
常（
単
回
）研
修

統括支援員指導者企画者 ○

母子生活支援施設 ○ ○

保健関係職員 ○ ○

施設心理合同 ○ ○

教育福祉合同 ○ ○ 午前の部：250 人規模・講義とシンポジウム
午後の部： 80 人規模・事例演習

児相弁護士 ○ ○

児相医師・医師専門 ○ ○ ○ 参集・ライブ配信同時（ハイブリッド）開催

テーマ別 ○ ○ 250 人規模

そ
の
他

統括支援員基礎 ○ 800 人規模
オンデマンド配信講義動画を通年で視聴

ウ　実施結果・考察① 市区町村こども家庭センター統括支援員に関わる研修について
こども家庭センターに配置される統括支援員については、一体的支援に係る基礎的な事項の研修（基礎研修）

の受講が要件の一つとなっています。また、基礎研修に加え、都道府県において実情に応じて開催される統括
支援員の資質向上のための「実務研修」を受講することが望ましいとされています。

　ア）　「こども家庭センター統括支援員指導者・研修企画者養成研修」
�　各自治体における「実務研修」の企画に力添えできるよう、虹センターではZoomを使ったオンライン形
式で本研修を実施しました。受講者は45人で、都道府県等本庁部署の事業担当者、児童相談所の市区町村支
援担当者、市区町村統括支援員等に大別されました。
�　プログラムでは、こども家庭センターの成り立ちや意義、統括支援員の専門性について学ぶことを重視し、
研修企画担当者に対しては、講義や演習参加を通して、子どもと家族を軸に地域で支援を展開できる統括支
援員の専門性を感じてもらえる学びの体験を意図しました。
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　　表１－４　2024（令和６）年度  「統括支援員指導者・研修企画者養成研修」受講者状況（機関区分）

機関区分（詳細） 受講者数 ％
都道府県－本庁部署 16 35.6%
都道府県－児童相談所 ９ 20.0%
都道府県－保健福祉事務所 １ 2.2%
政令市－本庁部署 ９ 20.0%
政令市－区役所 ２ 4.4%
政令市－児童相談所 １ 2.2%
一般市 ６ 13.3%
町 １ 2.2%
合計 45 100%

�　研修後アンケートでは、都道府県等の研修企画担当者からは、「統括支援員の役割についての理解が深まり、
今後の研修企画に活かせる」、「他自治体も同様の課題を抱えており、悩みを共有できた安心感」等の感想が
ありました。他方、「サポートプランの作成に難しさを感じた」、「研修内容の一部は初心者には難易度が高かっ
た」という指摘もありました。
�　また、児童相談所からの受講者では、「児童福祉法改正やこども家庭センターの設立趣旨・課題を整理す
るよい機会だった」、「“当事者主体”や“届ける支援”等、支援のあり方への理解が深まった」とする記述があっ
たほか、市区町の受講者からは「事例を通じて支援の重要性を再認識した」、「統括支援員として何を求めら
れているかを実感した」、「今後の研修に“支援者への支援”や“心が折れそうな時の支え”も求めたい」という声
が寄せられました。

　イ）　「こども家庭センター統括支援員基礎研修」
�　統括支援員基礎研修はオンデマンド講義のみの研修で、カリキュラムに設定された６つの科目（「組織内
の連携基盤」、「母子保健の制度・実践」、「児童福祉の制度・実践」、「支援ネットワークの体制構築と社会資
源の把握・開拓」「関係機関との連携（マクロレベルのマネジメント）」「アセスメント・モニタリング・評価・
見直しに関する視点」）について、こども家庭庁が2023（令和５）年度中に制作した44本の動画を、eラーニ
ングを利用したオンデマンド研修として運用し、受講者に提供しました。　
�　基礎研修には、主に東日本の自治体から823人の受講申込がありました。そのうち、年度末までに受講完
了し「修了証」を発行したのは746人（90.6％）、受講完了者の所属機関について最も多かったのは、市区町
村こども家庭センターで561人（75.2％）でした。
�　受講完了者の職種については、保健職が最も多く405人（54.3％）、以下、行政職261人（35.0％）、福祉職
58人（7.8％）、心理職７人（0.9％）でした。
�　また、統括支援員としての配置状況については、「既に配置されている」（66.7％）、「配置される予定である」
（20.7％）、「配置される予定はない」（12.6％）でした。
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　　表１－５　2024（令和６）年度  「統括支援員基礎研修」受講者状況（職種）

職種 回答数 ％
保健職 405 54.3%
行政職 261 35.0%
福祉職 58 7.8%
心理職 ７ 0.9%
その他 15 2.0%
合計 746 100%

�　研修後アンケートの自由記述では、「今後、統括支援員として取り組むうえでの課題」については、大別
して「機関間・関係者間の情報共有の難しさ」、「組織の縦割り・連携不足による支援の難しさ」、「妊娠期か
らのアプローチを可能にする情報の不足」、「母子保健と児童福祉の価値観のすり合わせの難しさ」、「支援体
制の構築と人材育成の難しさ」が挙げられました。
�　また、「こども家庭センターの設置・運営についての課題」では、大別して「母子保健と児童福祉をつな
ぐ調整役の必要性」、「母子保健と児童福祉の制度の分断による支援の困難」、「人材の確保と育成の重要性」、
「情報共有と支援体制の整備」が挙げられていました。
�　他方、都道府県等が実施する「実務研修」に、どのような内容を期待するか、選択肢を示し回答を求めた
ところ、最も多かったのが「サポートプランについて」（63.2％）、以下、「合同ケース会議について」（40.0％）、
「こども家庭センターに係る人材育成について」（40.0％）、「統括支援員の役割について」（37.5％）、「地域の
社会資源の把握と開拓について」（35.1％）となっています。

エ　実施結果・考察②　「乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設指導者研修」について
　　～インターバル期間における実践課題「子どもの “声” を聴く」の取り組みから
乳児院、児童養護施設及び児童心理治療施設指導者研修では、継続型研修としてプログラムを企画しました

が、ライブ配信コース（前期）から参集コース（後期）までのインターバル期間に、各受講者が「声なき “声”
を聴く」をテーマに、各自設定した実践課題を自施設で取り組んでもらいました。
ライブ配信コース（前期）で実践課題を設定する際、受講者に「どんな支援者になりたいか」と、目指す支

援者像を自由記述により尋ねたところ、大別して次のような回答がありました。

＜どんな支援者になりたいか＞
　⃝ �子どもの声を丁寧に聴く支援者	 ⃝ �子ども一人ひとりに寄り添う支援者
　⃝ �信頼関係を土台とした支援を行う支援者	 ⃝ �チームや他職種と連携できる支援者
　⃝ �感情に流されず冷静に対応できる支援者	 ⃝ �子どもと共に成長できる支援者
　⃝ �子どもの成長を信じ、可能性を引き出せる支援者

併せてインターバル期間の実践課題として受講者が設定した、目指す支援者像に近づくための具体的な取り
組みについては、次の８つの項目に大別することができました。
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＜インターバル期間の実践課題＞
　⃝ �子どもの話に最後まで耳を傾ける	 ⃝ �記録や振り返りを通じた内省の習慣化
　⃝ �日々の関わりを丁寧に積み重ねる	 ⃝ �他職員との情報共有・相談を積極的に行う
　⃝ �感情的にならず、背景を捉えて対応する	 ⃝ �子どもに選択肢を与える関わりを実践
　⃝ �個別の子どもとの関係性を意識的に深める	 ⃝ �子どもにわかりやすい言葉で伝える

インターバル期間を経て、参集コース（後期）では小グループに分かれ、実践課題「声なき“声”を聴く」の取り
組みを振り返ってもらいました。多くの受講者が、実践課題への取り組みや研修での演習等を通して、「子ど
もの“声”にどう向き合うか」「自らの関わりをどう省みるか」という点に深く向き合い、それを職場に持ち帰り、
具体的な改善・実践につなげようとする前向きな姿勢を示していました。これは、インターバル期間の実践課
題を“声”に焦点を当て、かつ具体の課題設定は自分自身で行ったことで、日々の忙しい実践の中でつい見過ご
してしまう“声”に、少し意識して耳を傾ける機会につながったものと考えられます。
また、自施設で一定期間実践課題に取り組んだことも研修効果があったと考えられます。受講者には負担だっ

た面もあるかもしれませんが、こうした課題が設定されたことで、少し立ち止まって考える機会になったので
はないでしょうか。研修受講当日だけでなく、継続して考えることで日々のOJTにつながったこと、参集コース
でインターバル期間の取り組みを振り返ったことで、省察につなげやすくなったのではないかと考えられます。
以下、受講者から提出された「振り返りシート」の記述から、「研修全体を通しての学び・気づき」「施設に戻っ

て取り組みたいこと」の概要を示します。

＜研修全体を通しての学び・気づき＞
　⃝ �「声なき “声”」への意識の深化：子どもたちの非言語的なサインや行動の背景にある「語られない思い」に

気づく重要性を実感した。
　⃝ �職員間の連携の重要性：子どもの思いを受け止めるには、日々の業務の中で情報共有と連携を密にすること

が不可欠と認識できた。
　⃝ �自己の関わり方の振り返り：自らの言動が子どもに与える影響や、関係性の築き方を省みる機会になった。

＜施設に戻って取り組みたいこと＞
　⃝ �対話の場の工夫：日常の中で子どもとゆっくり対話できる時間や空間の確保に取り組みたいという声が多く

見られた。
　⃝ �チーム全体での取り組みの推進：一人で抱えず、チームで子どもの “声” を受け止める風土づくりを目指そ

うとする意欲が表明された。
　⃝ �記録・振り返りの活用：日々の関わりを可視化し、子どもの変化や職員自身の関わりを定期的に振り返る仕

組みづくりを進めたいという意見も複数あった。

オ　実施結果・考察③「意見表明等支援員の養成に向けた研修－ガイドラインに基づく基礎編」について
本研修は、こども家庭庁支援局長通知『「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」及び「意見表明等支援

員の養成のためのガイドライン」について』に示された研修カリキュラム（例）基礎編の科目名、内容等を準拠し、
国ガイドラインの普及を図ることを主目的に2024（令和６）年度新たに企画実施しました。プログラム構成は、
オンデマンド講義７科目を事前視聴してもらい、研修当日はライブ配信２日間を設定し、小グループでの討議
を適宜組み入れながら９科目を受講者に提供しました。
 虹センターのプログラムでは、国ガイドラインに準拠しつつ、「子どもの “声”を聴く姿勢」、「社会的養護当
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事者の“声”を聴く」など、科目名に「子どもの“声”」と入れることで、虹センターが本研修で特に大事にしたい点
を強調しました。
本研修には、13自治体から44人の参加がありました。職種の内訳は福祉職が24人（54.5％）で最も多く、心理

職と行政職が各６人（13.6％）、弁護士が３人（6.8％）でした。また、機関区分を見ると、児童相談所が16人（36.4％）、
その他（34.1％）、都道府県（福祉）８人（18.2％）でした。その他は、社会福祉士会、一般社団法人、法律事務所
等です。
受講者は、「意見表明等支援員として活動している人（または予定している人）」と「都道府県・児童相談所等

で意見表明等支援事業を担当している人」に大きく区分されますが、研修後アンケートの自由記述では両者に
共通して、「子どもの“声”を聴くこと」の意義や、意見表明支援の必要性について、研修を通じて再認識・再確
認できたという前向きな感想が多く見られました。意見表明等支援員は「実践的内容」「感情的な気づき」「個人
の成長」への課題が意識され、事業担当者の関心は「制度の導入・運用」「他自治体の情報収集」「現場への応用」
に向けられており相違がありましたが、小グループでの討議を適宜設けたことで、「自分とは異なる立場の視点」
を知ることができた点が両者から評価されていました。
研修への具体的要望に関する記述では、「資料が多くて整理が大変だった」「説明が重複していた」といった情

報の整理・効率化に関することや、「今後は “実践編” なども設けてほしい」「参加者が継続的に情報交換できる
機会の設定を希望」する意見がありました。

カ　実施結果・考察④　児童相談所職員を対象にした研修について
　ア）　「指導教育担当児童福祉司任用前研修」
�　法改正により研修受講対象が2022 （令和４）年度から指導教育担当児童福祉司に任用される前に変更され
ましたが、３回目の実施となった2024 （令和６）年度は、過去最多となる262人が本研修を受講しました。

　表１－６　指導教育担当児童福祉司任用前研修（児童福祉司スーパーバイザー研修）受講者数推移

年 度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 合計

受講者数 175 161 188 70 216 216 250 262 1538

※各年度２日程（2021年度と2022年度は３日程）開催 （単位：人）

�　本研修では、前期終了後から後期開始前までに受講者がスーパーバイズ実践の実習をする際、各所属で指
導的職員を位置付け、メタスーパーバイズを行う役割を担ってもらっています。こうした仕組みが作られた
ことにより、研修受講で得られる知識や経験が受講者にとどまらず各所属内でより共有しやすくなることや、
さらには職場の人材育成への波及が期待されます。
�　一方、児童福祉司の育成に関する課題について、受講者に自由記述によるアンケートで回答を求めたとこ
ろ、「体制の未整備」「時間と人の不足」「教育機会の欠如」「組織風土」「キャリアの不透明さ」等の課題が
挙げられ、構造的な要因が複合的に影響していることが推察されました。

　 ＜児童福祉司の育成に関する主な課題＞　（2022～2024 年度研修受講者アンケートより）
　⃝ �育成体制・人材確保に関する課題	 ⃝ �役割の曖昧さ・指導の属人化
　⃝ �業務過多・時間不足	 ⃝ �新任者への支援が不十分
　⃝ �教育研修の整備不足	 ⃝ �他職種との協働に関する理解不足
　⃝ �組織文化・意識の課題	 ⃝ �心理的安全性の欠如
　⃝ �評価やキャリアパスの不明瞭さ
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イ）　「児童心理司指導者研修」
�　児童心理司スーパーバイザーは、児童福祉司スーパーバイザーと異なり法定化されていませんが、虹セン
ターの「児童心理司指導者研修」は、2023（令和５）年度から人材育成を軸に継続型研修を導入する形でプ
ログラムを企画しています。インターバル期間には「指導教育担当児童福祉司任用前研修」に準拠し、受講
者に各所属でスーパーバイズ実践の実習に取り組んでもらいました。参集コース（後期）では、指導教育担
当児童福祉司任用前研修で採用しているピアスーパービジョンを取り入れ、スーパーバイズ実践の振り返り
を小グループで行いました。ライブ配信コース（前期）では受講者自身が受けたSVを振り返っていたので
すが、自分自身の経験をもとに、スーパーバイザー（先輩）となった今の自分が行っているスーパーバイズ
を振り返る機会にもなっていました。
�　各児童相談所での配置状況について、2024（令和６）年度ライブ配信コース（前期）に参加した受講者79
人のうち、児童心理司スーパーバイザーとして「配置されている」が34人（43.0％）、「配置されていない」
は45人（57.0％）でした。児童相談所における児童心理司SVに関する、研修終了後の受講者の振り返り（自
由記述）から、現状と課題、これから取り組みたいことについて、次のような児童相談所現場の状況が読み
取れました。

　

ウ）　「児童相談所弁護士専門研修」
�　2018（平成30）年度の試行実施からこれまで７回、「児童相談所弁護士専門研修」を開催しています。常勤、
非常勤など勤務形態を問わず児童相談所業務に携わる弁護士を対象としている本研修は、2024（令和６）年
度受講者57人のうち34人（59.6％）に複数回の参加経験があることなどからも、弁護士が児童相談所で活動
するにあたり必要な知識や情報等を得られる場として、本研修が認識されているものと捉えています。
�　研修プログラムは、講義、事例検討、グループ討議で構成することを基本としていますが、2024（令和６）
年度は昼休憩の時間を活用し、「一時保護時の司法審査」をテーマに意見交換することを目的とした「ランチョ

＜スーパービジョン（SV）の実施状況＞
　⃝ �現場ではSVの必要性は認識されており、実施している児相もある。
　⃝ �チームでの検討やケースカンファレンスなどを通じてSV的要素を取り入れているが、「形式的」で終わっ

ている場合も多い。
　⃝ �OJT中心の教育体制が主で、系統的なSV体制が整っていないという声が多い。
　⃝ �スーパーバイザーが専門的支援を行うと同時に業務管理や指導も担っており、役割が曖昧。

＜SVに関する課題＞
　⃝ �時間・人員不足：SVを行う時間の確保が困難で、スーパーバイザーが他業務に追われている。
　⃝ �スーパーバイザーの育成不足：SVを担える人材が少なく、専門性が十分でないと感じている。
　⃝ �SVの理解と浸透の不足：SVの意義や効果が十分に共有されておらず、実施が形式化している。
　⃝ �関係構築の難しさ：SVが上下関係になりやすく、心理的安全性が確保されにくい。
　⃝ �一貫した体制の欠如：自治体や児相内でSVの進め方や目的が統一されておらず、個々の裁量に任されてい

る。

＜これから取り組みたいこと＞
　⃝ �体制の整備：SVの体系的導入と、定期実施の仕組みづくり。
　⃝ �スーパーバイザーの育成：指導的立場の職員への研修機会の提供、スキル向上。
　⃝ �関係性の構築：心理的安全性の高いSV環境の構築を目指す。
　⃝ �SVの多様化：一対一だけでなく、グループSVや外部講師によるSVなども導入。
　⃝ �理論的裏付けの導入：構造化されたSVモデル（例：解決志向など）を取り入れていく。
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ンセッション」企画を実施しました。自由参加の設定でしたが、法律の施行を半年後に控えた時期に行った
こともあり、参加者から高い評価が得られました。受講者の評価の視点と概要について、以下のとおりまと
めてみました。

�

　「一時保護時の司法審査」への対応の現状からは、「提出資料や証拠の内容に関する混乱」「実務体制・役
割分担の不明確さ」「制度趣旨と実務との乖離」に大別される課題のほか、「弁護士（受講者）がどこまで関
与すべきか不明」「家裁との関係構築の重要性」等について共有されたことが、受講者の振り返りの記述か
ら推察されました。また、「悩ましい事案を共有できる弁護士ネットワークの継続」「今後も情報交換の機会
を定期的に持ちたい」等、実務を支えるためのネットワーク形成を望む声が寄せられました。

　エ）　「児童相談所医師研修」「医師専門研修」
�　「児童相談所医師研修」は、児童相談所に医師が必置となった児童福祉法改正に伴い、2019（令和元）年
度から実施しています。受講対象については勤務形態を問わず、常勤医師だけではなく非常勤や嘱託も含ん
でいます。コロナ禍を契機に実施形態をオンラインに変更し、2020（令和２）年度以降は、児童福祉施設や
小児総合医療施設等に勤務する医師を対象とする「医師専門研修」と同日に開催しています。
�　2024（令和６）年度は＜参集＞か＜ライブ配信＞か、受講者に希望する参加形態を選択してもらえるよう、
いわゆる「ハイブリッド形式」で開催しました。虹センターでは初めての試みでしたが、両研修合わせて過
去最多となる71人が受講し、うち14人（19.7％）が虹センターに参集しました。 研修内容に関しては、参集・
ライブ配信共通で受講する講義や事例検討の後、午後からは参集はシンポジウム、ライブ配信は講義を行う
など、プログラムの構成を工夫しました。
�　研修後アンケートの自由記述では、参集での参加が難しい医師にとって、オンライン形式の併用は参加の
ハードルを下げ、より多くの医師が研修にアクセスできる点が評価されました。「オンラインでも最新の資
料で講義が受けられ、大変勉強になった」「オンラインならではの多様な視点を得ることができた」との声
がありました。一方で、虹センター会場参加者からは「全国の先生方と直接意見交換ができ、横のつながり
を作れたことが大変よかった」といった意見等、対面参加の価値を再認識する声が多く寄せられました。ハ
イブリッド形式によってそれぞれの利点が発揮されたことが示されたものと思います。研修機会の拡充や多
様化を図る上で、ハイブリッド形式が有効な手法であることが本研修の実施により確認できましたが、さら
なる技術面・内容面の工夫が必要と考えます。

　表１－７　児童相談所医師研修・医師専門研修　受講者数推移　2019年度～　 　（単位：人）

年 度 2019 2020 2021 2022 2023 2024

児童相談所医師研修 ８ 28 24 45 33 40

医師専門研修 34 32 12 23 23 31

合 計 42 60 36 68 56 71

＜ランチョンセッションに対する評価の視点＞　
　⃝ �テーマのタイムリーさ・関心の高さ	 ⃝ �講師の専門性・姿勢
　⃝ �実務的で具体的な内容	 ⃝ �自由参加セッションとしての意義
　⃝ �他地域の状況・多様な運用の共有	 ⃝ �自己の業務や組織へのフィードバック
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キ　実施結果・考察⑤　「教育・福祉虐待対応職員合同研修」
「教育・福祉虐待対応職員合同研修」は、2021（令和３）年度に実施形態をオンラインに変更し、2022（令
和４）年度からはライブ配信に加えオンデマンド視聴による講義動画を配信するなど、プログラムの拡充を図っ
ています。受講者数について、これまで参集による開催では、2018（平成30）年度116人が最多でしたが、オ
ンラインに変更して以降は毎年度200人を超え、2024（令和６）年度は過去最多の281人に至りました。うち
214人（76.2％）が教育機関からの参加となっています。
ライブ配信当日、受講者全員が参加する午前の部には、講義とシンポジウムを通してトラウマの視点を学び

考えるプログラムとしました。さらに学ぶ意欲のある受講者は引き続き午後の部にも参加し、教育と福祉の協
働を考える演習とグループ討議を行いました。
研修後アンケートでは、受講者からたくさんの自由記述が寄せられました。このうち、教育と福祉の協働に

かかる気づきや課題について触れている記述を概観したところ、「チームとしての支援の必要性」「視点の違い
から学びが得られた」「子どもを中心に置いた関係構築の大事さ」等、協働の重要性が実感され研修の効果が
もたらされた様子が伺えました。一方、「立場や役割の違いによる温度差」「教職員の多忙さ、制度上の限界」「協
働の仕組みの不在・不明確さ」等、協働の難しさや現場での課題に触れる記述も見られました。
また、「多職種による継続的な学習の場の必要性」や「連携の第一歩としての研修の役割」、あるいは「ロー

カル（地域）での協働機会の創出」に期待する声も多かったと思います。前向きな意見からは、専門領域の異
なる立場からの学びの広がりや、研修という “安全な場” での交流による効果が感じられ、教育と福祉の合同
研修の価値が再認識されました。

ク　実施結果・考察⑥ 「テーマ別研修　心の中の自分史を再構成するために」について
2024（令和６）年度のテーマ別研修は、「自分史」を題材にプログラムを企画しました。

本研修には、215人の受講者が参加しました。機関区分では、最も多かったのが児童相談所62人（28.8％）、
次いで児童養護施設48人（22.3％）、市区町村福祉20人（9.3％）、母子生活支援施設19人（8.8％）でした。職種
別では、児童心理司が最多で36人（16.7％）、以下、保育士31人（14.4％）、児童福祉司25人（11.6％）、心理職
と児童指導員が各24人（11.2％）となっています。
研修後アンケートの自由記述には受講者から大きな反響が寄せられ、研修を通じ「自分史の再構成」につい

て気づいたことや感じたことが多く挙げられました。概要を大別すると、「これまでの歩みを整理する支援（ラ
イフストーリーワーク）の重要性」「自分史を知ることの意味」「支援者自身の振り返りの必要性」「喪失体験
や連続性の重要性」「関係性・つながりの重要性」「実践の難しさ・課題意識」にまとめることができました。
また「自分史の再構成」の重要性について、受講者の気づきにつながったポイントを研修後アンケートから

見出してみたところ、「当事者の声・体験談の共有」「施設や支援者の具体的な実践例の報告」「理論的な解説（ア

＜企画に込めた思い＞　
　�　家族と離れ、社会的養護の施設などで暮らす子どもたちや、そこから巣立った社会的養護の経験者は、不適
切な養育環境で育ったり、何度も人との別れや生活環境の分断を経験しています。そうした子どもたちが、自
分の価値を認め、未来に期待を持てるようになるためには、主体性を大切にしながら、自分の人生史を振り返
り、その意味を自分なりに再構成することが欠かせません。

　�　しかし、自らの人生史を辿り直し、編み直していく営みは簡単ではなく、混乱や怒り、悲しみといった感情
が生じることも少なくありません。子どものそばに寄り添い、安心できる関わりを続けることが求められるな
ど、子どもと共にある支援者の姿勢が問われていると思います。

　�　このテーマについて、皆さんと一緒に丁寧に学びを共有したいと考え、企画しました。
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イデンティティ・喪失・連続性の理解）」「自分自身の振り返りの促し」「子ども視点に立つきっかけの提供」
等が挙げられました。これらのポイントは、理論、当事者からの報告、支援者自身の振り返りが研修を通して
受講者の中で重なったことで、多くの受講者に「自分史の大切さ」が響いたものと捉えました。
他方、先述した「実践の難しさ・課題意識」に関しては、支援者たちは「自分史の再構成は子どもの未来に

とって重要だ」という認識を持ちながらも、現場の制約や心理的・組織的ハードルに直面している状況と複数
の課題が挙げられていました。

＜支援者の状況と意識された課題＞　
　⃝ �支援者自身の心理的負担・準備の課題	 ⃝ �実践的な困難さ
　　　• 支援者自身が自己の過去に触れる負担感	 　　• 支援者間での連携・情報共有の難しさ
　　　• 支援者の心理的準備不足	 　　•「いつ・どう進めるか」の判断の難しさ

　⃝ �子ども側のタイミング・受け止め力の問題	 ⃝ �専門性・研修機会の不足
　　　• 子どもが過去と向き合う準備が整っていない	 　　• 支援者の専門性の確保
　　　• 子どもが抱えるトラウマや記憶の空白

　⃝ �組織・制度上の課題
　　　• 職員の異動・離職による連続性の欠如
　　　• アフターケアの体制不備

さらに、自由記述には「自分史の再構成」について、今後の研修内容への期待が多く挙げられました。支援
者自身の自己理解、支援対象の個別性の理解、組織内の協働、専門性の強化、地域との連携など、これらを一
体的に進められれば現場の支援力が高められ、子どもたちが安心して「自分史の再構成」に向き合えるのでは
ないかと思います。研修への期待の高さと受け取りました。この大事なテーマは今後もいろいろな形でプログ
ラムに取り入れ、受講者、講師、虹センターで共に考えていきたいと思います。

＜今後期待される研修内容＞　
　⃝ �実践編・応用編：具体的な支援方法・進め方の研修	 ⃝ �当事者の声を取り入れた学びの継続
　⃝ �支援者自身のセルフケアと自己理解	 ⃝ �地域連携・アフターケア強化の研修
　⃝ �チーム・組織としての連携強化研修

ケ　研修機関等との連携
西日本こども研修センターあかし（以下、西日本センター）が2019（平成31）年度から事業を開始して以降、

虹センターとの合同会議を定期的に開催し、研修運営や講師に関する情報交換、相互に研修交流等を行ってい
ます。
国立武蔵野学院附属人材育成センターとは、例年どおりに相互に講師を派遣したことに加え、西日本センター

と虹センターの３センター間で、実務に関する情報交換を行っています。
また、児童福祉施設の全国協議会との連携については、全国児童養護施設協議会、全国乳児福祉協議会、全

国母子生活支援施設協議会及び全国児童心理治療施設協議会が実施する事業に職員が参画したり、研修等への
講師派遣を相互に行う協力をしています。
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 ２　実績統計　

（１）研修参加者数
2024（令和６）年度は28本の研修を計画し、実施本数は28本でした。参加者数は延べ2,022人（2023（令和５）

年度2,078人）でした。また、研修受講をお断りした人数については７人（2023（令和５）年度44人）でした。

表１－８　2024（令和６）年度 研修別参加状況　

番号 研　　　修　　　名 参加者
（人）

キャンセル
（人）

お断り
（人）

児
童
相
談
所

１ 【オンライン】児童相談所長研修A＜前期＞　 33 ０ ０

２ 【参集】児童相談所長研修A＜後期＞　 34 ０ ０

３ 【オンライン】児童相談所長研修B＜前期＞　 39 １ ０

４ 【参集】児童相談所長研修B＜後期＞　 38 １ ０

５ 【オンライン】指導教育担当児童福祉司任用前研修A＜前期＞ 131 １ ０

６ 【オンライン】指導教育担当児童福祉司任用前研修A＜後期＞ 129 ２ ０

７ 【オンライン】指導教育担当児童福祉司任用前研修B＜前期＞ 132 ３ ０

８ 【オンライン】指導教育担当児童福祉司任用前研修B＜後期＞ 132 １ ０

９ 【オンライン】児童心理司指導者研修＜ライブ配信コース＞ 79 ２ ０

10 【参集】児童心理司指導者研修＜参集コース＞ 58 ５ ０

11 【オンライン】児童相談所弁護士専門研修 57 ０ ０

12 【参集・オンライン】児童相談所医師研修　 40 ０ ０

13 【参集】児童福祉司スーパーバイザーアドバンスコース＜前期＞ 10 ０ １

14 【参集】児童福祉司スーパーバイザーアドバンスコース＜後期＞ 10 ０ ０

児
童
福
祉
施
設

15 【オンライン】乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設指導者研修＜ライブ配信コース＞ 152 ４ ０

16 【参集】児童養護施設指導者研修＜参集コース＞ 57 ２ ０

17 【参集】児童心理治療施設指導者研修＜参集コース＞ 20 ０ ０

18 【参集】乳児院指導者研修＜参集コース＞ 41 ２ ０

19 【参集】母子生活支援施設指導者研修　 38 ３ ０

20 【オンライン】施設心理職員合同研修 79 １ ０

21 【参集】施設職員事例検討会プレ研修 ８ ０ ６

22 【参集】施設職員事例検討会修了研修 ８ ０ ０

市
区
町
村

23 【オンライン】こども家庭センター統括支援員指導者・研修企画者養成研修 45 ５ ０

24 【オンライン】児童虐待対応保健職員指導者研修 90 ２ ０

そ
の
他

25 【オンライン】教育・福祉虐待対応職員合同研修 281 22 ０

26 【オンライン】意見表明等支援員の養成に向けた研修 44 ０ ０

27 【参集・オンライン】医師専門研修 31 ５ ０

28 【オンライン】テーマ別研修「心の中の自分史を再構築するために」 206 ９ ０

合　　　　　　計 2,022 71 ７
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（２）研修別平均経験年数
全研修参加者の平均経験年数は9.5年（2023（令和５）年度9.6年）でした。
参加者の平均経験年数が10年以上である研修が12本（2023（令和５）年度８本）あり、最も経験年数が長かっ

たのは「教育・福祉虐待対応職員合同研修」でした。また、施設系の研修で経験年数が長い傾向が見られました。
平均経験年数が５年未満の研修は１本（2023（令和５）年度１本）で、「児童相談所弁護士専門研修」でした。

表１－９　2024（令和６）年度  研修別平均経験年数

研　　修　　名 対象 平均経験年数

【オンライン/参集】児童相談所長研修A 新任児童相談所長 児相経験 10.3年

【オンライン/参集】児童相談所長研修B 同上 児相経験 12.2年

【オンライン】指導教育担当児童福祉司任
用前研修A

児童福祉司として３年以上勤務した者であって、指
導教育担当児童福祉司として職務を行うことが期待
される者

児相経験 6.2年

【オンライン】指導教育担当児童福祉司任
用前研修B

同上 児相経験 6.3年

【オンライン】児童心理司指導者研修
＜ライブ配信コース＞

児童相談所児童心理司経験通算５年を満たした
児童心理司（スーパーバイザーを含む） 心理司経験 7.3年

【参集】児童心理司指導者研修
＜参集コース＞

児童相談所児童心理司経験通算５年を満たした
児童心理司（スーパーバイザーを含む） 心理司経験 7.3年

【オンライン】児童相談所弁護士専門研修 児童相談所に勤務している弁護士（常勤・非常勤・
嘱託を問わない） 児相経験 4.6年

【参集・オンライン】児童相談所医師研修 児童相談所に勤務する医師（勤務形態は問わず、非
常勤や嘱託を含む） 児相経験 6.8年

【参集/オンライン】児童福祉司
スーパーバイザーアドバンスコース

児童福祉司スーパーバイザーで、高度専門的な知識・
実務を継続的に学びたい者 児相経験 11.1年

【オンライン】乳児院・児童養護施設・
児童心理治療施設指導者研修
＜ライブ配信コース＞

乳児院で基幹的職員等指導的立場にあり児童福祉
施設経験通算５年を満たした者

児童養護施設で基幹的職員等指導的立場にあり児
童福祉施設経験通算７年を満たした者

児童心理治療施設で基幹的職員等指導的立場にあ
り児童福祉施設経験通算３年を満たした者

施設経験 12.3年

【参集】児童養護施設指導者研修
＜参集コース＞

児童養護施設で基幹的職員等指導的立場にあり児
童福祉施設経験通算７年を満たした者 施設経験 13.4年

【参集】児童心理治療施設指導者研修
＜参集コース＞

児童心理治療施設で基幹的職員等指導的立場にあ
り児童福祉施設経験通算３年を満たした者 施設経験 10.8年

【参集】乳児院指導者研修
＜参集コース＞

乳児院で基幹的職員等指導的立場にあり児童福祉
施設経験通算5年を満たした者 施設経験 11.2年

凡例：
10年以上

5年未満
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研　　修　　名 対象 平均経験年数

【参集】母子生活支援施設指導者研修　 母子生活支援施設で基幹的職員等指導的立場にあ
り児童福祉施設経験通算３年を満たした者 施設経験 11.7年

【オンライン】施設心理職員合同研修

児童養護施設、児童心理治療施設の心理職で児童
福祉施設心理職経験通算５年を満たした者

児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、
児童家庭支援センター、自立援助ホームの心理職で
児童福祉施設心理職経験通算２年を満たした者

施設経験 7.6年

【参集/オンライン】施設職員事例検討会 児童福祉施設で基幹的職員等指導的立場にある職員
で、高度専門的な知識・実務を継続的に学びたい者 施設経験 12.6年

【オンライン】こども家庭センター統括支援員
指導者・研修企画者養成研修

都道府県等の研修担当者、ファシリテーターを務め
る市区町村の実務者及び研修企画担当者 虐待対応 7.5年

【オンライン】児童虐待対応保健職員
指導者研修

市区町村の母子保健活動、子育て支援、児童虐待
防止対策に携わっている指導的立場にある保健師・
助産師・看護師、また児童相談所に勤務する保健
師で、児童虐待関連業務経験通算５年を満たした者

虐待対応 10.2年

【オンライン】教育・福祉虐待対応職員
合同研修

学校や教育委員会などの教育機関、市区町村、児童
相談所で児童虐待関連業務に携わる者であって、児
童虐待関連業務経験通算２年を満たした者

教職経験
虐待対応
児相経験

15.7年

【オンライン】意見表明等支援員の
養成に向けた研修

都道府県等が派遣する者 虐待対応 7.6年

【参集・オンライン】医師専門研修 児童相談所、児童福祉施設、保健機関、医療機関
等に勤務している児童虐待の対応に携わる医師 現所属 5.6年

【オンライン】テーマ別研修
「心の中の自分史を再構成するために」　

この問題に関わる専門職で、各所属機関で指導的立場
にあり、児童虐待関連業務経験通算３年を満たした者 虐待対応 10.1年

全研修の平均経験年数 9.5年
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 ３　研修の評価　

（１）研修全体の評価
研修終了後にアンケートを実施し、研修全体が「役に立つ」と思う程度を１点から５点で評価してもらいまし

た。ほとんどの研修で、４点以上の割合が90％を超えました。

表１－10　2024（令和６）年度  研修全体の評価

 

2024年度　研修全体の評価 (人)

Ｎｏ 　　研　　修　　名　　称
参

加

回

答

1,3 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所長研修＜前期＞　※AB合同 72 70

2 【参集】児童相談所長研修A＜後期＞ 34 34

4 【参集】児童相談所長研修B＜後期＞ 38 38

5 【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司任用前研修A＜前期＞ 131 131

6 【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司任用前研修A＜後期＞ 129 129

7 【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司任用前研修B＜前期＞ 132 132

8 【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司任用前研修B＜後期＞ 132 132

9 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童心理司指導者研修＜ﾗｲﾌﾞ配信ｺｰｽ＞ 79 78

10 【参集】児童心理司指導者研修＜参集ｺｰｽ＞ 58 58

11 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所弁護士専門研修 57 54

12 【参集・ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所医師研修　 40 39

13 【参集】児童福祉司ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰｽ<前期> 10 10

14 【参集】児童福祉司ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰｽ<後期> 10 10

15
【ｵﾝﾗｲﾝ】乳児院・児童養護施設児童心理治療施設指導者研修

＜ﾗｲﾌﾞ配信ｺｰｽ＞
152 148

16 【参集】児童養護施設指導者研修＜参集ｺｰｽ＞ 57 57

17 【参集】児童心理治療施設指導者研修＜参集ｺｰｽ＞ 20 20

18 【参集】乳児院指導者研修＜参集ｺｰｽ＞ 41 40

19 【参集】母子生活支援施設指導者研修　 38 38

20 【ｵﾝﾗｲﾝ】施設心理職員合同研修 79 77

21 【参集】施設職員事例検討会プレ研修 8 8

22 【参集】施設職員事例検討会修了研修 8 8

23 【ｵﾝﾗｲﾝ】こども家庭センター統括支援員指導者・研修企画者養成研修 45 45

24 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童虐待対応保健職員指導者研修 90 90

25 【ｵﾝﾗｲﾝ】教育・福祉虐待対応職員合同研修 281 258

26 【ｵﾝﾗｲﾝ】意見表明等支援員の養成に向けた研修 44 44

27 【ｵﾝﾗｲﾝ】医師専門研修 31 29

28 【ｵﾝﾗｲﾝ】テーマ別研修「心の中の自分史を再構成するために」 206 195

2022 1972合　　　計

児
童
相
談
所

児
童
福
祉
施
設

市

区

町

村

そ
の
他
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1

1
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（２）研修の効果
「知識」「気づき」「意欲」の３つの指標について、研修全体でどの程度「効果がある」と感じたか、１点か
ら５点で評価してもらいました。
ほとんどの研修及び指標において、４点以上の評価をした人が80％を上回りました。

表１－11　2024（令和６）年度  研修効果

 

2024年度　研修効果 (人)

Ｎｏ 　　研　　修　　名　　称
参

加

回

答

側

面

知識

72 72 気づき

意欲

知識

34 34 気づき

意欲

知識

38 38 気づき

意欲

知識

131 131 気づき

意欲

知識

129 129 気づき

意欲

知識

132 132 気づき

意欲

知識

132 132 気づき

意欲

知識

79 78 気づき

意欲

知識

58 58 気づき

意欲

知識

57 56 気づき

意欲

知識

40 39 気づき

意欲

知識

10 10 気づき

意欲

12 【参集・ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所医師研修

【参集】児童福祉司ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ
ｺｰｽ<前期>

児
童
相
談
所

9
【ｵﾝﾗｲﾝ】児童心理司指導者研修
＜ﾗｲﾌﾞ配信ｺｰｽ＞

10
【参集】児童心理司指導者研修
＜参集ｺｰｽ＞

11 【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所弁護士専門研修

1,3
【ｵﾝﾗｲﾝ】児童相談所長研修＜前期＞
※AB合同

2 【参集】児童相談所長研修A＜後期＞　

4 【参集】児童相談所長研修B＜後期＞

5
【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司
任用前研修A＜前期＞

6
【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司
任用前研修A＜後期＞

7
【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司
任用前研修B＜前期＞

【ｵﾝﾗｲﾝ】指導教育担当児童福祉司
任用前研修B＜後期＞

8

1

1

1

1

1

3

4

5

2

1

3

2

2

2

1

3

4

7

5

4

5

6

5

8

16

15

29

11

12

27

11

13

31

7

7

27

4

3

9

4

1

5

6

7

7

4

3

2

2

2

31

33

34

14

17

17

20

18

20

53

47

53

47

44

52

59

54

57

50

50

51

35

34

35

25

19

25

19

14

13

12

13

14

5

4

7

39

35

31

15

13

13

12

14

11

59

65

44

70

72

48

61

64

43

76

74

54

40

42

36

30

38

28

31

35

37

24

24

24

4

6

2
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Ｎｏ 　　研　　修　　名　　称
参

加

回

答

側

面

知識

10 10 気づき

意欲

知識

152 148 気づき

意欲

知識

57 57 気づき

意欲

知識

20 20 気づき

意欲

知識

41 40 気づき

意欲

知識

38 38 気づき

意欲

知識

79 77 気づき

意欲

知識

8 8 気づき

意欲

知識

8 8 気づき

意欲

知識

45 45 気づき

意欲

知識

90 90 気づき

意欲

知識

281 281 気づき

意欲

知識

44 44 気づき

意欲

知識

31 29 気づき

意欲

知識

206 195 気づき

意欲

2022 1999

児

童

相

談

所

児
童
福
祉
施
設

市
区
町
村

18 【参集】乳児院指導者研修

19  【参集】母子生活支援施設指導者研修

21 【参集】施設職員事例検討会プレ研修

20 【ｵﾝﾗｲﾝ】施設心理職員合同研修

23
【ｵﾝﾗｲﾝ】こども家庭センター統括支援員
指導者・研修企画者養成研修

24
【ｵﾝﾗｲﾝ】児童虐待対応保健職員指導者
研修

22 【参集】施設職員事例検討会修了研修

合　　　計

25
【ｵﾝﾗｲﾝ】教育・福祉虐待対応職員
合同研修

26
【ｵﾝﾗｲﾝ】意見表明等支援員の養成に
向けた研修

27 【参集・ｵﾝﾗｲﾝ】医師専門研修

28
【ｵﾝﾗｲﾝ】テーマ別研修「心の中の自分史
を再構成するために」

そ
の
他

17
【参集】児童心理治療施設指導者研修
＜参集ｺｰｽ＞

15

16

14
【参集】児童福祉司ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ
ｺｰｽ<後期>

【ｵﾝﾗｲﾝ】乳児院・児童養護施設・児童心
理治療施設指導者研修＜ﾗｲﾌﾞ配信ｺｰｽ＞

【参集】児童養護施設指導者研修
＜参集ｺｰｽ＞

* 各指標は複数の項目で構成されており、図の数値は回答者数の平均人数を示しているため、合計数が回答者数と一部一致していない箇所があります。 

「知 識」:⑴新たに知識を得ることができた、⑵これまでの知識が整理された 
「気づき」:⑴日々の支援の振り返りができた、⑵新たな視点や考え方を得ることができた、⑶自身の専門性への理解が深まった 
「意 欲」:⑴日々の業務への意欲が高まった、⑵自己研鑽への意欲が高まった 

1

1

1

1
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1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1
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2

12

14
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3

3

4

3

6

2

1

4

2

1

4

8

6

4

1

1

4

6

5

3

3

5

15

4

22

6

6

7

3

4

3

13

8

12

4

1

3

74

56

68

23

23

27

7

7

7

20

16

18

12

8

8

34

21

8

4

3

3

2

3

2

15

15

20

36

29

36

71

72

59

11

10

15

12

9

10

68

64

61

6

8

6

67

80

69

27

30

26

10

9

6

19

23

19

25

28

26

36

50

26

4

4

5

7

5

6

26

23

20

51

58

50

173

175

177

27

26

21

13

14

17

115

122

123
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（３）研修への意見・要望
研修後アンケートの自由記述には肯定的な意見に加え、研修の改善に資する要望などの意見も記されてい

ます。
また、2021（令和３）年度からは、虹センターに期待することについての意見も得られています。貴重な意

見の意図するところを検討・議論し、研修の企画・運営に活かしています。

表１－12　2024（令和６）年度 研修後アンケートの自由記述（研修終了直後のアンケートから抜粋）

〈児童相談所〉

【オンライン】
児童相談
所長研修
＜前期＞
※AB合同

研修への
要望事項

⃝ �基礎的なところから専門的なところまで含めた研修でちょうどよい。
⃝ �保護部門が抱える課題（保護所の基準対応、意見聴取など権利擁護の推進等）

は大きいと考えるので、保護部門での視点による説明があるとよい。

虹センターに
期待すること

⃝ �今後も階層に応じた研修や、資質向上研修、テーマを絞った研修などを開
催してもらいたい（できればオンデマンド研修をお願いしたい）。

⃝ �専門相談にお世話になったことがある。今後も困ったときや悩んだときに
気軽に相談させてもらい、背中を押してもらえると嬉しい。

【参集】
児童相談

所長研修A
＜後期＞

研修への
要望事項

⃝ �司法審査のプレセッションは、非常に感心のあるところで、今後も情報の
提供をお願いしたい。

⃝ �参集ならではの意見交換や討議が中心の研修であり、全国の所長との交流
ができたことは最も有意義である。

【参集】
児童相談

所長研修B
＜後期＞

研修への
要望事項

⃝ �経験が浅いとはいえ、与えられた権限と果たすべき責任は同様のため、経
験の浅い児相所長向けのプレ研修（特にいろいろな判断における論点整理
やポイントなど）のようなものがあると、より研修を充実したものにできる。

⃝ �知識に関する講義研修もあったが、判断を求める研修や、シミュレーショ
ン形式の研修もあったほうがよいかと感じた。

【オンライン】
指導教育担当
児童福祉司

任用前研修A
＜前期＞

研修への
要望事項

⃝ �冒頭説明でも、事前に配布される資料でもよいので、ＳＶ研修の全体像や
目的、前期日程においてこれらのテーマで演習や討議を行う意味付けなど
を知らせてもらえると良かった。

⃝ �講師の熱量が伝わってきて、今後の業務に対するモチベーションが上がっ
た。グループ討議でも様々な情報交換ができたが、やはり対面で実施した
いという気持ちになった。

虹センターに
期待すること

⃝ �今後も専門的な研修を実施してほしい。
⃝ �児相の意義や役割、やりがいがある仕事であることをたくさんの人に知っ

てもらい、意欲をもって職務に当たる人材が少しでも増えるような投げか
けをしてもらえるとありがたい。

【オンライン】
指導教育担当
児童福祉司

任用前研修A
＜後期＞

研修への
要望事項

⃝ �もう少しグループ討議の効果を検証し、コマ数を減らしてもよいのではな
いか。

⃝ �講師の方が終了時間を把握されていないことがあり中途で終了した講義が
あったので、事前の最終確認を徹底していただけるとありがたい。
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【オンライン】
指導教育担当
児童福祉司

任用前研修B
＜前期＞

研修への
要望事項

⃝ �移動時間がなく、業務への支障が最小限ですむのでリモート研修での開催
はとてもありがたい。情報共有などは私自身の慣れてなさもあるかもしれ
ないが、やはり対面で行ったほうがよい。

⃝ �福祉の専門用語が多く、その解説等が記載されているとわかりやすい。一
般行政職で児童福祉の経験が浅い方や、人事異動で久しぶりに児相に配属
された方には用語の理解がハードルになると思われた。

虹センターに
期待すること

⃝ �全国的な実践の取り組み（所として取り入れている研修や使用しているツー
ルなど）について、把握できるような場があるとありがたい。

⃝ �今後も様々な研修を企画してほしい。対面研修の良さはもちろんあるが、
オンライン研修だとなかなか時間の取りにくい児相職員も参加しやすい。

【オンライン】
指導教育担当
児童福祉司

任用前研修B
＜後期＞

研修への
要望事項

⃝ �受講自体に大きな支障はなかったが、やっぱり参集で受講したかったとい
う思いはある。オンラインの限界でもあるが、生身の対話にはかなわない。
前半はオンライン、後半は集合、というように両方のよさをとった形での
研修を希望する。

⃝ �司法関係の事例の研修は非常にためになる。いろいろな事例があり、理解
しやすかった。この蓄積されたものをセンターでまとめて、全国の児相で
見られるようにしてほしい。

【オンライン】
児童心理司
指導者研修

＜ライブ配信コース＞

研修への
要望事項

⃝ �SV対応のロールモデル等あれば参考にしたかった。
⃝ �弁護士が常勤配置されておらず、法律改正のポイントを児相職員に向けた

解説付きで聴くことができないので、経験年数に関わらず、どの心理司も
聴けるような機会・仕組みがあるとよい。

⃝ �グループでの討議が思ったより時間が少ないことと、オンラインでやるこ
とで、自分自身のオンライン研修の不慣れ（操作や電波状況等）なことも
あり、活発に話をすることが難しいと感じた。

虹センターに
期待すること

⃝ �各自治体によって児童心理司の研修内容が異なる。オンラインでもよいの
で、初任者、中堅者向けの全国レベルの心理司研修がもっとあると嬉しい。

⃝ �今回の研修のような、心理司の根幹を支える部分について触れる研修は、
他では受けることの難しい貴重な機会である。

【参集】
児童心理司
指導者研修

＜参集コース＞

研修への
要望事項

⃝ �やや構成が複雑で、移動や組み替えが多く、全体のレジュメを見ながらも、
次になにを体験するのかわかりづらかった印象がある。研修の進行と講義
のレジュメを分けるなどしてもらえるとありがたい。

⃝ �フォローアップ研修のように、オンラインでもいいので事後にミーティン
グを公式にできる機会があると、より効果が上がるのではないかと考える。

【オンライン】
児童相談所

弁護士専門研修

研修への
要望事項

⃝ �弁護士専門研修において、法的観点のみならず、児相の総合的な判定機能
を理解できるような研修をお願いしたい。

⃝ �一時保護の司法審査について、次回はランチセッションでなく研修の中に
取り込んでもらえると嬉しい。

虹センターに
期待すること

⃝ �各地の情報や審判例（28条）を集積し、検討してほしい。 困ったケースに
ついて、相談したい。

⃝ �Zoomだとそこで終わりなので、できれば、懇親会含む、現地開催（オンラ
インとのハイブリッド形式でも）をしてもらいたい。

【オンライン】
児童相談所
医師研修

研修への
要望事項

⃝ �終日の研修だと参加しづらい面があり、年１回だと前回の内容が薄れてし
まう印象がある。例えば半年ごとに半日ずつだと調整しやすい。

⃝ �それぞれの児相の医師の仕事のやり方について話を聞きたい。

虹センターに
期待すること

⃝ �今後も児相などを支える研修機関であってほしい。いつも開催に感謝して
いる。

⃝ �研修時期だけでなく、基礎的資料を常時提供してくださるようなシステム
があると嬉しい。
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児童福祉司
スーパーバイザー
アドバンスコース

研修への
要望事項

⃝ �スーパーバイザーをテーマとしてフリートークが出来る時間が欲しかった。 
⃝ �後期研修終盤において、各児相や他業種における「心理的安全性を担保す

るための取り組みや工夫」について紹介・共有するような時間があると尚
嬉しい。

〈児童福祉施設〉

【オンライン】
乳児院・

児童養護施設・
児童心理治療施設

指導者研修
＜ライブ配信コース＞

研修への
要望事項

⃝ �パネル討論は視点が様々に及ぶので、テーマになぞらえるように、職員や
職員チームの視点、子ども視点と小項目のように立てて、話を展開しても
らえると分かりやすかった。

⃝ �どの講師の話も興味深いものだったので、チャットの機能が有効に使える
ような質問の時間などが設けてあるともう少し有意義な時間だったと感じ
た。

虹センターに
期待すること

⃝ �日ごろ関わる機会が少ない、他県の職員の方たちとの意見交換ができる研
修を増やしてもらえると、自己研鑽にもつながる。

⃝ �小さい子どもがいる職員もいるので、オンライン研修がたくさんあれば参
加する機会が増える。

【参集】
児童養護施設
指導者研修

＜参集コース＞

研修への
要望事項

⃝ �２日目はもう少し休憩時間がほしかった。疲れと、学びの濃さで追いつか
なさがあった。

⃝ �事前課題が多く、仕事の業務をやりながらこなしていくのが大変だった。
初日の始まる時間をもう少し遅くしてもらえるとよりよかった。交流会も
大切だが、昼食はゆっくりそれぞれ自由に食べる場所や時間を設け、息抜
きが欲しかった。

【参集】
児童心理
治療施設

指導者研修
＜参集コース＞

研修への
要望事項

⃝ �人材育成に効果的な方法論などをより多く取り扱ってほしかった。
⃝ �事例検討は、より充実した研修にするためにも、Zoomなどを使って、当日

の討議の進め方や助言者と事例提供者の打ち合わせがより丁寧にできると
よかった。

⃝ �継続して目標や取り組みを意識できるのは良いが、夏休み中ということも
あり課題に取り組みにくかった。

【参集】
乳児院

指導者研修
＜参集コース＞

研修への
要望事項

⃝ �親子の映像を見る機会があったが、プライバシーの観点がクリアするなら、
実際の映像は影響力があると感じたので、今後何かしらの形で取り入れら
れたら良いのではと思った。

⃝ �参集は中身がとても濃かったので３日間に分けてもらえると、一つ一つゆっ
くり整理ができた。

【参集】
母子生活
支援施設

指導者研修

研修への
要望事項

⃝ �職種別のグループなどもしてみたい。
⃝ �要望として、11月末は事務員にとって事務作業がとても忙しい時期で参加

が厳しかった。開催時期をもう少し早める等してもらえると非常に助かる。
⃝ �直前に課題についてのメールが届いていたようで、日々の業務に追われ気

付かないこともある。早めに告知していただけるとありがたい。

虹センターに
期待すること

⃝ �関係機関と連携しながら、児童支援・母子支援に役立つ情報の発信と研究
の結果を活かした研修などを行ってほしい。

⃝ �法改正に伴い母子支援施設に求められることも多岐にわたっている。現場
の疑問や悩みなどを拾い上げてもらい、日々の実践で役に立つような研修、
そして参加して元気がもらえる研修をこれからも企画してほしい。
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【オンライン】
施設心理職員

合同研修

研修への
要望事項

⃝ �情報交換をはじめ、横の親睦を深める時間が休憩時間とは別で研修の中に
組み込まれていると、事前アンケートの「受講生に聞きたいこと」で記載
したような事柄も話題にできたのではないか。

⃝ �事例発表をする際には施設名なども公表されるので、ある意味、対応がま
ずい施設、地域であることを公表してしまっているようで、いろいろな意
味で心配になった。今後は、発表者も参加者も様々な心配をせずに、安心
して心理学の視点から内容を検討できるように配慮したケースを選択して
ほしい。

虹センターに
期待すること

⃝ �虹センターの研修を受けるたびに、刺激を受けている。虹センターが発信
してくれる研修や情報が勉強になるので、このまま活動を続けてほしい。

⃝ �心理職員の立ち位置に不安を感じることが多いので、このような研修で同
じ立場の方々の声が聴けると、大変励みになる。

【オンライン】
施設職員

事例検討会

研修への
要望事項

⃝ �１年間あっという間だったため、できるかは別として２年くくりでもいい
かなと思った。

虹センターに
期待すること

⃝ �事例検討会だけでなく、何らかのテーマに基づいた討論会などの機会もあ
ると、とても興味深い。

⃝ �健康的なコミュニケーションが職員同士で取れることを目的とした『園内
研修』の資料がホームページなどでもらえるととてもありがたい。

〈市区町村〉

【オンライン】
こども家庭センター
統括支援員指導者・

研修企画者
養成研修

研修への
要望事項

⃝ �こども家庭センターは、始まったばかりで、組織体制、マニュアル、サポー
トプランの対象、書式など、他市町村の状況が知りたい。

⃝ �オンラインもよいが参集開催も検討してもらいたい。これだけのグループ
ワークを盛り込むのであれば、直接、全国の方々と意見交換を行い、連帯
感を大事にしたい。

虹センターに
期待すること

⃝ �他自治体と情報交換できる機会を今後も設けてほしい。
⃝ �センターの職員研修、他市町村の情報発信などを期待している。統括支援

員の研修も、定期的に受講できるように研修を企画してほしい。

【オンライン】
児童虐待対応

保健職員
指導者研修

研修への
要望事項

⃝ �様々な内容や視点について検討できるとよいが、グループワークが消化不
良で終わらないためにも、検討テーマを絞ってもらえるとよいと感じた。

⃝ �知識を得る機会として、虐待の発生予防や支援技法、DV、愛着障害、親の
精神疾患等の講義を受けたい。また、児相と保健師が連携した好事例など
も聞いてみたい。

虹センターに
期待すること

⃝ �保健師の研修がもっとあれば参加したい。児相における看護師の役割につ
いて学べる場を提供してもらいたい。

⃝ �オンラインであることで参加できた。交通費も捻出が難しいので今後もこ
ういう形であれば参加できる。
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〈その他〉

【オンライン】
教育・福祉

虐待対応職員
合同研修

研修への
要望事項

⃝ �せっかくの機会なので、もう少しそれぞれの立場で意見交換できる時間が
あると、より有意義な研修になると感じたので、ぜひ検討してほしい。

⃝ �年２回くらいはこのような研修があると嬉しい。
⃝ �チャットへの書き込みは不具合や質問等のみでいいと感じた。感想の書き

込みもＯＫだったが、講話に集中する妨げになると感じた。

虹センターに
期待すること

⃝ �スクールソーシャルワーカー（SSW）向けの研修を企画してほしい。
⃝ �学校へも研修の呼びかけを継続してほしい。
⃝ �虐待の予防支援の視点と早期対応の重要性について、自治体（要保護児童

対策地域協議会）の役割を研修してほしい。

【オンライン】
医師専門研修

研修への
要望事項

⃝ �もう一方の分科会の内容を資料でも確認したいと思うが、オンデマンド講
義のように後から視聴できるとありがたい。

⃝ �スライドや音声のトラブルの回避のためには、講師の方とも事前に「共有」
方法の試行を行うことなど検討されてはいかがか。

虹センターに
期待すること

⃝ �事例検討、報告などで医師だけでなく、実際に関わった多職種、他機関か
らの支援の視点を知りたい。

⃝ �今後どこかで当事者の声も聞きたい。

【オンライン】
意見表明等

支援員の養成
に向けた研修

研修への
要望事項

⃝ �初めての試みということで模索しているように感じた。目的等をより明確
にしてもらえると参加についての検討や判断もしやすくなる。

⃝ �グループディスカッションや討議ができる場面をより設けてもらいたい。
⃝ �本研修には「基礎編」とあるので、「実践編」なども計画されているかと思っ

てはいるが、同じ参加者同士で集える機会を設けてもらえると、他自治体
の動きも分かるので検討してもらえると嬉しい。

虹センターに
期待すること

⃝ �受講者が主体的に相互交流を続け、学びを深めていけるようなフォローアッ
プがあるとうれしい。

⃝ �虹センターならではのバランスのとれたポジションで、学会や研修に参加
しづらい立場の支援員も応援していってもらえるとありがたい。

【オンライン】
テーマ別研修
「心の中の

自分史を
再構成する

ために」

研修への
要望事項

⃝ �オンデマンド配信もあり、都合の良い時間に講義を受けることができてよ
かった。現地開催よりもZoomの方が手軽に受講できるので、今後もこの形
態で開催してほしい。

⃝ �これだけの人数が揃っているので、なかなか交流は難しいかもしれないが、
ブレイクアウトルームなどで少し交流ができたり言語化する場所があると
よい。

虹センターに
期待すること

⃝ �事例を通した研修を今後も継続してほしい。
⃝ �精神疾患のある保護者に対してのケアや対応などの支援方法が知りたい。
⃝ �今後も実際の社会的養護経験者の登壇を期待する。
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 ４　研修教材の提供　
ホームページやDVDを活用して、地域や職場で研修を実施したり、自己研鑽したりするための教材を提供

しています。
ホームページでは、「Webトレーニング」や「ミニ講座」のサイトを設け、子どもと家族の支援を行うため

の基礎知識について、学べる教材を提供しています。
DVDは、専門研修の録画映像を年間数本DVD化したもので、自治体や支援機関に無料で貸し出すサービス

です。　（利用実績は別冊３参照）

（１）Webトレーニング
解説とワークシートによる学習を基本とした教材です。模擬事例等を念頭におき、解説を読みながらワーク

シートに記入する作業を基本としています。アセスメントやカンファレンスを行う際に必要な視点を身につけ
ることを狙いとしています。教材のファイルをダウンロードでき、各単元は15分～30分程度で取り組める内容
です。

　①　� 「要保護児童ケースのための包括的アセスメント・トレーニング」（2015（平成27）年９月公開）
　　　�包括的アセスメントを構成する３つの段階（総合的な情報の把握→ケースの理解と解釈→支援方針の策

定）に沿って、ワークシートで実習します。
　
　②　�「ケースカンファレンス・トレーニング」（2016 （平成28）年７月公開）
　　　�情報や課題の整理、支援の手立て等について模擬事例を通して学びます。また、報告資料の作成や報告

の仕方等も実習できる内容です。

（２）ミニ講座
インターネットで視聴できる講義動画です。各タイトルを幾つかに章立てしてあり、15分程度で１章が終わ

るので、手軽に視聴できます。職域や職種に関わらず、共通する基礎知識を扱っています。

表１－13　ホームページに掲載されているミニ講座

No. タイトル 公開時期

１ 子どもと家族を支援するための包括的アセスメント
～ケースの全体像を理解し有効な支援を届けるために～ 2016（平成28）年８月公開

２ ジェノグラム ― 描き方と活用のコツ
付属資料（PDF）＊冊子版も配付しています。 2016（平成28）年８月公開

３ 乳幼児の心の発達 2018（平成30）年３月公開

４ 考えてみよう、子どもの権利 2018（平成30）年４月公開

５ 子ども虐待の基礎知識 2019（平成31）年３月公開

６ 体罰禁止を考える 2020（令和２）年４月公開

（３）研修映像（DVD）
毎年度、数本の講義を選定し、講師の了解を得て録画を90分程度に編集して、DVDに保存して、無料で貸

出しています。2024 （令和６）年度の制作本数は、１本でした。
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関する文献を広く収集して、連鎖の実態に関する報告を渉猟するとともに、連鎖につながる要因やそれを防止
する要因に関する知見についても概観する。
子ども虐待の世代間連鎖に関する実態調査は主に海外で行われており、我が国における実態把握は進展の途

上にある。しかし、アタッチメント理論の視点から母親の愛着表象と子どもの愛着行動の間の関連を実証する
研究（数井 2000）や、発達臨床心理学的視点から世代間連鎖の問題と援助的介入の方略について検討した論
文（久保田 2009）が発表されており、我が国における知見が蓄積されつつある。
2024（令和６）年度から市区町村において「こども家庭センター」の設置が努力義務化され、児童虐待対応

の施策における早期支援の重要性が増す時期を捉えて、子ども虐待の世代間連鎖に関する国内外の文献を集約
して、子ども家庭支援の領域で実践及び研究に取り組む関係者に資することを期する。

２．研究の内容 
   【海外の研究】
　Ⅰ．�子ども虐待の世代間連鎖の比率と、いくつかの問題
　　　�　子ども虐待が世代を超えて継続的に生起する比率については多くの研究蓄積があるが、方法論上の

問題（回顧的研究、前向き縦断研究）、対象者の選択（代表サンプルになっているか）、統制群との比
較の有無、虐待・ネグレクトの種別ごとの検証の有無など、多くの問題も挙げられている。

　　　�　ここでは、主要な実証研究をあげ、上記の問題を整理した。
　Ⅱ．�子ども虐待の世代間連鎖メカニズムを説明する主な理論的枠組みや研究分野
　　　�　世代間連鎖のメカニズムについて、以下の代表的な理論的枠組みを概観した。
　　　�　１．社会的学習理論（モデリング学習など）
　　　�　２．社会的情報処理理論（社会的cueの受け取り方と反応の歪曲など）
　　　�　３．愛着理論（内的ワーキングモデルなど）
　　　�　４．エピジェネティクスの視点（胎児期・乳幼児期の環境によるエピジェネティックな変化）
　　　�　５．情動制御の視点
　Ⅲ．�子ども虐待の世代間連鎖に関するリスク要因と保護的要因（媒介要因・調整要因も含む）
　　　�　子ども虐待や世代間連鎖は、単一の要因でなく、リスク要因と保護的要因の相互作用により生起す

る。ここでは、リスク要因と保護的要因について、ミクロの次元（個人の属性、親子の相互作用の質
など）からマクロの次元（文化・社会的要因）のレベルで整理した。

　Ⅳ．�子ども虐待の世代間連鎖に関する主な実証的研究
　　　�　ここでは、主な実証的研究として、これまでの代表的な前向き縦断研究を概観し、得られた結果と

考察、今後の研究への課題などを述べた。
　Ⅴ．�世代間連鎖を断ち切るための心理臨床的な援助の実際　
　　　�　この章では子ども虐待の世代間連鎖を断ち切るための予防的援助と介入的援助について概観した。
　　　�　１．子ども虐待対応の基本原則
　　　�　２．予防的及び介入的援助のレベル
　　　�　３．援助の実際（二次予防と三次予防を中心に）

   【国内研究】
　Ⅰ．��精神分析的視点を中心とした子ども虐待の世代間連鎖　
　　　�　日本においては今なお精神分析的視点からの世代間連鎖論が影響力を持っていることが見て取れ

た。その論じられ方を、「世代間連鎖」をタイトルにした成書を中心に概観しつつ、精神分析以外の
理論枠についても整理した。
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　Ⅱ．�トラウマの視点からの世代間連鎖の問題（戦争や自然災害によるトラウマも含む）
　　　�　子ども虐待の世代間連鎖は精神分析的視点やアタッチメント理論など、サイコロジカルな視点から

ミクロ次元で論及されることが多かったが、近年本邦において、戦争や自然災害など、地域全体が負
うマクロ次元でのトラウマの影響について考察がなされるようになっている。この観点からの世代間
連鎖の実態や機序と対応について整理した。

　Ⅲ．�メンタライジングの視点からみた子ども虐待の世代間連鎖と「連鎖の断ち切り」
　　　�　メンタライゼーション（Mentalization）では、自分や他者の感情や意図（心理状態）を理解する能

力（メンタライジング）に乏しい養育者が、子どもの感情やニーズを適切に認識できない状況下で虐
待のリスクが高まり、世代間で連鎖すると捉えていることから、論文及び成書を通してそのメカニズ
ムの理解および連鎖を断ち切るためのアプローチについて整理した。

　Ⅳ．�家族療法の理論からの子ども虐待の世代間連鎖と家族療法的接近
　　　�　家族療法の分野では、マレー・ボウエン（Murray Bowen）が多世代家族療法（Multigenerational 

Family Therapy）を提唱し、家族が抱えている問題には、過去の世代から受け継がれた行動パターン
や感情的なつながりが影響していると考えた。ボウエン理論の鍵概念である「三角関係」や「自己分化」
について解説するとともに、福祉現場における世代間連鎖に対するアプローチについて概説した。

３．児童虐待に関する海外の状況の把握と分析
S-13　2024（令和６）年度研究報告書

海外の児童虐待等の定義に関する研究
研究代表者　田中 恵子（子どもの虹情報研修センター）

１．目的
世界各国の児童虐待（Child Maltreatment：CM）の実情、及びその対応に関する制度・政策、具体的な取

り組みを把握し、比較検討を行うためには、統一されたCMの定義があることが必要である。しかし、国際的
に合意を得られたCMの定義というものはなく、CMの範囲や内容は、国によって異なるのが実情である。特に、
ネグレクトと心理的虐待の概念にはばらつきが大きく、オンライン上でのCMについては虐待と見なされる国
とそうでない国が存在している。
本研究では、アジア、欧米、北欧、オセアニアの９カ国の児童虐待の定義や概念を、その文化的背景も併せ

て調査し、情報を整理するとともに、各国共通のCMの定義作りや概念化の課題を明らかにする。

２．研究の内容
   【方法】
　下記の通り、アジア、欧米、北欧、オセアニアの児童虐待およびCMの定義について情報の収集を行った。
　（１）情報を収集した主な地域と国
　　　①アジア：韓国
　　　②北米：アメリカ、カナダ（オンタリオ州）
　　　③オセアニア：オーストラリア（ニューサウスウェールズ州）、ニュージーランド
　　　④ヨーロッパ：イギリス、ドイツ、フランス
　　　⑤北欧：フィンランド
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　（２）情報収集の方法
　　�　各国の児童福祉に関わる機関・研究所等のウェブサイト、及び文献からCMの定義と概念に関する情

報の詳細を調べた。

   【結果と考察】
　�　調査対象国は、国（連邦国家においては州）が児童を危害から保護する役割を担う点では共通していた。
しかし、児童福祉制度と児童保護における児童虐待の定義、種類、および特徴は各国で異なっていた。

　�　国際的には、「虐待（Abuse）」という用語は限定的な行為に用いられ、より広範な概念として「チャイ
ルドマルトリートメント（Child Maltreatment：CM）」が使用されている。多くの国でCMは、身体的虐待、
心理的虐待、性的虐待、ネグレクトの大きく４つの類型に分類される点は共通していたが、各類型に含ま
れる具体的な行為や、被害児童と加害者との関係には差異が見られた。

　�　また、児童を保護するための根拠となる「危害（harm）」の概念は、近年、その対象範囲が拡大する傾
向にある。例えば、イギリスでは、「危害」は身体的・性的虐待にとどまらず、不当な扱いや残虐行為（ill-
treatment）、さらには健康や発達が損なわれる行為全般（たとえば、他者への残虐行為や不当な扱いを見
聞きすることによる間接的な影響も含む）を広く含んでいる。

　�　ここでの「発達」は、身体的・知的・感情的・社会的・行動的な側面にわたり、「健康」は身体面だけ
でなく精神面も含まれる。また、子どもに危害を加える行為そのものだけでなく、保護すべき義務を怠っ
たことによって生じる被害も対象に含まれる。

　�　こうした定義に基づき、同国で認識されているCMの類型は多岐にわたる。上記の４つの主要類型に加
え、ドメスティック・バイオレンス（DV）、いじめ、人身売買、女性器切除、ギャングによる犯罪への巻
き込み、グルーミング（信頼関係を利用して子どもを操作する行為）、オンライン虐待、さらには過去の
虐待による継続的影響なども含まれている。

　�　一方、フィンランドでは、児童保護の介入基準が児童の福祉ニーズにあるため、児童虐待に焦点を当て
たアプローチとは異なっていた。そのため、「児童虐待」や「ネグレクト」といった言葉は児童福祉の現
場で頻繁には用いられていないようであった。この結果、児童福祉・保護統計においても虐待関連の情報
が見つかりにくく、実態把握が困難な状況にあった。

　�　各国の児童福祉制度と児童保護における児童虐待の捉え方の差異は、国の役割、介入の目的、国家と家
族の関係、子どもの権利についての考え方などに起因していると考えられる。児童虐待についての統一さ
れた定義が存在しないため、児童虐待の状況を把握し、適切な介入とサービスを特定するための国際的研
究は現状では限界があると言える。

　
S-14　2024（令和６）年度研究報告

アメリカにおける児童虐待防止の取組みに関する調査研究
研究代表者　久保田 まり（東洋英和女学院大学）

１．目的
アメリカにおける児童虐待疑いに関する通報件数は年間約400万件で、その半分の約200万件が児童保護当局

による介入・対応を受けている。また、虐待やネグレクトによる子どもの死亡件数は年間1,800件（保護者の
みならずあらゆる人からの加害による）で、世界で比類のない件数となっている。近年は虐待を受けた子ども
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の保護施策から予防重視の方向性に力を入れており、家族との協働と家庭支援の強化が図られている。
本研究では、予防的支援のあり方に焦点を当てつつ、児童虐待対応と子どもと家族へのサービスについて、

法律、対応システム、主要な官民の対応機関とその連携のありかた、保護と支援（ケア）の現状（統計）、関
連調査研究における最新の知見に関する情報を収集し、整理する。

２．研究の内容
   【方法】
　（１）2024年７月～2025年３月
　　�　アメリカとニューヨークの児童福祉に関わる機関・研究所等のウェブサイト、及び文献等から、情報

収集を行った。
　（２）2024年11月
　　�　アメリカ ニューヨーク州視察参加（資生堂子ども財団主催海外研修）
　　�　視察先および講師：ニューヨーク州およびニューヨーク市行政機関、民間児童家庭支援サービス提供

機関、少年司法保護・治療施設、メンターサポート提供機関、小児病院、先端科学研究所、発達精神病
理学・認知行動発達エピジェネティクス研究者。

   【結果と考察】
　�米国ニューヨーク州における家族支援サービスの変革と予防的介入
　�　米国においては、家族ファースト予防サービス法（Family First Prevention Services Act：FFPSA）
の施行が児童福祉分野の大きな転換点となり、家族支援サービスの変革が推進されていた。

　�　FFPSAは2018年に施行された連邦政府法であり、予防サービスの選択肢を拡大し、その監督を強化す
ることで、親子分離（里親養育など）を減らし、家族への支援を強化することを目指している。FFPSA
の大きな特徴は、実証に基づいた実践（Evidence-Based Practice：EBP）モデルをリスト化し、各州によ
るEBP提供の際に連邦政府の予算を投入する方針を示した点にある。これにより、各州は予防サービス計
画の策定を義務付けられ、科学的根拠に基づいた予防的支援の提供が推進されるようになった。

　�　米国では、予防的介入が一次から三次までの３段階に分けられ、それぞれの段階の家族に適したサービ
スが提供される。図１は、ニューヨーク州で展開されている３段階の予防サービスの連続性を示す。ニュー
ヨーク州の児童福祉を所管する子ども児童家庭サービス室（OCFS）が提供する予防サービスは、これまで
三次予防、すなわち虐待調査や家庭裁判所など児童保護の介入後に親子分離や将来の虐待を予防するため
のサービスが中心であった。しかし、FFPSAのもとでは、OCFSは連邦政府の資金を活用し、二次予防の
EBPプログラムを実施できるようになった。

　�　二次予防は、「ライトタッチ（Light Touch）
家族」を対象とした予防サービスである。
これは、児童虐待や養育放棄のリスクが高
いものの、まだ児童福祉サービスに関わっ
ていない、特定のニーズを持つ家族を指す。
こうした家族へのアウトリーチ、支援ニー
ズのアセスメント、そしてサービス実施に
至るまで、地域の公的機関や民間機関が密
接に連携することで、二次予防サービスに

図1. NY州予防サービス連続ビジョン ファミリー・ファーストとその先
出典：�OCFS.(2022). New York State Family First Prevention 

Services Act Prevention Plan
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よって三次予防の必要性を減らすことを目指している。
　�　この点から、「予防的プログラム」は地域（コミュニティ）を基盤とした取り組みであると言える。こ
こでいう「地域」は、地理的なコミュニティに加えて、人種、文化、社会的立場、子ども、家族といった
特定のグループも包含する。虐待や貧困といった課題がある場合でも、子どもの安全を確保しながら親子
分離を避け、里親や施設への委託を防ぐため、家族への支援を充実させ、家族が本来持っている力を回復
させるためのコミュニティベースの取り組みが重視されていた。

　最先端の脳科学研究から見る児童福祉の未来
　�　参加した視察では、脳科学研究機関も訪問し、研究者による講義を受けた。１つの機関では、虐待など
過度のストレスを受けた脳に与える影響や、発達障害の判定に関する研究と臨床を行っている機関であっ
た。もう一つの機関では、妊娠中（およびそれ以前）に親が抱えるリスク要因が、生物学的レベルで胎児
に影響を及ぼす可能性が示唆された。

　�　脳科学の進展は、母親のストレス、また児童虐待が子どもの発達に及ぼす影響を科学的に理解する上で
重要であり、効果的な予防・回復支援プログラムの開発にも不可欠な知見を提供していた。

海外の児童虐待防止の取組みに関する調査研究
研究代表者　田中 恵子（子どもの虹情報研修センター）

１．目的
日本における子ども虐待対応体制を検討するために、海外における取り組みの情報は重要な基礎資料となる。

しかしながら、海外における相談体制や地域のネットワークによる支援、あるいは家族支援の取り組みに関し
て、まとまった情報は少ない。そこで2020年度より子ども虐待対応に焦点を当て、アジア、欧米、北欧、オセ
アニア各国の情報の収集を開始し、主要な統計情報をセンターウェブサイトで公開する。

２．研究の内容
   【方法】
　下記の通り、アジア、オセアニア、欧米、北欧の９か国の児童虐待対応概要について情報を収集した。
　（１）情報を収集した国と地域
　　　①アジア：韓国
　　　②北米：アメリカ、カナダ（オンタリオ州）
　　　③オセアニア：オーストラリア（ニューサウスウェールズ州）、ニュージーランド※
　　　④ヨーロッパ：イギリス、ドイツ、フランス（パリ市）
　　　⑤北欧：フィンランド
　　　※�ニュージーランドについては、2023年度より情報収集対象国として追加し、2024年度にセンターウェ

ブサイトで新規情報として公開を行った。
　（２）情報収集の方法
　　�　各国の児童福祉所管官庁、統計管理局、児童保護機関、児童福祉研究所等のウェブサイト、及び関連

書籍、学術誌より、現状を把握できる具体的な統計、関連情報を調べた。情報項目は、児童虐待及び児
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童保護に関する制度、児童虐待対応機関・職員の体制、児童虐待対応の流れ、支援サービス、社会的養
護、及び児童虐待対応に関する統計などについてである。

   【結果】
　�　主な統計情報については、児童虐待の通告、及び調査・アセスメントの件数と対象児童数、虐待の認定
件数、代替養育の種類と人数、児童虐待による死亡事例数などについて、国ごとにまとめ、センターのホー
ムページに公開した。

　�　また、ISPCAN（International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect）の公式発行物で
ある「Child Abuse & Neglect」と、AoCPP（Association of Child Protection Professionals（イギリス））
の発行物である「Child Abuse Review」に、2021年に掲載された論文のタイトルを翻訳し、執筆者、キー
ワードなどもあわせて、情報を一覧にまとめ、センターのウェブサイトに公開した。

　

４．臨床・実践に関する研究（課題研究）
Kd-81　2024（令和６）年度研究報告書

乳児院において特別な配慮を必要とする子どもの実態調査
― アタッチメントとトラウマ等の問題を抱えた子ども ―（第２報）

研究代表者　武田　由（きょうと里親支援・ショートステイ事業拠点  ほっとはぐ）

１．目的
乳児院入所に至る子どもの中には、病虚弱児に加えて、虐待や不適切な養育によるアタッチメントやトラウ

マ等の心の問題を抱えた乳幼児が少なくない。これらの課題は、その後の健全な発達を阻害する要因ともなる
ため、特別な配慮を必要とする子どもたちであり、入所直後より、回復に向けた濃密な支援を行う必要がある。
しかし、特別な配慮を必要とする乳幼児とは、どのようなニーズを持った子どもであるのかが明確に示されて
いない現状があり、支援においても、それぞれの乳児院において、限られた養育スタッフの中で、工夫をしな
がら実践に当たっているのが現状である。本研究は、こうした心の課題を抱えた乳幼児が、全国の乳児院にど
れだけ存在し、どの程度の問題を抱えているのか等、アタッチメントやトラウマをはじめ乳幼児が見せるSOS
サインを項目化したものを用いて把握する。また保育施設等に通う乳幼児においては、乳児院に比べて心配な
行動を見せる子どもは少ないと予想されるが、それでも一定数心配な行動を見せる子どももいると考えられる。
そこで、乳児院・保育園それぞれの乳幼児の心の課題について実態を把握するとともに、両者の比較を通して
尺度の妥当性の検討を行う。その結果を踏まえ、乳児院役割の重要性及び、支援体制を整える必要性について
明らかにすることを目的とする。

２．研究の内容
   【方法】
　�　2023年度に改訂・作成した子どものSOSサインに関する項目について担当養育者およびクラス担任に回
答を依頼した。乳児院ではオンラインアンケートと紙アンケートを併用し、保育園ではオンラインアンケー
トを実施した。保育園には現在の様子のみ、乳児院には入所時の様子と現在の様子を尋ねた。有効回答数
は乳児院1,113名分、保育園603名分であった。
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   【結果】
　乳児院には心配な行動を見せる子どもがどの程度いるか？
　　・�子どもの妊娠期のリスク・家庭のリスク・被虐待経験・子どもが障害児・病虚弱児・発達特性・小児

期の逆境体験は、乳児院の方が多かった。
　　・�子どものSOSサインは乳児院・保育園どちらも０個の子どもが多いが、乳児院の方が、統計的にSOS

サインの個数が多い子どもが多かった。
　　・�子どものSOSサインの領域ごとの得点は、情緒の不安定さや身体・健康の課題は、乳児院の方が保育

園よりも統計的に多かった。コミュニケーション課題については統計的に有意な差はなかった。
　心配な行動は子どものリスクや経験と関連するか？
　　・�子どものSOSサインの多さは、子ども自身のリスクや、家庭のリスク、頻回な入所（分離経験の多さ）

と関連していた。
　　・�情緒的な不安定さは家庭関連のリスクや頻回な入所、子どもの発達特性と関連していた。
　　・�身体・健康の課題やコミュニケーション課題は、子どもの疾病・障害、子どもの発達特性と関連していた。
　乳児院入所中の心配な行動の変化はどのようなものか？
　　・�入所期間と月齢の影響を考慮した上で、入所から現在にかけて子どものSOSサインの総数は統計的に

有意な減少傾向がみられた。この傾向は情緒的な不安定さ・コミュニケーション課題・身体・健康の
課題のいずれの領域においてもみられた。

　　・�ただし、全領域のSOSサインの得点が低い群においては低いまま維持する群につづいて、情緒的不安
定さやコミュニケーション課題が増加する子どもが一定程度数おり、そのような子どもは入所時の月
齢が低く、入所期間が長い傾向がみられた。入所時点の低月齢で見られるSOSサインの数が少なかっ
たが、問題が潜在しており、成長とともにみられるようになった可能性が考えられる。

   【考察】
　�　本研究では、子どものSOSサインについて乳児院と保育施設の子どもを比較しながら、乳児院に入所す
る子どもがどのような状態像をもった子どもたちなのか、どのような配慮を必要とする子どもたちなのか
を明らかにし、乳児院入所時と調査回答時（現在）の様子を比較することで、乳児院入所中に子どもはど
のような変化を見せるかを検討した。調査の結果、乳児院の子どもたちは保育施設の子どもと比較して、
リスク要因をもつ子どもが多かった。また、乳児院入所時点のSOSサインの個数は０個の子どもが多くを
占めるが、保育施設の子どもたちと比較して、複数のSOSサインを見せる子どもが多かった。そして入所
時点でSOSサインが見られても、全体的には入所して養育を受ける中でSOSサインの個数が減る傾向がみ
られた。このことは、乳児院は様々なリスクを背後にもち、特別なニーズをもつ子どもたちを多く受け入
れており、専門的な養育の中で子どもの状態像に肯定的な変化がみられることを示していると考えられる。

　�　子どもたちが乳児院で過ごすのは人生のほんの一部であり、いずれ必ず次の養育者の許へと移ってい
く。この人生初期の最も大切な時期に、親からの分離を余儀なくされた子どもの状況を理解し、一人ひ
とりの困難や課題に応じた関わりを通して、育ちが促されてきた過程を、次の養育者へ引き継いでいく
必要がある。

　�　子どもの育ちを確実に次の養育者へつないでいくためにも、その一人の子どもがどのような背景やニー
ズをもち、それがどのような行動で表れるかを把握し、子どもの生活の中での状態像を丁寧に伝えていく
ことが重要である。

　�　また、子どもの生涯に亘り関わる大人は、保護者をはじめ、児童相談所の職員や地域の児童福祉職の方、
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母子保健職員や保育園・幼稚園の職員、小学校、中学校等の職員、里親、委託先の各機関の職員等、様々
であるが、社会的養護が必要な子どもたちの人生を支えていくためには、社会全体の理解が必要であり、
乳児院の子どもたちの実態を、より多くの関係者へ伝えていくことは、支援体制を整える上でも極めて重
要である。

　�　本研究で使用した子どものSOSサインの項目は、特別なニーズをもつ乳幼児を間近で見て養育を行って
きた乳児院職員の見識をベースに作成されたものである。乳児院の子どもたちの支援体制の拡充と、子ど
もたちの育ちを確実につないでいくためにも、本研究の知見や子どものSOSサインの項目が活用されるこ
とを期待したい。

Kd-82　2024（令和６）年度研究報告書

児童心理治療施設における支援者のセルフ・モニタリングを支える
―アタッチメント理論から―（ 第２報）

研究代表者　遠藤 利彦（東京大学大学院教育学研究科）

１．目的
被虐待児が多く入所する児童心理治療施設では、アタッチメント理論に基づく支援の展開が求められている。

しかし、具体的にどういった支援の形をとることが目指されるのかは、はっきりとした理解が得られていない。
そこで本研究は、児童心理治療施設において、子どもの支援にあたる職員のセルフ・モニタリングを支えるこ
とを通じて、アタッチメント理論に基づく支援を現場に共有することを目指す。具体的には、子ども一人ひと
りの情動表出に着目し、それをどのように解釈するのか、またそれに対してどのように応答するのがよいのか
について、個々の職員が内省し、それを職員間で共有するための心理学的ツールの開発を行う。２年目である
本年は、職員の子どもへのはたらきかけや、子どもの振る舞いのアセスメントに関しての参照物となるような
振り返りカードを作成し、試行を行う。日常的な支援の場において、職員がアタッチメントの視点を自ら再確
認しながら、自身の支援について内省できるようなツールを開発し、そのツールの活用についてモデルケース
を提供することを目的とする。

２．研究の内容
児童心理治療施設で実践にあたる職員自身が、入所児童と自らとの関わりについて振り返る機会を促進する

ことを目指し、振り返りカードの開発と試行を行った。カードの開発では、３つの児童心理治療施設から10名
の中堅職員を対象にグループインタビューを実施し、子どもとのやりとりにおいて、職員が情動的に困難を経
験しやすい事例の抽出を行った。抽出された事例は、アタッチメント理論の枠組みに沿うよう修正を加え、計
96種類のカードを作成した。さらに、各カードを以下の４セクションに分け、整理した。
　
　A　支援者が避難所/基地として機能し続けるために
　B　支援者が避難所になるときに
　C　支援者が基地になるときに
　D　支援者と子どもが離れるときに
　
また、開発されたカードを用いたグループワークの実践を、７施設に依頼した。グループワークでは、参加
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者に手元の数枚のカードを参照しながら、「良い実践だなと感じたもの」「最近悩んでいる内容に近いと感じた
もの」「今後取り入れていきたいと感じたもの」について記述し、ペア/グループで他職員と話し合うことを求
めた。また、グループワーク後には、グループワーク全体やカードに対する感想の記述を求めた。さらに各施
設１〜２名の職員については、グループワークを取り仕切るファシリテーターを担当してもらい、カード全体
を参照した上で、カードの改善点等についての回答を求めた。

   【結果と考察】
　�　参加者の記述からは、実際の現場で子どもの支援にあたる職員にとっても、リアルなエピソードがカー
ドに整理されていたことが確認された。また、カードを参照することが、職員自身の気持ちや支援の意図
を振り返り、自己点検をする機会となっていたことも、部分的に確認された。具体的な水準でも、自身の
実践に引きつけて振り返っている様子も記述から確認され、振り返りカードが、日々の子どもとのやりと
りを想起する仕組みとして有効である可能性が見出された。

　�　また、様々な職種の職員が参加した施設では、職種を超えてグループワークを実践することで、普段、
心理的な枠組みに触れることが少ないと考えられる調理を担当する職員から、カードを参照することで自
らの内的経験を整理することができるように感じたといった回答も得られた。ここから、振り返りカード
を用いた実践は、施設内で、広く支援の方針や子どもへの目線を共有していくことを促進したことも部分
的に確認された。

　�　さらに、ベテラン職員からは、新しい発見は得られなかったという回答がみられた一方で、若手職員か
らは、日常的に参照したいと感じたという声が確認された。ここからは、カードの実践を通して改めて、
職歴を超えて、目線を擦り合わせていく必要性が示されたのだと解釈された。

   【限界】
　�　カードの表現等に関しては、不明瞭/不適切なものであると感じるといった回答も確認されたため、今
後は、表記を修正していく必要があると考えられた。また、カードに追加して欲しい場面があるという回
答も得られ、職員が困難を経験する場面を網羅的にカード化することができていなかったことも認められ
た。グループワークのやり方や時間についても、改善を求める回答が得られ、今後は現場の中で継続的に
実施しやすい形でのグループワークの体制について検討していく必要があると考えられた。
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（３）機関等別受理状況　
児童相談所からの相談が257件（63.1％）で最も多く、都道府県・政令市41件（10.1%）、市区町村35件（8.6％）、

と続いています。この上位３機関で全体の約８割を占めています。

　  ■機関等別受理状況

機関名 件数 ％ 機関名 件数 ％

児童相談所 257 63.1% 児童心理治療施設 6 1.5%

都道府県・政令市 41 10.1% 社会福祉協議会 6 1.5%

市区町村 35 8.6% 乳児院 5 1.2%

国の機関 13 3.2% その他 37 9.1%

児童養護施設 7 1.7% 計 407 100.0%

（４）相談事例から　

　ア　福祉関係
　　・�28条事例の保護者への対応の考え方について
　　・家庭裁判所の指導勧告と児童相談所の支援について

　イ　保健・医療関係
　　・�乳児にミルク以外を与える保護者への対応について
　　・保護者の同意が得られない場合の予防接種の考え方について

　ウ　心理関係
　　・�ごみの多い室内で暮らす家庭への支援について
　　・母子関係不調事例における親子の心理状態と支援の考え方について

　エ　法律関係
　　・�28条更新時に措置変更を行う場合の考え方について
　　・要保護児童対策地域協議会におけるケース検討会議の守秘義務について

�　専門相談への問い合わせ、情報提供は、センターの各スタッフのほか、法律相談については協力弁護士
に助言をいただいて回答しています。
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